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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行に

ついて

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 17 号。以下「改正法」とい

う。）については、平成 28 年３月 31 日に公布され、４月１日付け厚生労働省発雇児

0401 第４号により、貴職あて通達されたところであるが、本日、改正法の施行に関して、

「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する

省令」（平成 28 年厚生労働省令第 137 号）及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は

行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主

が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」（平成 28 年厚生労働省告示第 313

号。）が公布又は告示されたところであり、これらの省令及び告示は、改正法とともに平

成 29 年１月１日から施行又は適用されることとなっている。

改正法による改正後の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（以下「法」という。）」、上記省令による改正後の「育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（以下「則」という。）」及

び上記告示による改正後の「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者

10 年保存



2

の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関す

る指針」（以下「指針」という。）等の主たる内容及び取扱いは下記のとおりであるので、

その的確な施行に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、平成 21 年 12 月 28 日付け職発第 1228004 号・雇児発第

1228002 号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

施行について」は、廃止する。

記
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第１ 総則（法第１章）

１ 目的（法第１条）

(1) 子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続及び育児・介護により退職し

た者の再就職の促進を図ることにより、主としてこれらの者の職業生活と家庭生活

との両立に寄与することを通じて福祉の増進を図ること、また、副次的に、経済社

会の発展に資することが目的であることを定めたものであり、そのための手段とし

て、第一に育児休業及び介護休業に関する制度を設けること、第二に子の看護休暇

及び介護休暇に関する制度を設けること、第三に子の養育及び家族の介護を容易に

するため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めること、第四に子の養

育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずることを明らかにするも

のであること。

(2) 子の養育のために育児休業をするか否か、家族の介護のために介護休業をするか

否か、子の看護のために看護休暇を取得するか否か、家族の介護その他の世話を行

うために介護休暇を取得するか否か、また、事業主が講ずる所定労働時間の短縮等

の措置を利用するか否かは、労働者自身の選択に任せられているものであること。

(3) 「育児休業及び介護休業に関する制度」とは、法第２章及び第３章に定めるとこ

ろにより労働者に育児休業及び介護休業の民事的権利を与える「育児休業及び介護

休業の制度」並びに事業主の努力義務としている法第 21 条の育児休業及び介護休

業に関する定めの周知等の措置並びに法第 22 条の雇用管理等に関する措置の意で

あること。

(4) 「子の看護休暇及び介護休暇に関する制度」とは、法第４章に定めるところによ

り労働者に子の看護休暇の民事的権利を与える「子の看護休暇の制度」及び法第５

章に定めるところにより労働者に介護休暇の民事的権利を与える「介護休暇の制

度」の意であること。

(5) 「子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ず

べき措置」とは、法第 23 条第１項の育児のための所定労働時間の短縮措置、同条

第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び始業時刻変更等の措置並びに同条

第３項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置のほか、法第 24 条の事業主が

講ずるよう努めるべき措置を含むものであること。

(6) 「雇用の継続」とは、育児休業又は介護休業によって休業している期間等におい

て労働契約関係が継続することの意であり、育児休業、介護休業その他の制度がな

ければ退職してしまうような労働者について、当該事業主との間において労働契約

関係が退職により途切れることのないようにすることを目的としたものであること。

(7) 「再就職の促進」とは、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した

者に対して再就職を促進するものであり、すぐに再就職をすることを希望する者に
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限らず、当面は育児又は介護に専念しつつ将来において再就職することを希望する

者に対する再就職の促進を含むものであること。

(8) 「職業生活と家庭生活との両立」とは、「職業生活の全期間を通じてその能力を

有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一

員としての役割を円滑に果たすことができるようにすること」（法第３条第１項）

をいうものであること。

「職業生活と家庭生活との調和」と基本的に同趣旨であるが、「調和」は全体と

しての釣り合いを重視する意味合いであるのに対して、「両立」はともに並び立つ

ことを重視する意味合いであること。

２ 定義（法第２条）

(1) 育児休業（法第２条第１号）

労働者が、法第２章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業

をいうものとすること。この場合において、日々雇用される者は、育児を理由とす

る雇用の中断を防ぎ、その継続を図ることを目的として、子が１歳、１歳６か月又

は２歳に達するまでの長期的な休業となり得る育児休業の性質になじまない雇用形

態の労働者であることから、対象となる労働者から除くこととしたものであること。

なお、法第９条の３における育児休業の定義は、同条に定めるところによるもので

あること。

イ 「労働者」とは、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第９条に規定する「労

働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人

は除外するものであること。

ロ 「日々雇用される者」とは、１日単位の労働契約期間で雇われ、その日の終了

によって労働契約も終了する契約形式の労働者であること。なお、労働契約の形

式上日々雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質

的に異ならない状態となっている場合には、実質的に期間の定めのない契約に基

づき雇用される労働者であるとして育児休業及び介護休業の対象となるものであ

ること。

ハ 「子」とは、①労働者と法律上の親子関係がある子（養子を含むものであるこ

と。）、②特別養子縁組を成立させるために養親となる者が養子となる者を６

か月以上の期間現実に監護しているときの当該期間（以下「監護期間」とい

う。）にある者、③養子縁組里親に委託されている者及び④特別養子縁組によ

り養親となろうとする者又は養子縁組里親に準ずる者として厚生労働省令で定

める者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者をいうこと。な

お、育児休業期間中に養子縁組が成立した場合には、法律上の子となるため、
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引き続き育児休業をすることが可能であること。また、子の看護休暇、育児を

する労働者についての所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、

育児のための短時間勤務措置等についても同様であるが、介護休業、介護休暇

等介護に関する制度については、①のみをいうものであること。

(イ) 特別養子縁組とは、原則として６歳未満の未成年者の福祉のため特に必要

があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、

実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制

度であること（民法（明治 29 年法律第 89 号）第４編第３章第５款）。裁

判所が特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を６

か月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないものとされており

（民法第 817 条の８第１項）、この期間について育児休業を認めるもので

あること。監護期間は、原則として家庭裁判所に特別養子縁組の成立の請

求をした日から起算するものであること（同条第２項）。特別養子縁組の

成立の請求が裁判所に係属するまでは、育児休業の対象とならないもので

あること。

(ロ) 養子縁組里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適

当であると認められる児童（以下「要保護児童」という。）を養育するこ

と及び養子縁組によって養親となることを希望する者（都道府県知事が厚

生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。）のうち、

児童福祉法第 34 の 19 に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもののこ

とをいうこと。委託措置が決定される前の一時的な預かりなどの期間は育

児休業の対象とならないものであること。

(ハ) 特別養子縁組により養親となろうとする者及び養子縁組里親に準ずる者と

して厚生労働省令で定める者に厚生労働省令で定めるところにより委託さ

れている者とは、児童相談所において、当該労働者に養子縁組里親として

委託すべきである要保護児童として手続を進めていたにもかかわらず、委

託措置決定を出す段階に至って実親等の親権者等が反対したため、養子縁

組里親として委託することができず、やむなく当該労働者を養育里親とし

て委託されている要保護児童をいうこと（則第１条）。これに該当するか

は、平成 28 年雇児総発 0802 第１号・雇児福発 0802 第１号・雇児職発 0802

第１号に基づき児童相談所長が発行する証明書を参考に判断すべきこと。

ニ 「養育」とは、同居し監護するとの意であり、監護とは民法第 820 条に規定す

る監護と同義であること。病気、旅行により短期間同居に欠けていても「養育し

ている」ことに変わりがないものであること。

ホ 「休業」とは、労働契約関係が存続したまま労働者の労務提供義務が消滅する
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ことをいい、労働基準法第 89 条第１号の「休暇」に含まれること。

「休暇」と「休業」とを厳密に区別する基準はないが、「休暇」のうち連続

して取得することが一般的であるものを「休業」としている用語例（労働基準法

第 65 条の産前産後の休業など）にならったものであること。

なお、民法第 536 条により、休業期間中の事業主の賃金支払義務は消滅する

こと。したがって、休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務づけるもので

はないこと。

(2) 介護休業（法第２条第２号）

労働者が、法第３章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介

護するためにする休業をいうものとすること。この場合において、日々雇用される

者は、育児休業の場合と同様、対象となる労働者から除くこととしたものであるこ

と（法第２条第１号）。

イ 「介護」とは、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与するの意で

あること。

ロ 「休業」については、育児休業の場合と同様であること（(1)ホ参照）。

(3) 要介護状態（法第２条第３号）

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間

にわたり常時介護を必要とする状態をいうものとすること。なお、これは介護保険

制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではないこと。

イ 「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」とは、負傷又は疾病による場

合、負傷又は疾病にかかり治った後障害が残った場合及び先天的に障害を有する

場合を含むこと。

乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある

場合についてはこれに該当しないが、老齢により身体機能が相当程度低下した場

合はこれに該当するものであること。

ロ 「厚生労働省令で定める期間」については、介護休業の制度の目的が家族を介

護する労働者の雇用の継続を図るものであることにかんがみ、常時介護を要する

状態が一時的な、日常的にかかり得る傷病による場合を除く趣旨から、「常時介

護を必要とする状態が２週間以上の期間にわたり継続すること」を要件としたも

のであること（則第２条）。

ハ 「常時介護を必要とする状態」とは、常態的に介護を必要とする状態をいい、

この状態に関する判断については、別添１の判断基準によるものとすること。

(4) 対象家族（法第２条第４号）

法に先行して介護のための休業の制度を導入していた企業の実態等を踏まえ、当

該労働者が介護をする必要性の高い家族として、配偶者、父母、子、配偶者の父母
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並びに父母及び子に準ずる者として厚生労働省令で定める者を介護休業の対象とな

る家族の範囲としたものであること。

イ 「配偶者」とは、いわゆる内縁関係にある配偶者を含むものであること。

ロ 「父母」とは、労働者と法律上の親子関係がある父母の意であり、実父母のみ

ならず養父母を含むものであること。

ハ 「子」とは、労働者と法律上の親子関係がある子の意であり、実子のみならず

養子を含むものであること。

ニ 「これらの者に準ずる者」とは、厚生労働省令では、祖父母、兄弟姉妹及び孫

としたものであること（則第３条）。

(ｲ) 「祖父母」とは、当該労働者の実親の実親、実親の養親、養親の実親及び養

親の養親のすべてを含むが、当該労働者の実親の養親及び養親の養親について

は、当該労働者の親と当該労働者の親の養親との養子縁組関係が成立した後に

当該労働者と当該労働者の親との親子関係が生じた場合に限るものであること

（民法第 727 条）。

(ﾛ) 「兄弟姉妹」とは、当該労働者の実親の実子、実親の養子、養親の実子及び

養親の養子のすべてを含むものであること。

(ﾊ) 「孫」とは、当該労働者の実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子の

養子のすべてを含むが、当該労働者の養子の実子及び養子の養子については、

当該労働者と当該労働者の養子との養子縁組関係が成立した後に当該労働者の

養子と当該労働者の養子の子との親子関係が生じた場合に限るものであること。

ホ 「配偶者の父母」とは、配偶者（いわゆる内縁関係にある配偶者を含む。）の

実父母及び養父母をいうこと。

(5) 家族（法第２条第５号）

イ 目的（法第１条）、基本的理念（法第３条）及び関係者の責務（法第４条）の

規定のほか、下記の規定の適用対象となる「家族」の範囲に関しては、その規定

の趣旨にかんがみ、介護休業の対象となる家族の範囲（対象家族）より幅広のも

のとなることが望ましく、「対象家族その他厚生労働省令で定める親族」とした

ものであること。

(ｲ) 事業主は、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は勤務時

間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必

要な措置を講ずるよう努めなければならないこと（法第 24 条第２項）。

(ﾛ) 国は、家族の介護を行う労働者等の福祉の増進を図るため、事業主、事業主

の団体その他の関係者に対する援助を行うことができること（法第 30 条）。

(ﾊ) 国は、家族の介護を行う労働者等に対して、これらの者の職業生活と家庭生

活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講
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ずるものとし、地方公共団体はその措置に準じた措置を講ずるように努めなけ

ればならないものとすること（法第 31 条）。

(ﾆ) 地方公共団体は、必要に応じ、家族の介護を行う労働者等の福祉の増進を図

るための事業を総合的に行うことを目的とする勤労者家庭支援施設を設置する

よう努めなければならないこと（法第 34 条）。

ロ 「家族」の範囲は、対象家族及びこれら以外の同居の親族としたものであるこ

と（法第２条第５号及び則第４条）。

「親族」とは、民法第 725 条の親族と同義であり、６親等内の血族、配偶者及

び３親等内の姻族をいうものであること。

したがって、「家族」の範囲は、配偶者、父母、子及び配偶者の父母並びにこ

れら以外の同居の６親等内の血族及び３親等内の姻族となるものであること。

「同居の親族」は、互いに扶け合わなければならないものとされていること

（民法第 730 条）などから、適用対象範囲としたものであること。

この場合の「同居」とは、世帯を同じくしている場合のほか、労働者が介護の

ために別居していた家族の家に泊り込んだり、介護のために別居していた家族を

当該労働者宅に引き取る場合を含めるものであること。

３ 基本的理念（法第３条）

(1) 第１項は、法第１条の目的規定の「職業生活と家庭生活との両立」の内容を具体

的に明らかにしたものであり、法による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の

福祉の増進の基本的理念が、この「職業生活と家庭生活との両立」にあることを明

らかにしたものであること。

「職業生活の全期間を通じて」とあるのは、一時期職業生活から離れて家庭生活

のみを送っていても、再び充実した職業生活を送ることとなるような場合も「職業

生活と家庭生活との両立」に含める趣旨であること。

(2) 第２項は、子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業

の趣旨が本人の雇用の継続のためであること、そのために事業主その他の関係者も

本人の休業に配慮するものであること等にかんがみ、当該趣旨を没却させないよう、

休業後の職場復帰に備えて心づもりをしておくべきであることを明らかにしたもの

であること。

また、この規定は、労働者に対して法的に具体的義務を課すというものではなく、

訓示規定であること。

４ 関係者の責務（法第４条）

法第４条は、事業主並びに国及び地方公共団体に対して、３の基本的理念に従って、
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子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならな

いことを明らかにしたものであること。

本条に関する事業主の具体的義務の内容としては、第２章から第９章までに規定さ

れているが、それ以外のことについても配慮すべきであることを明らかにした訓示規

定であり、本条によって事業主に対して法的に具体的義務を課すというものではない

こと。

第２ 育児休業（法第２章）

１ １歳までの育児休業の申出（法第５条第１項）

(1) 労働者（日々雇用される者を除く。）が事業主に対して「申出」という行為をす

ることによって、その１歳に満たない子を養育するために育児休業をすることがで

きることとしたものであること。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、

次のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができるものであること。

イ 当該事業主に引き続き雇用された期間が１年以上である者

ロ その養育する子が１歳６か月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更

新される場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者

なお、期間を定めて雇用される者については、その数が年々増加するとともに、

その多くが労働契約の更新を繰り返して継続して雇用されている状況にあること

を踏まえ、休業を可能にすることにより雇用の継続の可能性があると考えられる

一定の範囲のものについて、育児休業の対象としているものであること。

(2) 「１歳に満たない」とは、誕生日の前日までとの意であること。なお、子が１歳

に達するのは、民法第 143 条に基づく期間の計算（暦日計算）及び年齢計算ニ関ス

ル法律（明治 35 年法律第 50 号）により、いわゆる誕生日の前日午後 12 時とされ

ているので、例えば、平成 28 年４月１日が生年月日の子が１歳に達するのは、平

成 29 年３月 31 日午後 12 時となること。なお、閏日に生まれた子については、誕

生日が存在しないため、「１歳に達する日」はその月の末日をいうものであること

（民法第 143 条第２項）。例えば、平成 28 年２月 29 日が生年月日の子が１歳に達

する日は、平成 29 年２月 28 日であること。

(3) 「事業主」とは、その事業の経営の主体であって、個人企業の場合はその企業主

個人、会社その他の法人組織の場合にはその法人そのものの意であること。法に基

づく育児休業に関する手続は、事業主又はその委任を受けてその権限を行使する者

と労働者との間で行われるものであること。

なお、各事業所の責任者は事業主ではないが、事業主の委任を受けてその権限を

行使することはあり得るものであること。

(4) 「その事業主」とは、その労働者が雇用される事業主の意であること。労働者派
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遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和

60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。）第２条第２号の派遣労働者に

ついては、派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係があることから、派遣元の事

業主をいうものであり、指針第二の十六の（一）は、これを明示したものであるこ

と。出向元との間に労働契約関係が存在しないいわゆる移籍出向者については、出

向先の事業主をいうものであること。また、いわゆる在籍出向者については、賃金

の支払、労働時間管理等が出向先と出向元でどのように分担されているかによって

それぞれケースごとに判断されるべきものであること。

(5) 申出の効果は、事業主（事業主の権限を委任された者がある場合には、その委任

を受けた者。以下同じ。）に到達することによって、発生するものであること。

(6) 「期間を定めて雇用される者」とは、期間の定めのある労働契約に基づき雇用さ

れる者をいうものであるが、次のイ及びロに留意すること。

イ 期間を定めて雇用される者の労働契約期間は、労働基準法第 14 条の規定によ

り、原則として３年以内でなければならないものとされているものであること。

なお、同条の規定により、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの（例えば

４年間で完了する土木工事において技師を４年契約で雇い入れる場合など）につ

いては労働契約期間が３年を超えることが、また、①「労働基準法第 14 条第１

項第１号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示」（平成 15 年

厚生労働省告示第 356 号）に定める高度の専門的知識等を持つ者を当該専門的知

識等を必要とする業務に就ける場合に締結される労働契約や、②満 60 歳以上の

労働者との間に締結される労働契約については、労働契約期間が５年まで、それ

ぞれ許容されているが、これらの労働契約に係る労働者は「期間を定めて雇用さ

れる者」に含まれるものであること。

なお、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」（平成 15 年厚

生労働省告示第 357 号）第１条第１項において、使用者は、期間の定めのある労

働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契

約に係る更新の有無及びその判断基準を明示しなければならないこととされてい

るものであること。

ロ 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、当該契約が期間

の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、法第５条第

１項各号に定める要件に該当するか否かにかかわらず、実質的に期間の定めのな

い契約に基づき雇用される労働者であるとして育児休業の対象となるものである

こと。このため、指針第二の一の(一)において、その判断に当たって事業主が留

意すべき事項を示したものであること（指針事項）。

(ｲ) 指針第二の一の(一)のイ関係
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指針第二の一の(一)のイの(イ)から(ホ)までは、雇止めの可否が争われた裁

判例において契約関係の実態を評価するに当たり着目している項目を列挙した

ものであること。

ａ 指針第二の一の(一)のイの(イ)について

「労働者の従事する業務の客観的内容」とは、当該期間を定めて雇用され

る者が従事する仕事の種類、内容及び勤務の形態をいうものであること。

ｂ 指針第二の一の(一)のイの(ロ)について

「労働者の契約上の地位の性格」とは、当該期間を定めて雇用される者の

契約上の地位の基幹性・臨時性、労働条件についての正社員との同一性の

有無等をいうものであること。

ｃ 指針第二の一の(一)のイの(ハ)について

「当事者の主観的態様」とは、採用に際しての労働契約の期間や更新又は

継続雇用の見込み等についての事業主からの説明等の継続雇用を期待させ

る当事者の言動・認識の有無・程度等をいうものであること。

ｄ 指針第二の一の(一)のイの(ニ)について

「更新の手続・実態」とは、更新の有無・回数、勤続年数等の契約更新の

状況や更新手続の有無・時期・方法、更新の可否の判断方法等の契約更新

時における手続の厳格性の程度をいうものであること。

ｅ 指針第二の一の(一)のイの(ホ)について

「他の労働者の更新状況」とは、当該期間を定めて雇用される労働者と同

様の地位にある他の労働者の契約更新の状況をいうものであること。

(ﾛ) 指針第二の一の(一)のロ関係

指針第二の一の(一)のロは、指針第二の一の(一)のロの(イ)の実態を満たし

た上で同(ロ)の①から③までの実態のいずれか一つを満たした場合には、有期

労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例において期間の定めのない契約と実

質的に異ならない状態に至っている契約であると認められていることが多いこ

とを明らかにしたものであること。

ａ 「業務内容が恒常的であること」とは、期間の定めのない契約と実質的に

異ならない状態であることが肯定されるための必要条件となっており、当

該事業において業務が定まって変わらないことをいうが、例えば、情報処

理業におけるプログラミング業務などがこれに該当するものであること。

「恒常的」の対義語は「臨時的」であり、一定期間で作業終了が予定され

る補助業務に就いている場合などについては、業務内容が「臨時的」と認

められること。

ｂ 「契約が更新されていること」とは、期間の定めのない契約と実質的に異
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ならない状態であることが肯定されるための必要条件となっており、少な

くとも１回契約が更新されれば、これに該当するものであること。

ｃ 「雇用継続を期待させる事業主の言動」があることは、期間の定めのない

契約と実質的に異ならない状態であることが肯定される方向に働く要素で

あり、例えば、労働者の長期にわたって働きたいとの希望に応じるような

趣旨のことをほのめかすことなどがこれに該当するものであること。

ｄ 「更新手続が形式的であること」は、期間の定めのない契約と実質的に異

ならない状態であることが肯定される方向に働く要素であり、例えば、必

ずしも契約期間の満了の都度直ちに契約締結の手続をとっておらず次の契

約期間の始期の経過後に契約を締結することもあること、労働条件等の契

約内容についての交渉もなく使用者が記名押印した契約書に労働者が署名

押印して返送するという機械的な手続を行っていることなどがこれに該当

するものであること。

ｅ 「同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどないこ

と」は、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態であることが肯

定される方向に働く要素であるが、雇止めの例が皆無である必要はなく、

例えば、当該労働者に欠勤が多い等の特殊な理由で雇止めされた場合を除

き契約が更新されているといった場合には、「過去に雇止めの例はほとん

どないこと」に該当するものであり、また、当該労働者の自己都合で契約

を終了することは、そもそも「雇止め」に該当しないものであること。

(ﾊ) 指針第二の一の(一)のハ関係

指針第二の一の(一)のハは、業務内容が正社員と同一であることが認められ

ること又は労働者の地位の基幹性が認められることは、期間の定めのない契約

と実質的に異ならない状態であることが肯定される方向に働く補助的な要素と

なることを示したものであること。

「労働者の地位の基幹性」とは、当該事業所における当該期間を定めて雇用

される者の立場が「基幹的」であることをいい、「基幹性」の対義語は「臨時

性」であり、いわゆる嘱託や非常勤講師、アルバイトなどは、契約上の地位の

臨時性が認められ、基幹性は認められないこと。

(7) 「期間を定めて雇用される者」が、次のイ及びロの育児休業の申出の要件を満た

すか否かの判断に当たっては、以下の点に留意すること。

イ 当該事業主に引き続き雇用された期間が１年以上である者（法第５条第１項第

１号）

(ｲ) 「引き続き雇用された期間が一年以上」とは、育児休業申出又は介護休業申

出のあった日の直前の１年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に
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継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続しているか否か

により判断するものではないこと（指針第二の一の(二)のイ）。例えば、年末

年始や週休日を空けて労働契約が締結されている場合や、すでに次の契約が締

結されている場合は、雇用関係は「実質的に継続している」と判断されるもの

であること。

(ﾛ) 「当該事業主に引き続き雇用された期間」とは、労働契約の更新に伴い就業

場所等の変更があった場合や契約期間中に事業所間異動があった場合にもそれ

ぞれにおける雇用期間を通算して算定するものであること。また、労働組合の

専従者となっている期間、長期療養等のために休職とされている期間等労務の

提供が行われていない期間も、労働契約関係が継続する限り「雇用された期

間」に含むものであること。

ロ 当該子が１歳６か月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新される

場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者（法第５条第

１項第２号）

(ｲ) 「当該子が１歳６か月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者」につ

いては、子が１歳に達するまで育児休業をした場合にその後短期間で雇用関係

が終了することがあらかじめ明らかである者についてまで育児休業の対象とす

ることは、育児休業が雇用の継続を目的とする制度であること及び休業を受忍

する事業主の負担からも適当でないが、それ以外の者については育児休業の対

象としたものであること。

(ﾛ) 「当該子が１歳６か月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）の期間が満了することが明らか」か否か

については、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき労

働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断されるものであるこ

と（指針第二の一の(二)のロ）。

(ﾊ) 「１歳６か月に達する日」とは、１歳の誕生日から誕生日の属する月の６か

月後の月における誕生日の応当日の前日の意であり、例えば平成 28 年４月１

日が生年月日の子が１歳６か月に達する日は、平成 29 年９月 30 日であること。

なお、１歳６か月に達する月に誕生日の応当日が存在しない場合、「１歳６か

月に達する日」はその月の末日をいうものであること（民法第 143 条第２項）。

例えば、平成 28 年３月 31 日が生年月日の子が１歳６か月に達する日は、平成

29 年９月 30 日であること。したがって、１歳の誕生日から６か月後に労働契

約関係が存在する可能性がある場合には、「１歳６か月に達する日までに、そ

の労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了す
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ることが明らか」とは判断されないものであること。

(ﾆ) 「労働契約の更新がないことが確実」か否かについては、指針第二の一の

(二)のロで、具体的事例を例示しているものであること（指針事項）。指針第

二の一の（二）のロの(ｲ)及び(ﾛ)の労働者は、原則として、労働契約の更新が

ないことが確実であると判断される場合に該当するものであること。これらに

ついて、子の出生の予定日の１月前の日に育児休業申出をするとの前提をおい

て、具体的適用例を図示すると、別添２のとおりであること。ただし、雇用の

継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況及び

当該労働者の過去の契約の更新状況等から、これに該当しないと判断される場

合もあり得ること。

(ﾎ) 事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として、

「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されないものであること。

(ﾍ) 指針第二の一の(二)のロの「雇用の継続の見込みに関する事業主の言動」に

いう「事業主」とは、実質的に労働契約の更新について権限を持ち、労働契約

の更新をするか否かの判断をする者をいうものであること。したがって、労働

契約の形式上の当事者に限られるものではないが、労働契約の更新についての

実質的な権限のない者は、含まれないものであること。

(8) 指針第二の一の(三)は、事業所にあらかじめ育児休業制度を導入し、かつ、就業

規則の整備等必要な措置を講ずることを事業主に求めたものであること。これは、

法律上、育児休業の制度が事業所内制度として設けられることが労働者の権利行使

に当たって必須のものであるとはいえないが、法律上育児休業が労働者の権利とし

て認められており、労働者がこれを容易に取得できるようにするためにも、育児休

業の制度があらかじめ事業所内制度として設けられた上で、就業規則等に記載され、

労働者に制度の存在が明らかになっていることが必要であることを明示したもので

あること。

２ １歳までの再度の育児休業（法第５条第２項）

(1) 子が１歳までの育児休業は、原則として同一の子について１回のみすることがで

きるものであるが、その例外として厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に

は、２回目以降の申出も認めることとしたものであること。

また、男性の育児休業取得を促進する観点から、出産後８週間以内にされた最初

の育児休業など一定のもの（以下「パパ休暇」という。）については、育児休業を

したことがあるものに含めないこととしたものであること。

なお、「期間を定めて雇用される者」が、労働契約の更新に伴い更新後の期間に

ついて育児休業の申出をしようとする場合には、本項の規定の適用が除外され、再
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度の育児休業の申出をすることができること（法第５条第７項。５参照）。

(2) 「出生の日から起算して八週間を経過する日」とは、例えば、出生の日が４月１

日（水）である場合には、５月 26 日（火）が当該「八週間を経過する日」に該当

する（したがって、この場合「八週間を経過する日の翌日」は５月 27 日（水）と

なる）こと。

(3) 「出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予

定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出

生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過

する日の翌日までとする」とは、出産予定日と実際の出生日が異なる場合において、

パパ休暇の取得に関する労働者の期待を保護する観点から設けられたものであるこ

と。

例えば、４月１日（水）が出産予定日である場合において、３月 25 日（水）に

子が出生したときは、パパ休暇の対象となる期間は３月 25 日（水）から５月 27 日

（水）までとなり、また、同様の場合において４月８日（水）に子が出生したとき

は、パパ休暇の対象となる期間は４月１日（水）から６月３日（水）までとなるこ

と。

(4) パパ休暇の対象となるためには、（２）又は（３）の期間内に育児休業が終了し

ている必要があること。また、パパ休暇は男性の育児休業取得を促進する観点から

設けられたものであるが、例えば養子縁組をした場合など、法律の要件を満たす場

合には、女性であっても当然対象となりうること。

(5) 厚生労働省令で定める特別の事情がある場合としては、

イ 当初の申出に係る育児休業期間が新たな産前産後休業の開始により期間途中で

終了した後に、新たな産前産後休業に係る子が死亡又は当該申出をした労働者と

同居しないこととなったとき（則第５条第１号）

ロ 当初の申出に係る育児休業期間が新たな育児休業の開始により期間途中で終了

した後に、新たな育児休業に係る子が①死亡したとき、②当該申出をした労働者

と同居しないこととなったとき又は③民法第 817 条の２第１項の規定による請求

に係る家事審判事件が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合

を除く。）若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 27 条第１項第３号

の規定による措置が解除されたとき。（則第５条第２号）

ハ 当初の申出に係る育児休業期間が介護休業の開始により期間途中で終了した後

に、介護休業に係る対象家族が死亡又は当該申出をした労働者との親族関係が消

滅したするに至ったとき（則第５条第３号）

ニ 配偶者が死亡したとき（則第５条第４号）

ホ 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育すること
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が困難な状態になったとき（則第５条第５号）

ヘ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しない

こととなったとき（則第５条第６号）

ト 法第５条第１項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となったとき（則第５

条第７号）

チ 法第５条第１項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき（則第５条第８号）

があること。

(6) 則第５条第７号の「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」の解釈及び

「二週間以上」の考え方は、介護休業の場合と同様であること（第１の２の（３）

のイ及びロ参照）。

(7) 則第５条第８号は、現在受けている保育サービスが受けられなくなった等の事情

により新たに保育所等に入所申請を行ったが当面入所できないような場合を想定し

ているものである。

イ 「保育所等」とは、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 39 条第１項に規

定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成 18 年法律第 77 号）第２条第６項に規定する認定こども園及び児

童福祉法第 24 条第２項に規定する家庭的保育事業等をいうものであること。

ロ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２

条第６項に規定する認定こども園とは、幼稚園型認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４

項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の

設備及び運営に関する基準（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第

２号。以下この号において「基準」という。）第１の１に規定する幼稚園型認定

こども園をいう。）、保育所型認定こども園（基準第１の２に規定する保育所型

認定こども園をいう。）、地方裁量型認定こども園（基準第１の３に規定する地

方裁量型認定こども園をいう。）及び幼保連携型認定こども園（同法第２条第７

項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）をいうものであること。

ハ 児童福祉法第 24 条第２項に規定する家庭的保育事業等とは、家庭的保育事業

（同法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業をいう。）、小規模保育事業

（同条第 10 項に規定する小規模保育事業をいう。）、居宅訪問型保育事業（同

条第 11 項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。）又は事業所内保育事業（同

条第 12 項に規定する事業所内保育事業をいう。）をいうものであること。

ニ 「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないと
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き」とは、市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から、少なくとも、

再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育が行われない旨の通知が

なされている場合をいうものであること。

(8) 「育児休業をしたことがある」とは、法による育児休業を申し出ただけではなく、

実際に育児休業を開始したことが必要であること。

また、他の事業主の下で育児休業をしたことがあることは、「育児休業をしたこ

と」には含まれないものであること。

(9) 「当該育児休業を開始した日に養育していた子」とは、養育していた子が双子等

複数いる場合は、そのすべての子の意であること。

また、子の出生が遅れたことにより休業開始予定日に休業申出に係る子がいない

場合であっても、その後出生した子は「当該育児休業を開始した日に養育していた

子」に含める趣旨であること。

(10) 則第５条第１号ロ及び同条第２号ロの「その他の事情」とは、労働者と配偶者の

婚姻の解消、配偶者の長期の転勤等によって配偶者が育児休業に係る子を伴って労

働者と別居することの意であること。また、このほか第２号ロについては、育児休

業に係る子が養子である場合における離縁及び養子縁組の取消が含まれるものであ

ること。

(11) 則第５条第１号ロ及び同条第２号ロの「当該労働者と同居しないこととなった」

の同居しない期間は、永続的なものを想定しているが、転勤等の事情による場合も

１年程度以上の期間同居しない状態が続くときは、含むものであること。

(12) 則第５条第５号の「子を養育することが困難な状態」とは、身体障害者福祉法

（昭和 24 年法律第 283 号）第４条の身体障害者であること、又はこれと同程度に

日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な

状態のほか、再度の育児休業申出の時点から１月間を超える期間継続して、通院、

加療のみならず入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態をいうものである

こと。

(13) 則第５条第６号の「子と同居しないこととなった」の同居しない期間は、永続的

なものを想定しているが、転勤等の事情による場合も再度の育児休業申出の時点か

ら１月間を超えて同居しない状態が続くときは、含むものであること。

(14) 則第５条第１号ロ（第２号において引用する場合を含む。）、第５号及び第６号

に該当するか否かの判断時点は申出時点であり、育児休業開始予定日において申出

時点と状況が異なることが明らかなときは、育児休業開始予定日における状況に基

づき、申出時点で判断すべきものであること。

(15) 各事業所において、則第５条各号に定める事項以外の理由で再度の申出を認める

制度を設けることは可能であること。
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３ １歳から１歳６か月までの育児休業の申出（法第５条第３項）

(1) 育児休業は子が１歳に達するまでの間の休業であるという基本的枠組みを維持し

つつ、雇用の継続を促進し、円滑な職場復帰を図る観点から、子が１歳に達した後

もなお休業することが必要と認められる特別の事情があるときは、子が１歳６か月

に達するまでを限度として、労働者（日々雇用される者を除く。）が事業主に対し

て「申出」という行為をすることによって、その子を養育するために育児休業をす

ることができることとしたものであること。

(2) 「一歳から一歳六か月に達するまで」とは、子の１歳の誕生日から、誕生日の属

する月の６か月後の月における誕生日の応当日の前日までの期間をいうものである

こと。例えば、平成 28 年４月１日が生年月日の子については、平成 29 年４月１日

から平成 29 年９月 30 日までの期間をいうこと。また、１歳６か月に達する月に誕

生日の応当日が存在しない場合、例えば、平成 28 年３月 31 日が生年月日の子につ

いては、平成 28 年３月 31 日から平成 29 年９月 30 日までの期間となること。また、

閏日に生まれた子は、誕生日が存在しないため、例えば、平成 28 年２月 29 日が生

年月日の子については、平成 29 年３月１日から平成 29 年８月 28 日までの期間と

なること。

(3) 法第５条第３項の申出に基づく１歳から１歳６か月までの育児休業（以下「１歳

６か月までの育児休業」という。）をすることができる労働者は、法第５条第３項

第１号及び第２号のいずれにも該当するものに限られること。

イ 第１号の「当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休

業をしている場合」に該当する場合とは、具体的には次の(ｲ)又は(ﾛ)に該当する

場合をいうものであること。

(ｲ) 子の１歳到達日を育児休業終了予定日とする育児休業を現にしている、又は

そのような育児休業の申出をしている労働者が、引き続き育児休業をしようと

する場合（労働者とその配偶者がともに該当する場合も含む。）

(ﾛ) 配偶者が子の１歳到達日を育児休業終了予定日とする育児休業を現にしてい

る、又はそのような育児休業の申出をしている場合であって、当該労働者が育

児休業をしようとする場合（子の１歳到達日を育児休業終了予定日とする育児

休業を現にしている、又はそのような申出をしている配偶者が引き続き、育児

休業をしようとする場合も含む。）

なお、既に同一の子について１歳までの育児休業をしたことがある労働者で

あっても、(ｲ)又は(ﾛ)に該当する場合には、次のロの要件を満たす限り、同一

の子について１歳６か月までの育児休業をすることができるものであること。

ロ 第２号の「厚生労働省令で定める場合」としては、
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(ｲ) 保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の１

歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(ﾛ) 常態として子の養育を行っている配偶者であって当該子の１歳到達日後の期

間について常態として養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した

場合

① 死亡したとき。

② 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育す

ることが困難な状態になったとき。

③ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないことと

なったとき。

④ ６週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以内に出産予定であるか又は産後８

週間を経過しないとき。

があること（則第６条）。

(4) 「その事業主」の解釈については、１歳までの育児休業の申出の場合と同様であ

ること（１(3)(4)参照）。

(5) 申出の効果については、１歳までの育児休業の申出の場合と同様であること（１

(5)参照）。

なお、１歳６か月までの育児休業をするためには、法第５条第１項の規定による

１歳までの育児休業の申出をしている場合であっても、改めて、法第５条第３項の

規定による申出をしなければならないこと。

(6) １歳６か月までの育児休業の申出は、１歳到達日の翌日を育児休業開始予定日と

してしなければならない（法第５条第６項）こととされていることから、その申出

は、遅くとも１歳到達日の翌日の労務提供開始時刻までに行われなければならない

こと。

(7) 期間を定めて雇用される者も、１歳６か月までの育児休業をすることができるも

のであること。その際、子の１歳到達日において育児休業をしている労働者が、引

き続き育児休業をしようとする場合には、申出時点において改めて法第５条第１項

各号に規定する要件を満たすか否かは問わないこととしているが、子の１歳到達日

において育児休業をしている配偶者に替わって１歳６か月までの育児休業をしよう

とする場合には、申出時点において当該要件を満たす者に限り、１歳６か月までの

育児休業の申出をすることができるものであること。

(8) 則第６条第１号の「保育所等」の解釈は、再度の育児休業と同様であること（２

(7)参照）。

(9) 則第６条第１号の「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳

に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」とは、市町村に対
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して保育の申込みを行っており、市町村から、少なくとも、子が１歳に達する日の

翌日において保育が行われない旨の通知がなされている場合をいうものであること。

(10) 則第６条第２号ロの「子を養育することが困難な状態」とは、身体障害者福祉法

第４条の身体障害者であること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神

障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態のほか、１歳６か月まで

の育児休業の申出の時点から１月間を超える期間継続して、通院、加療のみならず

入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態をいうものであること。

(11) 則第６条第２号ハの「子と同居しないこととなった」の同居しない期間は、永続

的なものを想定しているが、転勤等の事情による場合も１歳６か月までの育児休業

の申出の時点から１月間を超えて同居しない状態が続くときは、含むものであるこ

と。

(12) 則第６条第２号ニの「六週間（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）以内に出

産する予定であるか又は産後八週間を経過しない」とは、出産予定日の 41 日前

（多胎妊娠の場合は 97 日前）の日から、出産の日の翌日から起算して 56 日を経過

する日までの意であること。

例えば単胎妊娠であって、７月１日（月）が出産予定日で予定通りその日に出産

した場合、５月 21 日（火）から８月 26 日（月）までの間がこの期間に該当するも

のであること。

また、この場合、当該配偶者が雇用労働者であるか否かを問わないものであるこ

と。

(13) 則第６条第１号並びに第２号ロ及びハに該当するか否かの判断時点は申出時点で

あり、育児休業開始予定日において申出時点と状況が異なることが明らかなときは、

育児休業開始予定日における状況に基づき、申出時点で判断すべきものであること。

４ １歳６か月から２歳までの育児休業の申出（法第５条第４項及び同条第５項）

(1) １歳６か月までの育児休業を取得してもなお、雇用の継続のために、子が１歳６

か月に達した後に休業することが必要と認められる特別の事情があるときは、子

が２歳に達するまでを限度として、労働者（日々雇用される者を除く。）が事業

主に対して「申出」という行為をすることによって、その子を養育するために育

児休業をすることができることとしたものであること。

(2) 「一歳六か月から二歳に達するまで」とは、子の誕生日の属する月の６か月後の

月における誕生日の応当日から子の２歳の誕生日の前日までの期間をいうものであ

ること。例えば、平成 28 年４月１日が生年月日の子については、平成 29 年 10 月

１日から平成 30 年３月 31 日までの期間をいうこと。なお、閏日に生まれた子は、

誕生日が存在しないため、例えば、平成 28 年２月 29 日が生年月日の子については、
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平成 29 年 8 月 29 日から平成 30 年２月 28 日までの期間をいうこと。

(3) 法第５条第４項の申出に基づく１歳６か月から２歳までの育児休業（以下「２歳

までの育児休業」という。）をすることができる労働者は、法第５条第４項第１号

及び第２号のいずれにも該当するものに限られること。

イ 第１号の「当該労働者又はその配偶者が当該子の一歳六か月に達する日（次号

及び第六項において「一歳六か月到達日」という。）において育児休業をしてい

る場合」に該当する場合とは、具体的には次の(ｲ)又は(ﾛ)に該当する場合をいう

ものであること。

(ｲ) 子の１歳６か月到達日を育児休業終了予定日とする育児休業を現にしている、

又はそのような育児休業の申出をしている労働者が、引き続き育児休業をしよ

うとする場合（労働者とその配偶者、すなわち夫婦がともに該当する場合も含

む）

(ﾛ) 配偶者が子の１歳６か月到達日を育児休業終了予定日とする育児休業を現に

している、又はそのような育児休業の申出をしている場合であって、当該労働

者が育児休業をしようとする場合（子の１歳到達日を育児休業終了予定日とす

る育児休業を現にしている、又はそのような申出をしている配偶者が引き続き、

育児休業をしようとする場合も含む）

なお、既に同一の子について１歳６か月までの育児休業をしたことがある労

働者であっても、(ｲ)又は(ﾛ)に該当する場合には、次のロの要件を満たす限り、

同一の子について２歳までの育児休業をすることができるものであること。

ロ 第２号の「厚生労働省令で定める場合」としては、

(ｲ) 保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の１

歳６か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(ﾛ) 常態として子の養育を行っている配偶者であって当該子の１歳６か月到達日

後の期間について常態として養育を行う予定であったものが次のいずれかに該

当した場合

① 死亡したとき。

② 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育す

ることが困難な状態になったとき。

③ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないことと

なったとき。

④ ６週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以内に出産予定であるか又は産後８

週間を経過しないとき。

があること（則第６条の２）。

(4) 「その事業主」の解釈については、１歳までの育児休業の申出の場合と同様であ
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ること（１(3)(4)参照）。

(5) 申出の効果については、１歳までの育児休業の申出の場合と同様であること（１

(5)参照）。

なお、２歳までの育児休業をするためには、法第５条第１項の規定による１歳ま

での育児休業及び同条第３項の規定による１歳６か月までの育児休業の申出をして

いる場合であっても、改めて、法第５条第４項の規定による申出をしなければなら

ないこと。

(6) ２歳までの育児休業の申出は、１歳６か月到達日の翌日を育児休業開始予定日と

してしなければならない（法第５条第６項）こととされていることから、その申出

は、遅くとも１歳６か月到達日の翌日の労務提供開始時刻までに行われなければな

らないこと。

(7) 期間を定めて雇用される者も、次のいずれにも該当するものに限り、２歳までの

育児休業をすることができるものであること。

イ 当該事業主に引き続き雇用された期間が１年以上である者

ロ その養育する子が２歳に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新され

る場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者

なお、期間を定めて雇用される者については、その数が年々増加するとともに、

その多くが労働契約の更新を繰り返して継続して雇用されている状況にあること

を踏まえ、休業を可能にすることにより雇用の継続の可能性があると考えられる

一定の範囲のものについて、育児休業の対象としているものであること。

また、期間を定めて雇用される者が育児休業の申出の要件を満たすか否かの判断

については、１歳までの育児休業の申出と同様であること。（１(6)(7)参照）

この場合において、１(7)中「１歳６か月」は「２歳」と読み替えるものである

こと。

５ 育児休業の申出の方法（法第５条第６項）

(1) 育児休業の申出（以下「育児休業申出」という。）は、連続した一の期間につい

てしなければならないものであり、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わ

なければならないこととしたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたも

のであること。

なお、期間を定めて雇用される者が労働契約の更新に際して行う育児休業申出に

ついては、申出事項が限定されていること。

(2) 「その期間中は育児休業をすることとする一の期間」とは、労働日ではない日

（計画的に付与された年次有給休暇、所定休日等）も含め連続したひとまとまりの

期間との意であること。なお、申出に係る全日が労働日でない場合は、育児休業を
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申し出る余地がないこと。

(3) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のためにする休業として労働者災害補償保

険法（昭和 22 年法律第 50 号）に基づく給付を受ける場合においては、育児休業期

間中であることと給付を受けることとは両立すると解されているものであること。

(4) 育児休業申出は、則第７条第１項に規定する所定の事項が同条第２項に規定する

所定の方法で行われている限り、その様式は自由であること（以下同条第４項の事

業主の通知、則第 13 条の育児休業開始予定日の変更の申出、則第 12 条及び第 15

条の事業主による育児休業開始予定日の指定、則第 17 条の育児休業終了予定日の

変更の申出、則第 18 条の育児休業申出の撤回並びに則第 71 条の事業主による取扱

いの明示について同様であること。）。

(5) 育児休業申出先は、あらかじめ本社人事部長、各支社長、工場長等具体的に明ら

かにしておくことが望ましいものであること（以下則第 13 条、第 17 条及び第 18

条について同様であること。）。

(6) 特定の方法での育児休業申出を求める場合には、これをあらかじめ明らかにして

おくべきものであること。

(7) 育児休業申出の申出事項について、期間を定めて雇用される者が、法第５条第７

項に規定する育児休業申出（労働契約の更新に伴い継続して育児休業をしようとす

る場合にする申出）をする場合にあっては、労働者、事業主双方の負担軽減の観点

から、当該申出事項を、育児休業申出の年月日、育児休業申出をする労働者の氏名

並びに育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日のみに限定しているものである

こと（則第７条第１項柱書き）。

(8) 則第７条第１項第１号の「育児休業申出の年月日」としては、事業主に実際に育

児休業申出をする日を申し出るべきものであること。また、郵送等により申出日

（事業主に育児休業申出が到達した日）が申し出られた申出日と異なる場合は、当

事者間で確認の上事業主が補正することは可能であること。

(9) 則第７条第１項第６号の「養子縁組の効力が生じた日」とは、縁組の届出が所轄

の行政官庁によって法令に違反していないかどうかを審査された後受理された日で

あること（民法第 800 条）。

（10）則第７条第１項第 12 号は、法第９条の２の規定により子の１歳到達日の翌日以

後の日に育児休業をする場合においては、当該育児休業に係る育児休業開始予定日

とされた日が、配偶者の育児休業に係る育児休業期間の初日以後であることが必要

であることから、これを申出事項としたものであること。

（11）則第７条第２項の「書面を提出する方法」とは、同条第１項に規定する所定の事

項を記載した書面を事業主に提出する方法をいうものであり、直接手交することの

ほか、郵送によることも可能であること。
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「電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法」とは、

電子メールによる方法や、ブラウザその他のソフトウェアを用いて事業主の使用に

係る通信端末機器に電気通信回線を通じて送信することをいうものであること。

「送信する情報を出力することによる書面を作成することができるもの」とは、

プリンターに接続して書面を作成することが可能である場合をいうものであること。

この場合、送信する情報のすべてが出力できることが必要であること。

（12）則第７条第３項の「ファクシミリ装置により受信した時」及び「通信端末機器に

より受信した時」とは、それぞれの機器が受信した時点をいうものであり、実際に

当該情報を確認した時点をいうものではないこと。

（13）則第７条第４項は、育児休業申出がなされたかどうか等の紛争が起こることを避

けるため、労働者からの育児休業申出に対し、事業主が育児休業申出を受けた旨等

を労働者に通知することとしたものであること。

「速やかに」とは、原則として労働者が育児休業申出をした時点からおおむね２

週間以内にとの意であるが、育児休業申出の日から育児休業開始予定日までの期間

が２週間に満たない場合にあっては、育児休業開始予定日までにとの意であること。

なお、法第６条第３項の指定をする場合には、則第 12 条の規定による期間までに

行わなければならないこと（第２の９参照）。

「育児休業申出を拒む場合」とは、法第６条第１項ただし書の規定に基づく場合

をいうものであり、経営困難、事業繁忙等の理由で拒むことができないことは言う

までもないこと（第２の７参照）。

（14）則第７条第５項の「書面を交付する方法」とは、同条第４項に規定する所定の事

項を記載した書面を労働者に交付する方法をいうものであり、直接手交することの

ほか、郵送によることも可能であること。

「電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるもの」と

は、プリンターに接続して書面を作成することが可能である場合をいうものであり、

これが可能であれば、電子メールのソフトウェアを搭載したパソコンに限らず、電

子メール機能を有する携帯電話等でも構わないものであること。ただし、チャット

のように受信直後に内容が消えてしまうようなものは適当ではなく、保存が可能な

ものであることが必要であること。また、事業主が送信した当該電子メールの記録

すべてが出力できることが必要であること。

（15）則第７条第６項の「ファクシミリ装置により受信したとき」及び「通信端末機器

により受信したとき」とは、則第７条第３項の場合と同様であること（第２の５

（12）参照）。

(16) 則第７条第７項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例は、

それぞれの証明すべき事実に応じ以下のとおりであること。
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イ 妊娠の事実 医師が交付する当該事実についての診断書

ロ 出生の事実 官公署が発行する出生届受理証明書

ハ 出産予定日の事実 医師が交付する当該事実についての診断書

ニ 養子縁組の事実 官公署が発行する養子縁組届受理証明書

ホ 則第７条第３号の事実

(ｲ) 特別養子縁組の監護期間にあること 事件が係属している家庭裁判所（家

庭裁判所の審判に対して即時抗告の申立があった場合には、抗告事件が係属し

ている高等裁判所）が発行する事件係属証明書

(ﾛ) 養子縁組里親に委託されていること 委託措置決定通知書

(ﾊ) 則第１条の事実 平成 28 年雇児総発 0802 第１号・雇児福発 0802 第１号・

雇児職発 0802 第１号に基づき児童相談所長が発行する証明書

ヘ 子の死亡の事実

(ｲ) 死産の場合 医師又は助産師が交付する死産証明書又は死胎検案書

(ﾛ) 死亡の場合 医師が交付する死亡証明書又は死体検案書

ト 配偶者の死亡の事実 ヘ(ﾛ)に同じ。

チ 子が養子である場合の離縁の事実 官公署が発行する養子離縁届受理証明書

リ 配偶者が子を養育することが困難な状態の事実 身体障害者福祉法第 15 条の

身体障害者手帳の写し等のほか、則第５条第５号、第６条第２号ロ及び第 19 条

第２号の場合には１月間を超えて、則第 10 条第３号の場合には１週間を超えて

入院又は安静を必要とする旨の医師の診断書

ヌ 配偶者が子と同居しなくなった事実 住民票記載事項の証明書又は出張命令書

の写し

ル その養育する子が保育所等において保育されない事実 市町村が発行する教育

・保育給付を受ける資格を有すると認められない旨の通知書又は保育所等の利用

ができない旨の通知書

ヲ 配偶者等が６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産する予

定であるか又は産後８週間を経過していない事実 医師が交付する当該事実につ

いての診断書、官公署が発行する出生届受理証明書

ワ 労働者の育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児

休業に係る育児休業期間の初日以後である事実 配偶者がした育児休業申出の書

面の写し又は配偶者の育児休業申出に対する事業主の通知の写し

また、上記の証明書等に代わってそれぞれの事実が証明できる他の書類を提出す

ることを妨げるものではなく、当該労働者の同僚等第三者の申立書の提出なども含

め様々な方法が可能であること。

さらに、証明方法については、育児休業申出をする労働者に過大な負担をかける
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ことのないようにすべきものであること。特に、戸籍謄（抄）本及び住民票の写し

は、画一的に提出又は提示を求めることのないようにし、それが必要となった時点

でその具体的必要性に応じ、本人に対しその使用目的を十分に説明の上提示を求め、

確認後速やかに労働者に返却すべきものであること。また、この場合において戸籍

謄（抄）本及び住民票の写しに替えて、可能な限り住民票記載事項の証明書による

べきものであること。

なお、事業主が育児休業申出をした労働者に対して証明書類の提出を求め、その

提出を当該労働者が拒んだ場合にも、育児休業申出自体の効力には影響がないもの

であること。

これらのことは、則第 13 条第３項に基づく変更申出の際の証明書類の提出につ

いても同様であること。

(17) 則第７条第８項の「速やかに」とは、出生届の届出期間が生後２週間以内とされ

ていることから、同程度の期間を想定しているものであること。

６ 期間を定めて雇用される者の育児休業申出に係る特例（法第５条第７項）

(1) 期間を定めて雇用される者の多くは、子が１歳（法第５条第３項の規定に基づき

１歳６か月までの育児休業をしているときは１歳６か月、同条第４項の規定に基づ

き２歳までの育児休業をしているときは２歳）に達する日まで休業をしようとする

場合、その途中で現在の労働契約の期間の末日が到来し、労働契約の更新をするこ

ととなるが、育児休業が事業主に申し出ることにより労働契約に基づく労務提供の

義務を消滅させるものであるという性質上、いまだ労働契約が締結されず、労務提

供の義務も発生していない期間について育児休業申出をすることはできないもので

あること。このため、更新後の労働契約の期間について引き続き育児休業をしよう

とするときは、労働契約が更新され、当該期間について労務提供義務が発生した後

に改めて育児休業申出をする必要があること。

しかしながら、法の規定は、育児休業申出ができる回数を原則１回に限定してい

る等、育児休業開始前の１回の申出により子が１歳に達する日まで連続して育児休

業が可能な労働者を基本としているため、期間を定めて雇用される者に係る労働契

約の更新に伴う申出については、法の規定をそのまま適用すると、更新後の労働契

約の期間について育児休業申出をすることができなくなることから、次に掲げる規

定の適用を除外することとしたものであること。

イ 法第５条第１項ただし書（１歳までの育児休業の申出をすることができる期間

を定めて雇用される者の範囲）

ロ 法第５条第２項（育児休業申出の回数）

ハ 法第５条第３項ただし書（１歳６か月までの育児休業の申出をすることができ
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る期間を定めて雇用される者の範囲）

ニ 法第５条第５項（２歳までの育児休業の申出をすることができる期間を定めて

雇用される者の範囲）

ホ 法第５条第６項後段（１歳６か月まで及び２歳までの育児休業の申出における

育児休業開始予定日の限定）

したがって、期間を定めて雇用される者に係る労働契約の更新に伴う申出につい

ては、法第５条第１項各号の要件や育児休業申出の回数に関わりなく行うことが可

能であり、１歳６か月までの育児休業申出の場合であっても育児休業開始予定日が

当該申出に係る子の１歳到達日の翌日に限定されず、２歳までの育児休業申出の場

合であっても育児休業開始予定日が当該申出に係る子の１歳６か月到達日の翌日に

限定されないため、更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする申

出が可能となるものであること。

(2) 「その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日・・・とする育児休

業をしているもの」とは、現在育児休業中であり、当該育児休業の終了予定日が現

在の労働契約の期間の末日と一致している労働者をいうものであること。

(3) 「当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開

始予定日とする育児休業申出をする場合」とは、更新後の労働契約の期間の初日と

更新後の労働契約期間に係る育児休業開始予定日とが一致していることをいうもの

であること。

更新後の労働契約の期間の初日において育児休業をしない場合には、更新の前後

の育児休業が連続しているものとは認められず、法第５条第７項の特例の対象とな

らないこと。一方、更新前の労働契約の期間の末日と更新後の労働契約との期間の

初日とが連続していない場合であっても、前後の労働契約が実質的に連続している

ものと認められる場合には第５条第７項の特例の対象となること。

７ 育児休業申出があった場合における事業主の義務（法第６条第１項）

(1) 本文は、法に規定する要件を満たす労働者が事業主に申し出ることにより、申し

出た期間育児休業をすることができるという原則により、事業主がこれらの労働者

の育児休業申出を拒むことができないことを明らかにしたものであること。

また、ただし書は、その例外として、労使の書面による協定により一定の範囲の

労働者（①雇入れ後１年未満の労働者、②その他育児休業をすることができないこ

ととすることについて合理的な理由があると認められる労働者）を育児休業をする

ことができない者として定めることができるものとしたものであること。

厚生労働省令では、育児休業をすることができないこととすることについて合理

的な理由があると認められる労働者の範囲（則第８条）を規定したものであること。
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厚生労働省令では更に、法第６条第１項ただし書の書面による協定においては、

事業主が同項の規定に基づき労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業を

している労働者が育児休業をすることができないものとして定められた者に該当し

たことにより育児休業を終了させる場合の手続等の事項を定めることができ、この

ような定めをするためには当該協定に規定しなければならないことを明らかにした

ものであること（則第９条）。

(2) 事業主は、経営困難、事業繁忙その他どのような理由があっても適法な労働者の

育児休業申出を拒むことはできず、また、法第６条第３項及び第７条第２項で認め

られる場合を除き、育児休業の時期を変更することはできないものであること。

(3) 「事業所の労働者」には、日々雇用される者及び法第５条第１項各号（同条第５

項において準用する場合を含む。）の要件を満たさない期間を定めて雇用される者

並びに法第６条第１項ただし書各号に掲げる者も含むものであること。

(4) 「過半数を代表する」か否かの判断時点は、協定締結時点を原則とするものであ

ること。

(5) 「代表する者」は、当該事業所の労働者により適切な方法で選出されることが必

要であり、具体的にはその選出方法について次の２つの要件を満たすものでなけれ

ばならないものであること。

イ その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの可否について判

断する機会が、当該事業所の労働者に与えられていること、すなわち、事業主の

指名などその意向に沿って選出するようなものではないこと。

ロ 当該事業所の過半数の労働者がその者を支持していると認められる民主的な手

続がとられていること、すなわち、労働者の投票、挙手等の方法により選出され

ること。

また、労働基準法第 41 条第２号の監督又は管理の地位にある者を選出すること

は適当ではないものであること。

(6) 「書面による協定」には、育児休業をすることができないこととする労働者の範

囲のほか、必要に応じ次のような事項を記載すべきものであること。

イ 育児休業をすることができないこととされた労働者であるか否かを判断するた

め労働者に提出を求める証明書類等

ロ 育児休業をすることができないこととされた労働者の育児休業の申出を拒む場

合の方法

ハ 育児休業中に育児休業をすることができないこととされた労働者に該当した場

合に育児休業を終了させることとするときは、その旨及びその方法

ニ ハの場合において、育児休業をすることができないこととされた労働者に該当

したことにより育児休業が終了した労働者が、再び該当しなくなったときの再度
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申出の可否及びその方法

(7) 「協定」の締結は、事業所単位で行われるものであること。

ただし、複数の事業所を擁する企業において、各事業所の長ではなく、社長自ら

が協定を締結し、あるいは、各事業所ごとにみてその事業所の労働者の過半数で組

織されている労働組合につき、支部の長ではなく本部の長が協定を締結することも

可能であること。

協定においては有効期間の定めをすべきものであり、かつ、当該有効期間が過度

に長いものとなることは適当でないこと。

なお、労使協定を労働協約として締結する場合には、３年を超える期間の定めは

できないものであること（労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）第 15 条第１項及

び第２項）。

(8) 第１号の「当該事業主に引き続き雇用された期間」とは、事業所間異動があった

場合にもそれぞれにおける雇用期間を通算して算定するものであること。また、労

働組合の専従者となっている期間、長期療養等のため休職とされている期間等労務

の提供が行われていない期間も、労働契約関係が継続する限り「雇用された期間」

に含むものであること。

(9) 第１号の「一年に満たない」か否かの判断時点は、育児休業申出の時点であるこ

と。

(10) 第２号に該当するか否かの判断時点は申出時点であり、育児休業開始予定日にお

いて申出時点と状況が異なることが明らかなときは、育児休業開始予定日における

状況に基づき、申出時点で判断すべきものであること。

(11) 則第８条第１号の「雇用関係が終了することが明らかな労働者」とは、定年に達

することにより必ず退職することとなっている労働者、あらかじめ事業主に対し退

職の申出をしている労働者等の意であること。

なお、期間を定めて雇用される者がこれに該当する場合には、そもそも法第５条

第１項第２号（同条第５項において準用する場合も含む。）の要件を満たさないも

のであり、本号に基づいて申出を拒む余地はないものであること。

(12）則第８条第２号の「一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大

臣が定める日数以下の労働者」とは、平成 23 年厚生労働省告示第 58 号により、１

週間の所定労働日数が２日以下である者であること。この場合、１週間の所定労働

日数が２日以下であるか否かは、原則として休業申出の時点までの１月間の状況等

を踏まえて判断するものであること。

８ 育児休業申出を拒まれた労働者の育児休業（法第６条第２項）

(1) 事業主が、法第６条第１項ただし書の規定により、労使協定で育児休業をするこ
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とができないものとして定められた労働者からの育児休業申出を拒んだ場合は、当

該労働者は育児休業をすることができないこととしたものであること。

(2) 育児休業申出を拒まれた労働者であっても、その後労使協定で育児休業をするこ

とができない者として定められた労働者に該当しなくなれば、申し出て育児休業を

することができるものであること。

９ 事業主による育児休業開始予定日の指定（法第６条第３項）

(1) 育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業が開始する原則の例外とし

て、育児休業開始予定日とされた日が育児休業申出があった日の翌日から起算して

１月（１歳６か月まで又は２歳までの育児休業の申出にあっては２週間）を経過す

る日（以下「１月等経過日」という。）前の日である場合には、厚生労働省令で定

めた方法（則第 12 条で、原則として育児休業申出があった日の翌日から起算して

３日を経過する日、その日が育児休業申出に係る育児休業開始予定日よりも後であ

る場合には当該育児休業開始予定日までに行うものと規定した。）で、１月等経過

日までの間で育児休業開始予定日とする日を指定することができることとしたもの

であること。

この場合において、育児休業をすることが早急に必要となる事由を厚生労働省令

で定め（則第 10 条で、子が出産予定日前に出生したことのほか配偶者の死亡等を

規定した。）、当該事由がある場合における事業主が育児休業開始予定日として指

定できる日は厚生労働省令で定める日（則第 11 条で、育児休業申出があった日の

翌日から起算して１週間を経過する日と規定した。）までとすることとしたもので

あること。

(2) 法第５条第１項の１歳までの育児休業の申出について、労働者が育児休業申出に

係る育児休業開始予定日から育児休業を開始するためには、育児休業開始予定日の

１月前の日（則第 10 条各号に規定する事由が生じた場合にあっては、１週間前の

日）までに事業主に申し出なければならないものであること。

また、労働者が育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業を開始する

ためには、法第５条第３項の１歳６か月までの育児休業の申出については、育児休

業開始予定日すなわち子の１歳の誕生日の２週間前の日（則第 10 条各号に規定す

る事由が生じた場合にあっては、１週間前の日）、同条第４項の２歳までの育児休

業の申出については育児休業開始予定日すなわち子が１歳６か月に達する日の翌日

の２週間前の日（則第 10 条各号に規定する事由が生じた場合にあっては、１週間

前の日）までに事業主に申し出なければならないものであること。

ただし、各事業所において、育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休

業を開始するためにこれより短い期間の申出を認める制度を設けることは可能であ
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ること。

(3) 「当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月を経過する日」とは、育

児休業申出の日の属する月の翌月の応当日をいい、当該翌月に応当日がない場合は

その月の末日をいうものであること（民法第 143 条第２項）。例えば、育児休業申

出が４月１日にあった場合には、５月１日がその日に当たり、育児休業申出が３月

31 日にあった場合には、４月 30 日がその日に当たるものであること。また、「当

該育児休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日」とは、育児休

業申出の日の 14 日後の日の意であり、例えば、育児休業申出が４月１日にあった

場合には、４月 15 日がその日に当たるものであること。

(4) 「前の日」とは、直前の日のみでなく、直前の日以前のいずれかの日の意である

こと。また、法第７条第１項の「前の日」も同様の意であること。

(5) 事業主が育児休業開始予定日とする日の指定をすることができる制度は、労働者

の申出のみで労務提供義務が消滅する原則の例外であり、事業主がこのような指定

をすることができる場合には、事業主が指定をした日から当該労働者の労務提供義

務が消滅し、当該指定した日から育児休業をすることができるものであること。ま

た、則第 12 条で定められた期間内に事業主の指定が行われなかった場合には、労

働者は育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業をすることができるも

のであること。

(6) 各事業所において、則第 10 条各号に掲げられた事由以外の事由が生じた場合に

も、事業主が育児休業開始予定日として指定できる日を育児休業申出があった日の

翌日から起算して１週間を経過する日までとすることを認める制度を設けることは

可能であること。

(7) 則第 10 条第３号の「負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育すること

が困難になったこと」とは、育児休業申出の時点から１週間を超える期間継続して、

単に通院、加療のみならず入院又は安静を必要とする程度の状態の意であること。

(8) 則第 10 条第４号の「子と同居しなくなった」の同居しない期間は、永続的なも

のを想定しているが、転勤等の事情による場合も育児休業申出の時点から１週間を

超えて同居しない状態が続くときは、含むものであること。

(9) 則第 10 条第５号の「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」の解釈及び

「２週間以上」の考え方は、介護休業の場合と同様であること（第１の２の（３）

のイ及びロ参照）。

（10）則第 10 条第６号の「保育所等」及び「保育の利用を希望し、申込みを行ってい

るが、当面その実施が行われないとき」の解釈は、育児休業の再度の申出の場合と

同様であること（第２の２の（７）参照）。

(11) 則第 11 条の「育児休業申出があった日の翌日から起算して１週間を経過する
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日」とは、育児休業申出の日の７日後の日の意であり、例えば、育児休業申出が４

月１日にあった場合には、４月８日がその日に当たるものであること。

(12) 則第 12 条第１項の「育児休業開始予定日とされた日までに」については、育児

休業開始予定日当日の育児休業申出があり得ることを前提とした規定であり、この

ような場合以外は育児休業開始予定日当日に指定をすることは適当でなく、可能な

限りなるべく育児休業開始予定日の前日までに指定すべきものであること。また、

育児休業開始予定日当日に行う場合は、始業時刻前に行うことが望ましいものであ

ること。

(13) 則第 12 条第１項の「育児休業申出があった日の翌日から起算して３日を経過す

る日」とは、例えば、育児休業申出があった日が４月１日であった場合には、４月

４日がその日に当たるものであること。ただし、３日を経過する日までに事業主が

育児休業開始予定日として指定すべき場合において、当該３日を経過する日が所定

休日その他の労働日でない日に当たる場合には、その直後の労働日までに行えば足

りるものであること。

(14) 則第 12 条第２項は、同条第１項に定める通知の方法等については、育児休業申

出に対する事業主の通知と同様であることを規定したものであること。

(15) 法第６条第３項に関する具体的適用例を、法第５条第１項の１歳までの育児休業

の申出をした場合を例にして示すと、次のとおりであること。

イ 育児休業開始予定日を４月 20 日とする育児休業申出を４月１日に行った。

この育児休業開始予定日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して１月

を経過する日である５月１日よりも前の日であることから、法第６条第３項に該

当する。

したがって、育児休業申出を受けた事業主は、育児休業申出に係る育児休業開

始予定日（４月 20 日）から、育児休業申出があった日（４月１日）の翌日から

起算して１月を経過する日（５月１日）までの間のいずれかの日を、育児休業開

始予定日として指定することができる。この指定は、４月１日に育児休業申出が

あった場合、育児休業申出があった日の翌日から起算して３日を経過する日（４

月４日）までに行わなければならない。

例えば、４月 25 日を育児休業開始予定日として事業主が指定した場合、育児

休業申出をした労働者はその日から育児休業をすることができる。



31

４/１ ４/20 ５/１

ロ 則第 10 条各号に規定する事由が発生して、育児休業開始予定日を４月２日と

する育児休業申出を４月１日に行った。

この育児休業開始予定日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して１週

間を経過する日である４月８日よりも前の日であることから、法第６条第３項に

該当する。

したがって、育児休業申出を受けた事業主は、育児休業申出に係る育児休業開

始予定日（４月２日）から、育児休業申出があった日（４月１日）の翌日から起

算して１週間を経過する日（４月８日）までの間のいずれかの日を、育児休業開

始予定日として指定することができる。この指定は、育児休業申出において育児

休業開始予定日とされた日（４月２日）までに行わなければならないが、可能な

限り、４月１日に行うべきものである。

例えば、４月８日を育児休業開始予定日として事業主が指定した場合、育児休

業申出をした労働者はその日から育児休業をすることができる。

４/１ ４/２ ４/８

育
児
休
業
申
出

が
あ
っ
た
日

育
児
休
業
申
出
に

係
る
育
児
休
業

開
始
予
定
日

育
児
休
業
申
出
が
あ
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
月

を
経
過
す
る
日

４／２０～５／１

事
業
主
が
育
児
休
業
開

始
予
定
日
と
し
て
指
定

で
き
る
期
間

育
児
休
業
申
出
が
あ

っ
た
日

育
児
休
業
申
出
に
係
る

育
児
休
業
開
始
予
定
日

育
児
休
業
申
出
が
あ
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
１
週
間
を
経
過
す

る
日

４／２～４／８

事
業
主
が
育
児
休
業

開
始
予
定
日
と
し
て

指
定
で
き
る
期
間



32

10 期間を定めて雇用される者の育児休業申出に係る特例（法第６条第４項）

(1) ６(1)と同様の趣旨から、更新後の労働契約の期間について引き続き育児休業を

しようとする場合には、次に掲げる規定の適用を除外することとしたものであるこ

と。

イ 法第６条第１項ただし書（労使協定により育児休業申出を拒むことができる労

働者の範囲）

ロ 法第６条第３項（事業主による育児休業開始予定日の変更）

(2) 特例の対象となる育児休業申出の範囲は、６と同一であること（６(2)(3)参照）。

11 育児休業開始予定日の変更の申出（法第７条第１項）

(1) 法第５条第１項の１歳までの育児休業の申出をした後に則第 10 条各号に規定す

る事由が発生した場合、労働者は１回に限り育児休業開始予定日を繰り上げる旨の

変更の申出をすることができることとし、その方法として、則第 13 条において、

所定の事項を事業主に申し出ることによって行わなければならないこと、申出方法

及び申出があった場合の事業主の通知については育児休業の場合に準ずること並び

に事業主は変更に係る事実を証明することができる書類の提出を労働者に求めるこ

とができることを規定したものであること。

なお、法第５条第３項の１歳６か月までの育児休業及び同条第４項の２歳までの

育児休業の申出については、労働者の申出による開始予定日の変更は規定されてい

ないこと。

(2) 労働者の申出のみによる育児休業開始予定日の繰下げ変更については、規定して

いないものであること。

したがって、育児休業開始予定日に育児休業申出に係る子がいない場合であって

も、育児休業開始予定日から育児休業が開始するものであること。

ただし、各事業所において、労働者の希望により育児休業開始予定日を繰下げ変

更することを認める制度を設けることは可能であること。

(3) 各事業所において、則第 10 条各号に規定する事由以外の事由で育児休業開始予

定日を繰上げ変更することを認める制度を設けることは可能であること。

(4) 則第 13 条第１項第４号の「変更申出をすることとなった事由に係る事実」とは、

子の出生の年月日、配偶者の死亡の年月日等を含むものであること。

(5) 則第 13 条第２項の「証明することができる書類の提出」に関しては、５(16)を

参照のこと。
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12 変更の申出に係る育児休業開始予定日の指定（法第７条第２項）

(1) 法第７条第１項に基づく育児休業開始予定日の変更を行う場合において、変更後

の育児休業開始予定日とする日が変更の申出の翌日から起算して１月を超えない範

囲内で厚生労働省令で定める期間（則第 14 条で、１週間と規定した。）を経過す

る日前の日である場合には、厚生労働省令で定めた方法（則第 15 条で、原則とし

て変更の申出があった日の翌日から起算して３日を経過する日、その日が変更後の

育児休業開始予定日よりも後である場合には当該変更後の育児休業開始予定日まで

に書面で行うものと規定した。）で育児休業開始予定日とする日を指定することが

できることとしたものであること。

この場合において、事業主が育児休業開始予定日として指定できる日は、変更後

の育児休業開始予定日とする日から、変更の申出があった日の翌日から起算して１

週間を経過する日までとすることとしたものであること。

(2) 法第５条第３項の１歳６か月までの育児休業の申出及び同条第４項の２歳までの

育児休業の申出については、労働者の申出による開始予定日の変更は規定されてい

ないことから、本項の適用の余地はないものであること。

(3) 「当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日」とは、育児休業開始予定日を変

更する申出において、その変更が行われた後の育児休業開始予定日として事業主に

明らかにされた日の意であること。また、「当該期間経過日」とは、則第 14 条の

規定により当該申出があった日の翌日から起算して１週間を経過する日の意である

こと。

(4) 法第７条第２項の「その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされ

ていた日（前条第３項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事

業主の指定した日）以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児

休業開始予定日とされていた日」とは、変更の申出があった日の翌日から起算して

１週間を経過する日が変更の申出前の育児休業開始予定日とされていた日以後の日

である場合には、変更の申出前に育児休業開始予定日とされていた日を事業主が指

定できる日の最終日とする意であり、また、この変更の申出前に育児休業開始予定

日とされていた日が、法第６条第３項の規定により、すでに事業主による指定によ

り育児休業申出当初の育児休業開始予定日と異なる日となっているときは、その日

を事業主の指定できる日の最終日とする意であること。

(5) 法第７条第２項に関する具体的適用例は、次のとおりであること。

イ 育児休業開始予定日を５月１日とする育児休業申出を４月１日に行った。

育児休業申出の後育児休業が開始する前に則第 10 条各号に規定する事由が生

じたため、育児休業申出をした労働者は育児休業開始予定日とする日を４月 10

日とする変更の申出を４月９日に行った。
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この変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日は、変更の申出があった日

の翌日から起算して１週間を経過する日である４月 16 日よりも前の日であるこ

とから、法第７条第２項に該当する。

したがって、変更の申出を受けた事業主は、変更の申出に係る変更後の育児休

業開始予定日（４月 10 日）から、変更の申出があった日の翌日から起算して１

週間を経過する日（４月 16 日）までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日

として指定することができる。

この指定は、変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日（４月

10 日）までに行わなければならないが、可能な限り、４月９日に行うべきもの

であること。

例えば、４月 15 日を育児休業開始予定日として事業主が指定した場合、変更

の申出をした労働者はその日から育児休業をすることができる。

４/１ ４/９ ４/10 ４/16 ５/１

ロ 育児休業開始予定日を５月１日とする育児休業申出を４月１日に行った。

育児休業申出の後育児休業が開始する前に則第 10 条各号に規定する事由が生

じたため、育児休業申出をした労働者は育児休業開始予定日とする日を４月 29

日とする変更の届出を４月 28 日に行った。

この変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日は、変更の申出があった日

の翌日から起算して１週間を経過する日である５月５日よりも前の日であること

から、法第７条第２項に該当する。

したがって、変更の申出を受けた事業主は、変更の申出に係る変更後の育児休

業開始予定日（４月 29 日）から、変更の申出があった日の翌日から起算して１

週間を経過する日（５月５日）までの間のいずれかの日を指定することになるは

４／１０～４／１６育
児
休
業
申
出
が
あ
っ
た
日

変
更
の
申
出
が
あ
っ
た
日

変
更
の
申
出
に
係
る
育
児
休
業

開
始
予
定
日

変
更
の
申
出
が
あ
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
１
週
間
を
経

過
す
る
日

当
初
の
育
児
休
業
申
出
に
係
る

育
児
休
業
開
始
予
定
日

事
業
主
が
育
児
休
業
開

始
予
定
日
と
し
て
指
定

で
き
る
期
間



35

ずであるが、当初の育児休業開始予定日（５月１日）より後の日は指定できず、

結局変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日（４月 29 日）から、当初の

育児休業開始予定日（５月１日）までの間のいずれかの日を指定することができ

る。

この指定は、変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日（４月

29 日）までに行わなければならないが、可能な限り４月 28 日に行うべきもので

あること。

例えば、４月 30 日を育児休業開始予定日として事業主が指定した場合、変更

の申出をした労働者はその日から育児休業をすることができる。

４/１ ４/28 ４/29 ５/１ ５/５

ハ 育児休業開始予定日を４月 20 日とする育児休業申出を４月１日に行った。

この育児休業開始予定日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して１月

を経過する日である５月１日よりも前の日であることから、法第６条第３項に該

当する。

したがって、育児休業申出を受けた事業主は、育児休業申出に係る育児休業開

始予定日（４月 20 日）から、育児休業申出があった日（４月１日）の翌日から

起算して１月を経過する日（５月１日）までの間のいずれかの日を、育児休業開

始予定日として指定することができ、事業主は５月１日を指定した。

その後、育児休業が開始する前に則第 10 条各号に規定する事由が生じたため、

育児休業申出をした労働者は変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日とす
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る日を４月 29 日とする変更の申出を４月 28 日に行った。

この変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日は、変更の申出があった日

の翌日から起算して１週間を経過する日である５月５日よりも前の日であること

から、法第７条第２項に該当する。

したがって、変更の申出を受けた事業主は、当該変更の申出に係る変更後の育

児休業開始予定日（４月 29 日）から、変更の申出の翌日から起算して１週間を

経過する日（５月５日）までの間のいずれかの日を、育児休業開始予定日として

指定することになるはずであるが、ロと同様の理由で、変更の申出に係る変更後

の育児休業開始予定日（４月 29 日）から当初事業主が指定した日（５月１日）

までの間のいずれかの日を指定することができる。

この指定は、変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日（４月

29 日）までに行わなければならないが、可能な限り４月 28 日に行うべきもので

あること。

例えば、４月 30 日を指定した場合、変更の申出をした労働者はその日から育

児休業をすることができる。

４/１ ４/20 ４/28 ４/29 ５/１ ５/５

13 育児休業終了予定日の変更の申出（法第７条第３項）

(1) 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日（則第 16 条で、当初の

育児休業終了予定日の１月前（１歳６か月までの育児休業及び２歳までの育児休業

については、２週間前）の日と規定した。）までに申し出ることにより、１回に限

り事由を問わず育児休業終了予定日を繰り下げる旨の変更の申出をすることができ

ることとし、その方法として、則第 17 条において、所定の事項を事業主に申し出

ることによって行わなければならないこと並びに申出方法及び申出があった場合の
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事業主の通知については育児休業の場合に準ずることを規定したものであること。

(2) 法第５条第１項の申出と法第５条第３項及び同条第４項の申出は法律上異なるも

のであることから、育児休業終了予定日の変更の申出は、法第５条第１項の申出、

法第５条第３項の申出及び同条第４項の申出のそれぞれにおいて 1 回ずつ認められ

るべきものであること。

(3) 育児休業終了予定日とされた日の１月前（１歳６か月までの育児休業及び２歳ま

での育児休業については、２週間前）の日よりも後に行われる育児休業終了予定日

の変更の申出は、本法上事業主がこれに応ずる義務はないものであるが、各事業所

において、当該申出を認める制度を設けることは可能であること。

(4) 「後の日」とは、直後の日のみではなく、直後の日以後のいずれかの日の意であ

ること。ただし、子が１歳に達する日（１歳６か月までの育児休業については子が

１歳６か月に達する日、２歳までの育児休業については子が２歳に達する日）を限

度とするものであること。

(5) 労働者の申出のみによる育児休業終了予定日の繰上げ変更については、規定して

いないものであること。

ただし、各事業所において、労働者の希望により育児休業終了予定日を繰上げ変

更することを認める制度を設けることは可能であること。

14 育児休業申出の撤回（法第８条第１項）

(1) 育児休業申出をした労働者は、育児休業開始予定日の前日までは、事由を問わず

その育児休業申出を撤回することができることとし、その方法として、則第 18 条

において、所定の事項を事業主に申し出ることによって行わなければならないこと

並びに申出方法及び申出があった場合の事業主の通知については育児休業の場合に

準ずることを規定したものであること。

(2) 法第５条第１項の申出と法第５条第３項及び同条第４項の申出は法律上異なる

ものであることから、育児休業申出の撤回は、法第５条第１項の申出、法第５条第

３項の申出及び同条第４項の申出のそれぞれにおいて認められるべきものであるこ

と。

15 撤回後の再度の育児休業申出（法第８条第２項）

(1) 育児休業開始予定日の前日まではその育児休業申出を撤回することができること

としていることから、事業主の雇用管理への影響等をも考え、いったん撤回した育

児休業申出に係る子については、子の養育環境に大きな変化が生じ本人自ら育児休

業をせざるを得ないと認められる厚生労働省令で定める特別の事情（則第 19 条で、

配偶者の死亡等の事情を規定した。）がない限り、再度の育児休業申出ができない
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こととしたものであること。

(2) 法第５条第１項の申出と法第５条第３項及び同条第４項の申出は法律上異なるも

のであることから、法第５条第１項の１歳までの育児休業の申出を撤回した場合で

あって再度の申出ができる特別の事情に該当しない場合であっても、法第５条第３

項又は同条第４項に規定する要件を満たす場合には、法第５条第３項の１歳６か月

までの育児休業の申出又は同条第４項の２歳までの育児休業の申出は可能であるこ

と。また、同様に、法第５条第３項の１歳６か月までの育児休業の申出を撤回した

場合であって再度の申出ができる特別の事情に該当しない場合であっても、法第５

条第４項の２歳までの育児休業の申出は可能であること。

(3) 則第 19 条第２号の「子を養育することが困難な状態」、同条第３号の「子と同

居しないこととなった」、同条第４号の「負傷、疾病又は身体上若しくは精神条の

障害」及び「二週間」並びに同条第５号の「保育所等」及び「保育の利用を希望し、

申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」の解釈は、１歳までの再

度の育児休業の申出ができる場合と同様であること（２(6)(7)(12)(13)参照）。

16 育児休業申出がされなかったものとみなす事由（法第８条第３項）

(1) 育児休業申出後、厚生労働省令で定める事由（則第 20 条で、子の死亡、子が養

子である場合の離縁又は養子縁組の取消、民法第 817 条の２第１項の規定による請

求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合

を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 27 条第１項第３号の規定

による措置が解除されたこと等を規定した。）が生じたときは、育児休業申出がさ

れなかったものとみなされることとし、労働者にこのような事由が生じた場合の通

知義務を課したものであること。

(2) 則第 20 条各号に規定する事由が生じたときは、育児休業申出を撤回しなくとも

育児休業申出はされなかったものとみなされ、その法的効果は消滅するものである

こと。

(3) 「遅滞なく」とは、なるべく則第 20 条各号に規定する事由が生じた当日に、当

該事由が生じた旨を通知することが求められるものであるが、同条第４号について

は、同号に該当する状態であることが確定した時点で通知すべきものであること。

(4) 「通知」は、事実の告知であり、それ自体に法律上の効果はなく、事業主は、則

第 20 条各号に規定する事由が生じたときは、通知がなくとも育児休業申出がされ

なかったものとみなして取り扱うものであること。

(5) 則第 20 条第２号で定める事由が生じた旨を労働者が通知する場合は、離縁又は

養子縁組の取消を官公署に受理された日に当該事由を事業主に通知すれば足りるも

のであるが、可能な限りそれ以前にその状況を事業主に知らせることが望ましいも
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のであること。

(6) 則第 20 条第３号の「同居しないこととなったこと」とは、永続的なものを想定

しているが、転勤等の事情による場合も、子が１歳（１歳６か月までの育児休業の

申出に係る子にあっては１歳６か月、２歳までの育児休業の申出に係る子にあって

は２歳）に達するまでの間同居しない状態が続くときは、含むものであること。

(7) 則第 20 条第４号の「民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事

審判事件が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又

は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置

が解除されたとき。」とは、裁判所が特別養子縁組の成立を認めない旨の決定をし

た場合又は労働者自ら請求を取り下げた場合若しくは当該労働者との間に養子縁組

が成立することなく委託措置が解除された場合をいうものであること。これらの事

由が生じた旨を労働者が通知する場合は、裁判所の決定を受けた日又は請求を取り

下げた日若しくは委託措置が解除された日に当該事由を事業主に通知すれば足りる

ものであるが、可能な限りそれ以前にその状況を事業主に知らせることが望ましい

ものであること。

（８） 則第 20 条第５号の「当該育児休業申出に係る子が一歳（法第五条第三項の申

出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳）に

達するまでの間、当該子を養育することができない状態」とは、身体障害者福祉法

第４条の身体障害者であること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神

障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態のほか、育児休業申出に

係る子が１歳（１歳６か月までの育児休業の申出に係る子にあっては１歳６か月、

２歳までの育児休業の申出に係る子にあっては２歳）に達するまでの間通院、加療

のみならず入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態をいうものであり、こ

のような状態であることが確定しない間は、当該育児休業申出はされなかったもの

とみなされないものであること。

（９） 則第 20 条第６号は、法第９条の２第１項の規定の適用を前提に子の１歳到達

日の翌日以後の日を含む育児休業の申出をした場合において、当該育児休業申出に

係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに、当該労働者の配偶者が育児休業

をしなかったことにより、同項の規定が適用されないこととなった場合（ただし、

当該育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者がしている育児休業に係る育児休

業期間の初日と同じ日である場合は、同項の規定の対象となりうることから、この

場合を除く。）を定めるものであること。

「子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合」とは、育児休業期間の

一部に子の一歳到達日の翌日以後の日が含まれる場合をいうものであること。した

がって、子の一歳到達日までの育児休業については、則第 20 条第６号の対象とな
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らないものであること。

「当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者がしている育児休

業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合」とは、法第９条の２第１項の規

定が適用されうることから、これを除くものであること。この場合において、「配

偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日」とは、配偶者が実際にした育

児休業の初日をいうものであること。

17 育児休業期間の考え方（法第９条第１項）

(1) 法第５条から第７条までの規定に基づき育児休業申出等がなされた場合の当該育

児休業申出をした労働者の育児休業期間については、

① 当該労働者の育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業終了予定日

までとすることを基本とすること

② 事業主による育児休業開始予定日とする日の指定や労働者による育児休業開始

予定日又は育児休業終了予定日の変更の申出があった場合は、その指定や変更の

申出の結果育児休業開始予定日又は育児休業終了予定日となった日によって最終

的に決定されること

を明らかにしたものであること。

(2) 「育児休業開始予定日とされた日」とは、法第６条第３項又は法第７条第２項の

規定による事業主による育児休業開始予定日とする日の指定があった場合にあって

は当該事業主の指定した日、同条第１項の規定により育児休業開始予定日が変更さ

れた場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日の意であること。

18 育児休業期間の終了（法第９条第２項）

(1) 育児休業期間中にその育児休業申出に係る子が死亡するなど厚生労働省令で規定

する事由（則第 21 条で、則第 20 条を準用する旨を規定した。）が生じた場合、子

が１歳（１歳６か月までの育児休業をしている場合にあっては１歳６か月、２歳ま

での育児休業をしている場合にあっては２歳）に達した場合又は育児休業申出をし

た労働者本人について産前産後休業、介護休業若しくは新たな育児休業が始まった

場合には、育児休業は終了することとしたものであること。

(2) 育児休業期間の終了に関し、以下の点に留意すること。

イ 育児休業をしている労働者に関し、一時的に子の養育をする必要がなくなる場

合が生じ得るが、その場合を当然終了事由とすることは、労働者にとって酷とな

るだけでなく、事業主にとっても要員管理が不安定なものとなるため、当然終了

事由とはしていないところであること。

しかしながら、話合いにより、当該育児休業期間中の労働者が、当該子の養育
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をする必要がない期間について、一時的・臨時的にその事業主の下で就労するこ

とは妨げないものであること。その場合、当該労使で育児休業を終了させる特段

の合意のない限り、育児休業が終了するものではなく、子が１歳（１歳６か月ま

での育児休業をしている場合にあっては１歳６か月、２歳までの育児休業をして

いる場合にあっては２歳）に満たない期間中は、中断していた育児休業を再開す

ることができるものであること。

ロ 育児休業期間中他の事業主の下で就労することについては、本法上育児休業の

終了事由として規定してはいないが、育児休業とは子を養育するためにする休業

であるとしている本法の趣旨にそぐわないものであると同時に、一般的に信義則

に反するものと考えられ、事業主の許可を得ずに育児休業期間中他の事業主の下

で就労したことを理由として事業主が労働者を問責することは、許され得るもの

と解されること。

ハ 育児休業申出による当該育児休業申出をした労働者の労務提供義務の消滅は、

産前休業が可能である期間についてはその請求を解除条件とするものであり、育

児休業期間中であっても産前休業の請求はできるものであること。

(3) 「新たな育児休業期間」とは、育児休業申出に係る子とは異なる子について開始

する育児休業期間の意であること。

19 育児休業期間の終了に関する労働者の通知義務（法第９条第３項）

(1) 法第８条第３項後段と同様、当該労働者に法第９条第２項第１号に規定する事由

が生じた場合の事業主に対する通知義務を課したものであること。

(2) 「通知」は、事実の告知であり、それ自体に法律上の効果はなく、事業主は則第

20 条各号に規定する事由が生じたときは、通知がなくとも育児休業が終了したも

のとして取り扱うものであること。

20 両親ともに育児休業をする場合の特例（パパ・ママ育休プラス）（法第９条の２第

１項）

(1) 男性の育児休業の取得促進を図る観点から、男女ともに育児休業をした場合の育

児休業の特例を設けるものであること。なお、夫が育児休業をしている場合に妻が

する育児休業についても、法令に定める要件を満たす場合は当然対象となること。

(2) 法第９条の２第１項の規定（以下「特例規定」という。）による読み替えは、同

項に定める要件を満たした場合に適用される（ただし、同条第２項に該当する場合

を除く。）ものであるが、特例規定の適用を前提とした育児休業申出も可能である

こと。

(3) 特例規定による法第５条第１項の読み替えは、特例規定による育児休業の申出の
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対象となる子の年齢についての特例（『１歳に満たない子』を『１歳２か月に満た

ない子』とする。）を定めるものであること。また、パパ休暇又は法第５条第２項

に定める特別の事情による再度の育児休業についても特例の対象となりうるもので

あること。

(4) 特例規定による法第５条第３項柱書きの読み替えは、配偶者の育児休業終了予定

日とされた日が特例規定により１歳到達日後である場合における期間雇用者の１歳

６か月までの育児休業についての特例（『一歳到達日において育児休業をしている

もの』を『育児休業終了予定日において育児休業をしているもの』とする。）を定

めるものであること。

(5) 特例規定による法第５条第３項第１号の読み替えは、労働者の育児休業終了予定

日とされた日が特例規定により１歳到達日後である場合又は配偶者の育児休業終了

予定日とされた日が特例規定により１歳到達日後である場合における１歳６か月ま

での育児休業についての特例（『労働者又は配偶者が子の一歳到達日において育児

休業をしている場合』を『労働者が育児休業終了予定日において育児休業をしてい

る場合又は配偶者が育児休業終了予定日において育児休業をしている場合』とす

る。）を定めるものであること。

(6) 特例規定による法第５条第６項の読み替えは、労働者又は配偶者の育児休業終了

予定日とされた日が特例規定により１歳到達日後である場合における育児休業開始

予定日の特例（『一歳到達日の翌日』を『労働者又は配偶者の育児休業終了予定日

の翌日』とする。）を定めるものであること。また、労働者と配偶者の育児休業終

了予定日がともに１歳到達日後である場合には、そのいずれかの育児休業終了予定

日の翌日を育児休業開始予定日とすることができるものであること。

(7) 特例規定による法第９条第１項の読み替えは、同項に定める育児休業等取得日数

が同項に定める育児休業等可能日数を超える場合における育児休業期間の特例

（『育児休業終了予定日とされた日』を『当該経過する日』とする。）を定めるも

のであること。

「当該育児休業終了予定日とされた日」とは、労働者の申出による育児休業終了

予定日をいうものであること。ただし、第７条第３項の規定により当該育児休業終

了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた

日をいうものであること。

「育児休業等可能日数」とは、子の出生した日から当該子の一歳到達日までの間

にうるう日が含まれない場合は 365 日、含まれる場合には 366 日となるものである

こと。

「当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項

の規定により休業した日数」とは、子の出生した日は産前に含まれるとされている
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ことを踏まえたものであること。したがって、育児休業等取得日数には、子の出生

した日における産前休業と子の出生日後の産後休業の日数が含まれるものであるこ

と。

(8) 特例規定による法第９条第２項の読み替えは、特例規定による育児休業の終了事

由についての特例（『子が一歳に達したこと』を『子が一歳二か月に達したこと』

とする。）を定めるものであること。

(9) 特例規定による法第 24 条第１項第１号の読み替えは、特例規定による同項の規定

による事業主の努力義務についての特例（『一歳に満たない子』を『一歳二か月に

満たない子』とする。）を定めるものであること。

○ パパ・ママ育休プラスの具体例

子の出生日 平成 29 年 10 月 10 日（火）

子が１歳に達する日（１歳到達日）

平成 30 年 10 月９日（火）（通常の休業取得可能期間）

子が１歳に達する日の翌日

平成 30 年 10 月 10 日（水）

子が１歳２ヶ月に達する日

平成 30 年 12 月９日（日）

※ 太枠が、パパ・ママ育休プラスの場合

（例１）

（例２）

産後８週

1歳到達日
10月 9日

母 育児休業

父 育休

申出

誕生

10 月 10 日

1歳２ヶ月
12月 9日12 月５日

育児休業の開始日
10月10 日

母

父
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（例３）

（例４）

（例５）

産後８週 母 育児休業

申出

誕生

10 月 10 日

父 育児休業

1 歳到達日
10 月 9 日

1 歳２ヶ月
12 月 9 日

母

父

父 育休

母 育児休業産後８週

誕生

10月 10日

1歳到達日
10月 9日

1歳２ヶ月
12月 9日

申出

12月５日

育児休業の開始日
10月10日

母

父

父 育休

母 育児休業産後８週

誕生

10 月 10 日

1 歳到達日
10 月 9 日

1 歳２ヶ月
12 月 9 日

申出

12 月５日

育児休業の開始日
10月11日

母

父
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（例６）

○ パパ・ママ育休プラスの場合に１歳６か月までの育児休業を取得する場合の具体例

（例１）

※ 太枠がパパ・ママ育休プラス、色付きは１歳６か月までの育児休業

産後８週 母 育児休業

1歳２ヶ月
12月 9日

誕生

10 月 10 日

父 育休

1歳到達日
10月 9日

母

父

産後８週 母 育児休業

1歳２ヶ月
12月9日

誕生

10月10 日

父 育休

1歳到達日
10月9日

父 育児休業

母

父

産後８週

父 育休

1 歳到達日
10 月 9 日

1 歳２ヶ月
12 月 9 日

1 歳６ヶ月
4 月 9 日

育児休業の開始予定日
11月4日母 育休

父 育休

育児休業の終了予定日
11月3日

母

父
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（例２）

（例３）

産後８週

1歳到達日
10月 9日

母 育休

父 育休

1歳２ヶ月
12月 9日

育児休業の終了予定日
11月3日

1歳６ヶ月
4月 9日

母 育休

育児休業の開始予定日
11月4日

母

父

産後８週 母 育休

父 育休

育児休業の終了予定日
11月3日

母 育休

育児休業の開始予定日
10月10日

1歳到達日
10月 9 日

1歳２ヶ月
12月 9日

1歳６ヶ月
4月 9 日

母

父
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（例４）

（例５）

産後８週

父 育休 父 育休

育児休業の終了予定日
11月 3日

1 歳到達日
10 月 9 日

1 歳２ヶ月
12 月 9 日

1 歳６ヶ月
4 月 9 日

母 育休
育児休業の開始予定日

11月21日

父 育休

育児休業の終了予定日
11月 20日

母

父

産後８週

育児休業の終了予定日
11月 3日

1 歳到達日
10 月 9 日

1 歳２ヶ月
12 月 9 日

1 歳６ヶ月
4 月 9 日

育児休業の開始予定日
11月 21 日

父 育休

母 育休

父 育休

母 育休

育児休業の終了予定日
11月 20日

母

父
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（例６）

21 両親ともに育児休業をする場合の特例の例外（法第９条の２第２項）

（１) 「育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の１歳到達日の翌

日後である場合」とは、育児休業が１歳に満たない子についてするものであること

を原則としていることを踏まえ、労働者が子の１歳到達日までに育児休業をしない

場合は特例規定を適用しないものであること。なお、育児休業開始予定日が当該育

児休業に係る子の１歳到達日の翌日である場合については、配偶者と子の１歳到達

日の翌日（すなわち子の１歳の誕生日）に交替して育児休業をする場合が考えられ

ることから、これを特例として特例規定の対象とするものであること。

（２） 「当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である

場合」とは、育児休業の権利の安定性を確保する観点から、育児休業開始予定日

とされた日以前に、配偶者が育児休業をしていることを求めるものであること。

この場合において、「配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日」と

は、配偶者が実際にした育児休業の初日をいうものであること。また、「初日

前」とは初日を含まないものであり、したがって、育児休業開始予定日とされた

日と配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日が同じ日である場合に

は、本項に該当しないものであること。

22 公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用（法第９条の３）

１歳６か月までの育児休業及び２歳までの育児休業において配偶者に替わって育児

休業をしようとする場合及び特例規定により１歳到達日後に育児休業をしようとする

場合において、配偶者が法第９条の３に掲げる法律の規定によりする請求及び当該請

求に係る育児休業については、それぞれ法第５条第１項又は第３項の規定によりする

産後８週 母 育休

父 育休

育児休業の開始予定日
10月10日

母 育休

育児休業の開始予定日
12月 10日

1 歳到達日
10 月 9 日

1 歳２ヶ月
12 月 9 日

1 歳６ヶ月
4 月9 日

育児休業の終了予定日
12月9日

母

父
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申出及び当該申出によりする育児休業とみなすものであること。

23 不利益取扱いの禁止（法第 10 条）

(1) 育児休業の権利行使を保障するため、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業

をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをするこ

とが禁止されることを明示したものであること。

(2) 「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合においては、

当該行為は民事上無効と解されること。

(3) 指針第二の十一の(一)は、法第 10 条の規定により禁止される解雇その他不利益

な取扱いとは、労働者が育児休業の申出又は取得をしたこととの間に因果関係があ

る行為であることを示したものであり、育児休業の期間中に行われる解雇等がすべ

て禁止されるものではないこと。

また、「因果関係がある」については、育児休業の申出又は取得をしたことを

契機として不利益取扱いが行われた場合は、原則として育児休業の申出又は取得を

したことを理由として不利益取扱いがなされたと解されるものであること。ただし、

イ(ｲ) 円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障が

あるため当該不利益取扱いを行わざるを得ない場合において、

(ﾛ) その業務上の必要性の内容や程度が、法第 10 条の趣旨に実質的に反しない

ものと認められるほどに、当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度

を上回ると認められる特段の事情が存在すると認められるとき

又は

ロ(ｲ) 当該労働者が当該取扱いに同意している場合において、

(ﾛ) 当該育児休業及び当該取扱いにより受ける有利な影響の内容や程度が当該

取扱いにより受ける不利な影響の内容や程度を上回り、当該取扱いについて

事業主から労働者に対して適切に説明がなされる等、一般的な労働者であれ

ば当該取扱いについて同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき

についてはこの限りでないこと。

なお、「契機として」については、基本的に育児休業の申出又は取得をしたこ

とと時間的に近接して当該不利益取扱いが行われたか否かをもって判断すること。

例えば、育児休業を請求・取得した労働者に対する不利益取扱いの判断に際し、定

期的に人事考課・昇給等が行われている場合においては、請求後から育児休業満了

後の直近の人事考課・昇給等の機会までの間に、指針第二の十一の(二)リの不利益

な評価が行われた場合は、「契機として」行われたものと判断すること。

(4) 指針第二の十一の(二)のイからルまでに掲げる行為は、「解雇その他不利益な取

扱い」の例示であること。したがって、ここに掲げていない行為についても個別具
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体的な事情を勘案すれば不利益取扱いに該当するケースもあり得るものであり、例

えば、期間を定めて雇用される者について更新後の労働契約の期間を短縮すること

などは、不利益取扱いに該当するものと考えられること。

(5) 指針第二の十一の(三)は、不利益取扱いに該当するか否かについての勘案事項を

示したものであること。

イ 指針第二の十一の（三）のイは、育児休業及び介護休業は、期間を定めて雇用

される者については雇用継続の可能性があれば取得できることから、育児休業期

間又は介護休業期間の途中で契約の更新について事業主が判断する時期を迎える

ことが考えられるため、不利益取扱いに当たる雇止めに該当しない可能性が高い

と考えられる事項を示したものであること。

(ｲ) 指針第二の十一の（三）のイの（イ）は、専ら事業の縮小や当該労働者が担

当していた業務の終了・中止等の経営上の理由から、契約内容や更新回数など

に照らして同様の地位にある期間を定めて雇用される者の全てを雇止めする場

合であること。

(ﾛ) 指針第二の十一の（三）のイの（ロ）は、同様の地位にある期間を定めて雇

用される者の全てを雇止めする必要性はないものの、事業の縮小や当該労働

者が担当していた業務の終了・中止等により、期間を定めて雇用される者の

一部について雇止めをする場合に、雇止めをする者を選ぶ基準として、当該

期間を定めて雇用される者の能力不足や勤務不良等に着目する場合であるこ

と。

「能力不足や勤務不良等は、育児休業又は介護休業の取得以前から問題と

されていたこと」とは、例えば育児休業の取得前から勤務成績が不良であった

場合等をいうものであるが、育児休業取得後に過去の非違行為が発覚した場合

や育児休業中に非違行為を行っていた場合には、これらを理由とすることは当

然可能であること。

ロ 指針第二の十一の（三）のホ（イ）は、育児休業及び介護休業をした期間につ

いて、人事考課において選考対象としないことは不利益取扱いには当たらないが、

当該休業をした労働者について休業を超える一定期間昇進・昇格の選考対象とし

ない人事評価制度とすることは、不利益取扱いに当たるものであること。

「休業期間を超える一定期間」とする趣旨は、例えば、休業期間が複数の評価

期間にまたがる場合や、休業期間が評価期間より短い場合に、休業期間と評価期

間にずれが生じることから、こうした場合に、休業期間を超えて昇進・昇格の選

考対象としない人事評価制度とすることについて、一定の範囲でこれを認める趣

旨であること。なお、「休業期間を超える一定期間」であるかどうかは、人事評

価制度の合理性、公平性を勘案して個別に判断するものであること。
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例えば、「三年連続一定以上の評価であること」という昇格要件がある場合に、

休業取得の前々年、前年と２年連続一定以上の評価を得ていたにも関わらず、休

業取得後改めて３年連続一定以上の評価を得ることを求める人事評価制度とする

ことは、不利益な取扱いに該当するものであること。

ハ 指針第二の十一の(三)のヘにより保障される復職先の職場の範囲は、指針第二

の七の(一)に規定する「原職又は原職相当職」よりも広く、仮に別の事業所又は

別の職務への復職であっても、通常の人事異動のルールから十分に説明できるも

のであれば、指針第二の十一の(二)のヌの「不利益な配置の変更」には該当しな

いものであること。

指針第二の十一の(三)のヘの「通常の人事異動のルール」とは、当該事業所に

おける人事異動に関する内規等の人事異動の基本方針などをいうが、必ずしも書

面によるものである必要はなく、当該事業所で行われてきた人事異動慣行も含ま

れるものであること。

指針第二の十一の(三)のヘの「相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせ

ること」とは、配置転換の対象となる労働者が負うことになる経済的又は精神的

な不利益が通常甘受すべき程度を著しく超えるものであることの意であること。

ニ 指針第二の十一の(三)のトの「等」には、例えば、事業主が、労働者の上司等

に嫌がらせ的な言動をさせるよう仕向ける場合が含まれるものであること。

ホ 指針第二の十六の(二)及び同(三）は、労働者派遣法第 47 条の３の規定により、

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者

の当該労働者派遣にかかる就業に関して、当該労働者派遣の役務の提供を受ける

者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなすことを踏まえ、不利益な取

扱いにあたる場合を例示しているものであること。同条の詳細については、平成

28 年８月２日付け雇児発 0802 第２号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律第 47 条の２及び第 47 条の３の規定の運用につ

いて」が発出されているものであること。

第３ 介護休業（法第３章）

１ 介護休業の申出（法第 11 条第１項）

(1) 労働者（日々雇用される者を除く。）が事業主に対して「申出」という行為をす

ることによって、その対象家族を介護するために介護休業をすることができること

としたものであること。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次のいず

れにも該当するものに限り、当該申出をすることができるものであること。

イ 当該事業主に引き続き雇用された期間が１年以上である者

ロ 介護休業開始予定日から起算して 93 日を経過する日（以下「93 日経過日」と
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いう。）から６か月を経過する日までに、その労働契約（労働契約が更新される

場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者

なお、育児休業と同様に、期間を定めて雇用される者のうち、休業を可能にする

ことにより雇用の継続の可能性があると考えられる一定の範囲の労働者について、

介護休業の対象としているものであること（第２の１(1)参照）。

(2) 「その事業主」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の１

(3)(4)参照）。

(3) 申出の効果については、育児休業の場合と同様であること（第２の１(5)参照）。

(4) 「期間を定めて雇用される者」の留意事項については、育児休業の場合と同様で

あること（第２の１(6)参照）。したがって、労働契約の形式上期間を定めて雇用

されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない

状態となっている場合には、法第 11 条第１項各号に定める要件に該当するか否か

にかかわらず、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者であると

して介護休業の対象となるものであること。このため、指針第二の一の（一）にお

いて、その判断に当たって事業主が留意すべき事項を示したものであること（指針

事項）。

(5) 「期間を定めて雇用される者」が、法第 11 条第１項各号に定める要件を満たす

か否かの判断に当たっては、以下の点に留意すること。

イ 「九十三日経過日」とは、介護休業開始予定日から起算、すなわち介護休業開

始予定日を１日目として数えた場合に、93 日目に該当する日をいうものである

こと。例えば、平成 29 年４月１日が介護休業開始予定日の場合における 93 日経

過日は、平成 29 年７月２日となること。この場合の「93 日経過日から６か月を

経過する日」は平成 30 年１月１日となること。

ロ 労働者が同一の対象家族に対して過去に介護休業をしたことがある場合におい

ては、介護休業をすることができる残日数は 93 日より少ないこととなるが、そ

の場合であっても、「期間を定めて雇用される者」が介護休業の申出が可能か否

かについては、介護休業開始予定日から起算して 93 日を経過する日から６か月

を経過する日までの間にその労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、

更新後のもの）が満了することが明らかでないか否かにより判断することに変わ

りはないこと。

ハ その他、「期間を定めて雇用される者」が法第 11 条第１項各号に定める要件

を満たしているか否かの判断の方法並びに「引き続き雇用された期間が一年以

上」及び「当該事業主に引き続き雇用された期間」の解釈等については、育児休

業の場合と同様であること（第２の１(7)参照）。

(6) 指針第二の一の（三）は、事業所にあらかじめ介護休業制度を導入し、かつ、就
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業規則の整備等必要な措置を講ずることを事業主に求めたものであること。これは、

法律上、介護休業の制度が事業所内制度として設けられることが労働者の権利行使

に当たって必須のものであるとはいえないが、法律上介護休業が労働者の権利とし

て認められており、労働者がこれを容易に取得できるようにするためにも、介護休

業の制度があらかじめ事業所内制度として設けられた上で、就業規則等に記載され、

労働者に制度の存在が明らかになっていることが必要であることを明示したもので

あること。

２ 介護休業の回数及び日数（法第 11 条第２項）

(1) 介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次のいずれ

かに該当する場合には、当該対象家族については、介護休業の申出をすることがで

きないものであること。

イ 当該対象家族について３回の介護休業をした場合

ロ 当該対象家族について、介護休業日数が 93 日に達している場合

すなわち、介護休業をしたことがある労働者であっても、イ及びロのいずれに

も該当しない場合には、介護休業を再度取得することができることとしたもので

あること。

これは、介護休業について、これまで一の要介護状態ごとに１回の介護休業を

通算して 93 日まですることができる権利として保障するものとされてきたもの

であるが、介護休業の複数回取得へのニーズがある中で、短期間の休業で復帰す

る者も少なくないなど同一の要介護状態であっても再度介護休業を取得する必要

性が高いことも踏まえ、同一の対象家族について、介護休業を通算して 93 日の

範囲内で３回まで取得することができることに改められたものであること。なお、

その日数については、平成７年の介護休業制度導入の際に、同一の対象家族につ

いて最低基準として保障されていた最長の介護休業期間（「介護休業開始予定日

とされた日の翌日から起算して三月を経過する日」まで介護休業をすると、最大

で初日＋31 日×２＋30 日×１の場合 93 日）を勘案し、93 日としたものである

こと。

(2) 「介護休業をしたことがある」の解釈については、育児休業の場合と同様である

こと（第２の２(8)参照）。

(3) 「当該対象家族について介護休業をした日数（・・・）が九十三日に達している

場合」（法第 11 条第２項第２号）については、介護休業日数が 93 日に達している

場合は、介護休業の申出が認められないことをいうものであり、すなわち、介護休

業日数が通算して 93 日までの範囲内で、介護休業が可能であることをいうもので

あること。その際、介護休業日数は、個々の労働者について、対象家族ごとに計算
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するものであること。例えば、その事業主の下でした介護休業が、実父の介護のた

めに 93 日、実母の介護のために 30 日である労働者は、実父の介護のために新たな

介護休業申出をすることはできないものであるが、実母の介護のために新たな介護

休業申出をすることは可能であること。

(4) 第２号の「介護休業日数」とは、当該対象家族について介護休業をした日数を合

算した日数をいい、２回以上の介護休業をした場合には、それぞれの介護休業の日

数を合算した日数であること。

なお、同一の対象家族について他の事業主の下で介護休業をしたことがある場合

の当該他の事業主の下でした介護休業の日数は、介護休業日数には算入しないもの

であること。

(5) 第２号の「介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数」は、そ

の間の労働日ではない日の日数も含めて計算するものであること。なお、「介護休

業を開始した日」が起算日となることから、これは介護休業日数に算入されるもの

であること。

(6) 第２号イの「二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該

介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日

数」とは、同一の対象家族について、以前に介護休業をしたことがある場合の日数

の算定方法を定めたものである。

３ 介護休業の申出の方法（法第 11 条第３項）

(1) 介護休業の申出（以下「介護休業申出」という。）は、連続した一の期間につい

てしなければならないものであり、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わ

なければならないこととしたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたも

のであること。

厚生労働省令では、介護休業申出は所定の事項を事業主に申し出ることによって

行わなければならないこと、申出方法及び申出があった場合の事業主の通知につい

ては育児休業の場合に準ずること並びに事業主は介護休業申出の申出事項に係る事

項を証明することができる書類の提出を労働者に求めることができること等を規定

したものであること（則第 23 条）。

なお、期間を定めて雇用される者が労働契約の更新に際して行う介護休業申出に

ついては、申出事項が限定されていること。

(2) その他「その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間」

の解釈、労働者災害補償保険法に基づく給付との関係、則第 22 条第１項の介護休

業申出等の様式、介護休業申出の申出先、特定の方法での介護休業申出を求める場

合、期間を定めて雇用される者が、法第 11 条第４項に規定する介護休業申出（労
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働契約の更新に伴い継続して介護休業をしようとする場合にする申出）の介護休業

申出の申出事項、則第 23 条第１項第１号の「介護休業申出の年月日」の申し出る

べき日については、育児休業の場合と同様であること（第２の５(2)から(8)まで参

照）。

(3) 則第 23 条第１項第４号の「対象家族が要介護状態にある事実」も、対象家族が

２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態である旨を記載すれば足りる

ものであること。

則第 23 条第１項第６号の「介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条

第二項第二号の介護休業日数」については、同一の対象家族に係る介護休業日数が

93 日に達していない場合に再度の介護休業申出が可能となることから、その確認

のために介護休業申出の申出事項としているものであること。なお、介護休業申出

により明らかにされた介護休業日数が事業主の保有する記録と異なる場合は、当事

者間で確認の上事業主が補正することは可能であること。

(4) 則第 23 条第２項において準用する則第７条第４項の「速やかに」とは、原則と

して労働者が介護休業申出をした時点からおおむね１週間以内に、との意であるが、

介護休業申出の日から介護休業開始予定日までの期間が１週間に満たない場合にあ

っては、介護休業開始予定日までにとの意であること。

(5) 則第 23 条第３項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例は、

それぞれの証明すべき事実に応じ以下のとおりであること。

イ 対象家族と労働者との続柄 住民票記載事項の証明書

ロ 要介護状態の事実 当該対象家族に係る市町村が交付する介護保険の被保険者

証又は医師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士

又は介護福祉士が交付する別添の基準に係る事実を証明する書類

また、上記の証明書等に代わってそれぞれの事実が証明できる他の書類を提出

することを妨げるものではなく、当該労働者の同僚等第三者の申立書の提出など

も含め様々な方法が可能であること、さらに、証明方法について、介護休業申出

をする労働者に過大な負担をかけることのないようにすべきものであることなど

は、育児休業の場合と同様である（第２の５(16)参照）が、介護休業に関しては、

特に情勢が様々に変化することがあるので、臨機応変かつ柔軟な対応が望まれる

ものであること。

４ 期間を定めて雇用される者の介護休業申出に係る特例（法第 11 条第４項）

(1) 育児休業と同様に、期間を定めて雇用される者に係る労働契約の更新に伴う申出

については、法の規定をそのまま適用すると、更新後の労働契約の期間について介

護休業申出をすることができなくなることから、次に掲げる規定の適用を除外する
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こととしたものであること（第２の６(1)参照）。

イ 法第 11 条第１項ただし書（介護休業の申出をすることができる期間を定めて

雇用される者の範囲）

ロ 法第 11 条第２項（第２号を除く。）（当該家族についての介護休業の回数）

なお、法第 11 条第２項第２号の規定は適用を除外されていないことから、介護

休業日数が 93 日に達している場合には、期間を定めて雇用される者に係る労働契

約の更新に伴う申出であっても、申出をすることができないことに留意すること。

(2) その他「その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日・・・とする

介護休業をしているもの」及び「当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契

約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合」の解釈につ

いては、育児休業の場合と同様であること（第２の６(2)(3)参照）。

５ 介護休業申出があった場合における事業主の義務（法第 12 条第１項及び同条第２

項において準用する法第６条第１項ただし書）

(1) 第１項は、法に規定する要件を満たす労働者が事業主に申し出ることにより、申

し出た期間介護休業をすることができるという原則により、事業主がこれらの労働

者の介護休業申出を拒むことができないことを明らかにしたものであること。

また、第２項は、その例外として、労使の書面による協定により一定の範囲の労

働者（①雇入れ後１年未満の労働者、②その他介護休業をすることができないこと

とすることについて合理的な理由があると認められる労働者）を介護休業をするこ

とができない者として定めることができるものとしたものであること。

厚生労働省令では、介護休業をすることができないこととすることについて合理

的な理由があると認められる労働者の範囲を規定したものであること（則第 24

条）。

厚生労働省令では更に、法第 12 条第２項において準用する第６条第１項ただし

書の書面による協定においては、事業主が同項の規定に基づき労働者からの介護休

業申出を拒む場合及び介護休業をしている労働者が介護休業をすることができない

ものとして定められた者に該当したことにより介護休業を終了させる場合の手続等

の事項を定めることができ、このような定めをするためには当該協定に規定しなけ

ればならないことを明らかにしたものであること（則第 25 条において準用する則

第８条）。

(2) 事業主は、経営困難、事業繁忙その他どのような理由があっても適法な労働者の

介護休業申出を拒むことはできず、また、法第 12 条第３項で認められる場合を除

き、介護休業の時期を変更することはできないものであること。
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(3) その他「事業所の労働者」の範囲、「過半数を代表する」か否かの判断時点、

「代表する者」の選出方法、「書面による協定」の記載事項、「協定」の締結単位

・有効期間については、育児休業の場合と同様であること（第２の７(3)から(7)ま

で参照）。

(4) 法第 12 条第２項において準用する法第６条第１項第１号の「当該事業主に引き

続き雇用された期間」の解釈及び「一年に満たない」か否かの判断時点については、

育児休業の場合と同様であること（第２の７(8)(9)参照）。

(5) 法第 12 条第２項において準用する法第６条第１項第２号に該当するか否かの判

断時点については、育児休業の場合と同様であること（第２の７(10)参照）。

(6) 則第 24 条第１号の「雇用関係が終了することが明らかな労働者」の解釈につい

ては、育児休業の場合と同様であること（第２の７(11)参照）。

(7) 則第 24 条第２号の「則第８条第２号の労働者」とは、第２の７(12)で示すとお

り、１週間の所定労働日数が２日以下である者であること。

６ 介護休業申出を拒まれた労働者の介護休業（法第 12 条第２項において準用する法

第６条第２項）

(1) 事業主が、法第 12 条第２項において準用する法第６条第１項ただし書の規定に

より、労使協定で介護休業をすることができないものとして定められた労働者から

の介護休業申出を拒んだ場合は、当該労働者は介護休業をすることができないこと

としたものであること。

(2) 介護休業申出を拒まれた労働者であっても、その後労使協定で介護休業をするこ

とができない者として定められた労働者に該当しなくなれば、申し出て介護休業を

することができるものであること。

７ 事業主による介護休業開始予定日の指定（法第 12 条第３項）

(1) 介護休業申出に係る介護休業開始予定日から介護休業が開始する原則の例外とし

て、介護休業開始予定日とされた日が介護休業申出があった日の翌日から起算して

２週間を経過する日（以下「２週間経過日」という。）前の日である場合には、厚

生労働省令で定めた方法（則第 26 条第１項で、原則として介護休業申出があった

日の翌日から起算して３日を経過する日、その日が介護休業申出に係る介護休業開

始予定日よりも後である場合には当該介護休業開始予定日までに行うものと規定し

た。）で、２週間経過日までの間で介護休業開始予定日とする日を指定することが

できることとしたものであること。

この場合において、介護休業をすることの緊急性と事業主の負担との調和に配慮

して「２週間経過日」としたものであることにかんがみ、育児休業の場合における
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法第６条第３項及び則第 10 条の場合とは異なり、休業することが早急に必要とな

る場合に指定に係る期間を短縮する規定はないので留意すること。

(2) 労働者が介護休業申出に係る介護休業開始予定日から介護休業を開始するために

は、介護休業開始予定日の２週間前の日までに事業主に申し出なければならないも

のであること。ただし、各事業所において、介護休業申出に係る介護休業開始予定

日から介護休業を開始するためにこれより短い期間の申出を認める制度を設けるこ

とは可能であること。

(3) その他「当該介護休業申出があった日の翌日から起算して２週間を経過する日」、

「前の日」の解釈並びに事業主が介護休業開始予定日とする日の指定をすることが

できる制度及び定められた期間内に事業主の指定が行われなかった場合の解釈につ

いては、育児休業の場合と同様であること（第２の９(3)から(5)参照）。

(4) 各事業所において、事業主が介護休業開始予定日として指定できる日を介護休業

申出があった日の翌日から起算して２週間より短い期間を経過する日までとするこ

とを認める制度を設けることは可能であること。

(5) 則第 26 条第１項の「介護休業開始予定日とされた日までに」及び「介護休業申

出があった日の翌日から起算して３日を経過する日」並びに同条第２項の解釈につ

いては、育児休業の場合における則第 12 条の解釈と同様であること（第２の９

(12)から(14)参照）。

(6) 法第 12 条第３項に関する具体的適用例は、次のとおりであること。

介護休業開始予定日を 10 月９日とする介護休業申出を 10 月２日に行った。

この介護休業開始予定日は、介護休業申出があった日の翌日から起算して２週間

を経過する日である 10 月 16 日よりも前の日であることから、法第 12 条第３項に

該当する。

したがって、介護休業申出を受けた事業主は、介護休業申出に係る介護休業開始

予定日（10 月９日）から、介護休業申出があった日（10 月２日）の翌日から起算

して２週間を経過する日（10 月 16 日）までの間のいずれかの日を、介護休業開始

予定日として指定することができる。この指定は、10 月２日に介護休業申出があ

った場合、介護休業申出があった日の翌日から起算して３日を経過する日（10 月

５日）までに行わなければならない。

例えば、10 月 12 日を介護休業開始予定日として事業主が指定した場合、介護休

業申出をした労働者はその日から介護休業をすることができる。
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10/2 10/9 10/16

８ 期間を定めて雇用される者の介護休業申出に係る特例（法第 12 条第４項）

(1) ４(1)と同様の趣旨から、更新後の労働契約の期間について引き続き介護休業を

しようとする場合には、次に掲げる規定の適用を除外することとしたものであるこ

と。

イ 法第 12 条第２項において準用する法第６条第１項ただし書（第２号を除

く。）及び第２項（労使協定により介護休業申出を拒むことができる労働者の範

囲）

ロ 法第 12 条第３項（事業主による介護休業開始予定日の変更）

(2) 特例の対象となる介護休業申出の範囲は、４と同一であること（４(1)参照）。

９ 介護休業開始予定日の変更の申出

労働者の申出のみによる介護休業開始予定日の繰上げ又は繰下げの変更については、

規定していないものであること。

ただし、各事業所において、労働者の希望により介護休業開始予定日の繰上げ又は

繰下げの変更を認める制度を設けることは可能であること。

10 介護休業終了予定日の変更の申出（法第 13 条において準用する法第７条第３項）

(1) 介護休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日（則第 27 条で、当初の

介護休業終了予定日の２週間前の日と規定した。）までに申し出ることにより、１

回に限り事由を問わず介護休業終了予定日を繰り下げる旨の変更の申出をすること

ができることとし、その方法として、則第 28 条において準用する則第 17 条におい

て、所定の事項を事業主に申し出ることによって行わなければならないこと並びに

申出方法及び申出があった場合の事業主の通知については育児休業の場合に準ずる

ことを規定したものであること。この申出は、「当該介護休業申出に係る介護休業
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終了予定日」について１回に限り認められるものであるため、介護休業ごとに１回

まで認められるものであり、例えば１回目の介護休業において終了予定日の変更の

申出をしていた場合、２回目の介護休業においても１回に限り終了予定日の変更の

申出が可能であること。

(2) 介護休業終了予定日とされた日の２週間前の日よりも後に行われる介護休業終了

予定日の変更の申出は、本法上事業主がこれに応ずる義務はないものであるが、各

事業所において、当該申出を認める制度を設けることは可能であること。

(3) 「後の日」とは、直後の日のみではなく、直後の日以後のいずれかの日の意であ

ること。ただし、介護休業開始予定日とされた日から起算して 93 日から介護休業

日数を減じた日数を経過する日を限度とするものであること。

(4) 労働者の申出のみによる介護休業終了予定日の繰上げ変更については、規定して

いないものであること。

ただし、各事業所において、労働者の希望により介護休業終了予定日を繰り上げ

変更することを認める制度を設けることは可能であること。

11 介護休業申出の撤回（法第 14 条第１項）

介護休業申出をした労働者は、介護休業開始予定日の前日までは、事由を問わずそ

の介護休業申出を撤回することができることとし、その方法として、則第 29 条にお

いて準用する則第 18 条において、所定の事項を事業主に申し出ることによって行わ

なければならないこと並びに申出方法及び申出があった場合の事業主の通知について

は育児休業の場合に準ずることを規定したものであること。

12 撤回後の再度の介護休業申出（法第 14 条第２項）

介護については、育児の場合以上に諸事情が変化し得るため、いったん撤回した介

護休業申出に係る対象家族についての再度の介護休業申出は、１回の介護休業につき

１回はできることとしたものであること。撤回後の最初の介護休業申出が撤回された

場合、すなわち２回続けて介護休業申出が撤回された場合には、事業主の雇用管理へ

の影響等を考慮し、その後の介護休業申出については事業主がこれを拒むことができ

ることとしたものであること。具体的には、例えば介護休業を１回取得したことがあ

る労働者が、２回目の介護休業の申出（申出①）をしたものの、これを撤回した場合、

その後にする介護休業申出（申出②）については、事業主は拒むことができないこと。

また、申出②にかかる介護休業（休業②）取得後に、介護休業申出（申出③）をし

た場合、事業主はこれを拒むことができないこと。しかし、申出②も撤回した場合は、

その後の介護休業申出（申出③や申出④など）については、事業主は拒むことができ

るため、休業②以降の休業は取得できないこととしたものであること。
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ただし、事業主が、２回続けて介護休業申出が撤回された後の介護休業申出を拒ま

ない場合は、当該労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業をすることができるも

のであること。

13 介護休業申出がされなかったものとみなす事由（法第 14 条第３項において準用す

る法第８条第３項）

(1) 介護休業申出後、厚生労働省令で定める事由（則第 30 条で、対象家族の死亡、

対象家族と労働者との親族関係の消滅等を規定した。）が生じたときは、介護休業

申出がされなかったものとみなされることとし、労働者にこのような事由が生じた

場合の通知義務を課したものであること。

(2) 則第 30 条各号に規定する事由が生じたときの法的効果、法第 14 条第３項におい

て準用する法第８条第３項後段の「遅滞なく」及び「通知」の解釈については、育

児休業の場合と同様であること（第２の 16(2)から(4)参照）。

(3) 則第 30 条第２号で定める事由が生じた旨を労働者が通知する場合は、離婚、婚

姻の取消、離縁又は養子縁組の取消を官公署に受理された日に当該事由を事業主に

通知すれば足りるものであるが、可能な限りそれ以前にその状況を事業主に知らせ

ることが望ましいものであること。

(4) 則第 30 条第２号の「親族関係の消滅」にあたる事由として、以下の事由がある

こと。

イ 対象家族が、当該労働者の配偶者である場合

当該労働者とその対象家族との離婚又は婚姻の取消し

ロ 対象家族が、当該労働者の養子又は養親である場合

当該労働者とその対象家族との離縁又は養子縁組の取消し

ハ 対象家族が、当該労働者の配偶者の親である場合

当該労働者とその配偶者との離婚又は婚姻の取消し

ニ 対象家族が、当該労働者の配偶者の養親である場合

当該労働者の配偶者と対象家族との離縁又は養子縁組の取消し

ホ 対象家族が、当該労働者の養親の親又は養子の子である場合

当該労働者とその養親又は養子との離縁又は養子縁組の取消し

ヘ 対象家族が、当該労働者の親の養親又は子の養子である場合

当該労働者の親又は子と対象家族との離縁又は養子縁組の取消し

ト 対象家族が、当該労働者の親の養子である場合

当該労働者の親と対象家族との離縁又は養子縁組の取消し

チ 対象家族が、当該労働者の養親の子である場合

当該労働者とその養親との離縁又は養子縁組の取消し
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この場合、ハの「離婚」には「配偶者の死後の姻族関係の終了の意思表示（民法

第 728 条第２項）」を含むものであること。また、ニからチまでの「離縁」には

「養子又は養親の死後の離縁（民法第 811 条第６項）」を含むものであること。

なお、いわゆる内縁関係の解消は、親族関係の消滅には当たらないものであるこ

と。

(5) 則第 30 条第３号の「九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対

象家族を介護することができない状態」とは、身体障害者福祉法第４条の身体障害

者であること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることに

より自ら対象家族を介護することが困難な状態のほか、介護休業開始予定日とされ

た日から起算して 93 日が経過するまでの間通院、加療のみならず入院又は安静を

必要とすることが見込まれる状態をいうものであり、このような状態であることが

確定しない間は、当該介護休業申出はされなかったものとみなされないものである

こと。

14 介護休業期間の考え方（法第 15 条第１項及び第２項）

(1) 法第 11 条から第 14 条までの規定に基づき介護休業申出等がなされた場合の当該

介護休業申出をした労働者の介護休業期間については、

① 当該労働者の介護休業申出に係る介護休業開始予定日から介護休業終了予定日

までとすることを基本とすること

② 事業主による介護休業開始予定日とする日の指定や労働者による介護休業終了

予定日の変更の申出があった場合は、その指定や変更の申出の結果介護休業開始

予定日又は介護休業終了予定日となった日によって最終的に決定されること

を明らかにしたものであること。

(2) 同一の対象家族について介護休業ができる日数は、最大で 93 日までであり、介

護休業日数が 93 日に達した日をもって介護休業期間の最終日となるものであるこ

と。

例えば、７月３日を介護休業開始予定日として実母の介護のために介護休業を開

始しようとする労働者は、実母に係る介護休業日数が介護休業開始予定日の前日に

おいて 30 日である場合、最大で７月３日から起算して 63 日（＝93 日－30 日）目

に当たる９月３日まで介護休業をすることができるものであること。

なお、既に介護休業日数が 93 日に達している労働者は、そもそも介護休業申出

をすることができないものであること（法第 11 条第２項第２号）。

15 介護休業期間の終了（法第 15 条第３項）

(1) 介護休業期間中にその介護休業申出に係る対象家族が死亡するなど厚生労働省令
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で規定する事由（則第 31 条で、則第 30 条を準用する旨を規定した。）が生じた場

合又は介護休業申出をした労働者本人について産前産後休業、育児休業若しくは新

たな介護休業が始まった場合には、介護休業は終了することとしたものであること。

(2) 介護休業期間の終了に関し、以下の点に留意すること。

イ いわゆる内縁関係の解消は、則第 31 条において準用する則第 30 条第２号の

「親族関係の消滅」に当たらないものであること。

ロ 対象家族が要介護状態から脱した場合を当然終了事由とすることについては、

(ｲ) 対象家族が再び要介護状態となることも当然予想され、労働者にとって酷で

あること

(ﾛ) 事業主にとっても、対象家族の不安定な状態に影響されることは好ましくな

いものであること

から、適当ではなく、当然終了事由にはしなかったものであること。

ハ 対象家族が特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等へ入院・入所した場合に

ついても、その入院・入所が一時的となる場合もあるため、ロで述べたと同様の

理由で、当然終了事由にはしなかったものであること。

ニ 他の者が労働者に代わって対象家族を介護することとなった場合についても、

上記ロ及びハと同様、労働者にとっても確定的に介護をする必要性がなくなった

とは限らないこと、使用者にとっても不確定要素に影響されるおそれがあること

から、当然終了事由にはしなかったものであること。

ホ イからニまでの場合を含め、介護休業期間中の労働者が一時的に介護をする必

要がなくなった期間について、話合いの上、一時的・臨時的にその事業主の下で

就労することは妨げないものであること。この場合、当該労使で介護休業を終了

させる特段の合意をした場合を除き、一旦職場に復帰することをもって当然に介

護休業が終了するものではなく、一時的中断とみることが適当であって、当初の

介護休業期間の範囲内で再び介護休業を再開することができるものであること。

ヘ 介護休業期間中の他の事業主の下で就労すること及び介護休業期間中における

産前休業の請求の考え方等については、育児休業の場合と同様であること（第２

の 18(2)ロ及びハ参照）。

(3) 「新たな介護休業期間」とは、介護休業申出に係る対象家族とは異なる対象家族

について開始する介護休業期間の意であること。

16 介護休業期間の終了に関する労働者の通知義務（法第 15 条第４項において準用す

る法第８条第３項後段）

(1) 法第８条第３項後段と同様、当該労働者に法第 15 条第３項第１号に規定する事

由が生じた場合の事業主に対する通知義務を課したものであること。
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(2) 法第 15 条第４項において準用する法第８条第３項後段の「通知」の解釈につい

ては、育児休業の場合と同様であること（第２の 19(2)参照）。

17 不利益取扱いの禁止（法第 16 条において準用する法第 10 条）

(1) 介護休業の権利行使を保障するため、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業

をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをするこ

とが禁止されることを明示したものであること。

(2) 「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合における効果

及び指針事項に係る解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の

23(2)から(5)参照）。

第４ 子の看護休暇（法第４章）

１ 子の看護休暇の申出（法第 16 条の２第１項）

(1) 労働者（日々雇用される者を除く。）が事業主に対して「申出」という行為をす

ることによって、負傷し、若しくは疾病にかかったその小学校就学の始期に達する

までの子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定め

る当該子の世話を行うための休暇（子の看護休暇）を取得することができることと

したものであること。その際、子の人数が増えることによる休暇ニーズと事業主の

負担を勘案し、１の年度において、１労働日を単位として、労働者１人につきその

養育する小学校就学の始期に達するまでの子が１人であれば５日間、２人以上であ

れば 10 日間の子の看護休暇を最低基準として保障したものであること。また、対

象となる子が２人以上いる場合には、子１人につき５日間までしか取得できないも

のではなく、同一の子について 10 日間取得することも可能であること。

なお、期間を定めて雇用される者については、育児休業及び介護休業と異なり、

別途の要件を課していないものであること。

(2) 「小学校就学の始期に達するまで」とは、その子が６歳に達する日の属する年度

（４月１日から翌年３月 31 日までをいう。）の３月 31 日までの意であること。例

えば、平成 23 年７月１日が生年月日の子が６歳に達するのは、平成 29 年６月 30

日午後 12 時であり、したがって、この場合の「小学校就学の始期に達するまで」

とは、平成 30 年３月 31 日までとなるものであること。

(3) 「その事業主」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の１

(3)(4)参照）。

(4) 申出の効果については、育児休業の場合と同様であること（第２の１(5)参照）。

(5) 「一の年度において」とは、年に５労働日又は 10 労働日の子の看護休暇を取得

できる期間を確定するものであり、一定の日から起算する１年間をいうものである
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こと。

年度の開始日は、労働基準法第 39 条に基づく年次有給休暇の付与の基準日等を

勘案して、事業主が任意に定めることができるものであること。

なお、事業主が就業規則等において別段の定めをしない場合には、法第 16 条の

２第４項の規定により、「一の年度」は、４月１日から始まり、翌年３月 31 日に

終わるものとなること。

また、一の年度において５労働日又は 10 労働日の休暇が、当該年度内であれば

その取得時期を問わず最低基準として保障されているものであることから、年度の

開始日を変更する場合や年度の途中で雇用された者を含めて斉一的に取り扱おうと

する場合には、１年に満たない期間が発生することとなるが、当該期間についても

５労働日又は 10 労働日の休暇を付与すべきものであること。

子の看護休暇の付与日数は、申出時点の子の人数で判断するものであること。

なお、年度途中でその養育する小学校就学の始期に達するまでの子が別居、死亡

等することにより、子の看護休暇の付与日数が減少した結果、同一の年度において

既に取得した子の看護休暇の日数が付与日数を上回る場合であっても、既に取得し

た子の看護休暇は有効であり、当該上回る日数について、遡及して不就業と取扱う

ことや、翌年度分に付与される子の看護休暇の日数から差し引くことは許されない

ものであること。

(6) 「限度として」とは、１労働日を単位として５日間又は 10 日間の子の看護休暇

の申出が労働者に権利として保障されることを明らかにしたものであること。

「労働日」は原則として暦日計算によるものであるが、交替制により２日にわた

る一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務等勤務時間が２日にわたる場合については、休

暇取得当日の労務提供開始時刻から継続 24 時間を１労働日として取り扱うもので

あること。

また、期間を定めて雇用される者であっても、労働契約の残期間の長短にかかわ

らず、５労働日又は 10 労働日の子の看護休暇を取得することが可能となるもので

あること。例えば、６か月契約で雇用されている労働者は２．５日分の子の看護休

暇を取得できるとする取扱いは、法の定める最低基準を満たさないため違法である

こと。一方、期間を定めて雇用される労働者の労働契約が更新された場合に、前後

の労働契約期間が実質的に連続している限りは、新たな労働契約期間の開始に伴い

改めて子の看護休暇を５労働日又は 10 労働日取得できることとする必要はないこ

と。

さらに、子の人数やひとり親である等の子の養育の状況に応じて子の看護休暇の

日数を増加させることや時間単位で取得できることとする等法の内容を上回るよう

な看護休暇の制度を導入することは、可能であること。
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(7) 「負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話」とは、負傷し、又は疾病にか

かった子についての身の回りの世話をいい、病院への付添い等も含まれるものであ

ること。この場合の「子」は、育児休業の場合と同様であり（第１の２(1)ハ参

照）、知人の子等はこれに含まれないものであること。また、介護の場合と異なり、

「負傷」又は「疾病」の種類及び程度に特段の制限はなく、いわゆる風邪による発

熱など短期間で治癒する疾病や小児ぜんそく、若年性糖尿病といった慢性疾患も対

象となるものであること。

（８） 「厚生労働省令で定める当該子の世話」とは、子に予防接種又は健康診断を受

けさせることをいうものであること。（則第 32 条参照）

「予防接種」には、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含まれるも

のであること。

(9) 「休暇」とは、「休業」と同じく労働契約関係が存続したまま労働者の労務提供

義務が消滅することをいい、労働基準法第 89 条第１号の「休暇」に含まれること。

なお、民法第 536 条により、休暇期間中の事業主の賃金支払義務は消滅すること。

したがって、休暇期間中の労働者に対する賃金の支払を義務づけるものではないこ

と。

(10) 指針第二の二の（一）は、事業所にあらかじめ子の看護休暇の制度を導入し、か

つ、就業規則の整備等必要な措置を講ずることを事業主に求めたものであること。

これは、法律上、子の看護休暇の制度が事業所内制度として設けられることが労働

者の権利行使に当たって必須のものであるとはいえないが、法律上子の看護休暇が

労働者の権利として認められており、労働者がこれを容易に取得できるようにする

ためにも、子の看護休暇の制度があらかじめ事業所内制度として設けられた上で、

就業規則等に記載され、労働者に制度の存在が明らかになっていることが必要であ

ることを明示したものであること。

(11) 指針第二の二の（四）は、時間単位での休暇取得のニーズがあることを踏まえ、

こうした制度の弾力的な利用について明示したものであること。

２ 子の看護休暇の１日未満単位での取得の考え方（法第 16 条の２第２項）

(1) 子の看護休暇の柔軟な取得を可能とするため、１日の所定労働時間が短い労働者

として厚生労働省令で定めるもの以外の労働者が、厚生労働省令で定める１日未満

の単位で子の看護休暇を取得することができることとしたものであること。個々の

労働者が１日未満単位により取得するか日単位により取得するかは、労働者の意思

によるものであること。

(2) 「一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの」とは、１

日の所定労働時間が４時間以下の労働者をいうこと(則第 33 条)。
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この場合、所定労働時間が日によって変わる労働者については、「一日の所定

労働時間が四時間以下」とは子の看護休暇を取得しようとする日の所定労働時間が

４時間以下であることをいい、雇用期間を平均した場合の１日の所定労働時間をい

うものではないこと。

(3) 「厚生労働省令で定める一日未満の単位」とは、半日とし、半日とは、所定労働

時間数の２分の１をいうものであること。この場合、１日の所定労働時間数に１時

間に満たない端数がある場合には、端数を切り上げた時間の２分の１をいうもので

あること。日によって所定労働時間数が異なる場合には１年間における１日平均所

定労働時間数となり、１年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には

所定労働時間数が決まっている期間における１日平均所定労働時間数となるもので

あること。

(4) あらかじめ次の事項を労使協定で定めた場合には、１日の所定労働時間の２分の

１以外の時間数を半日として子の看護休暇を取得することも可能であること。例え

ば、所定労働時間数が８時間で、就業時間が午前３時間、午後５時間の事業所にお

いて、午後休に相当する５時間を半日として取得させるには労使協定が必要である

こと。この場合、労使協定で定められた時間数が半日となるため、例えば午前休に

相当する３時間を２回取得した場合や、午後休に相当する５時間を２回取得した場

合は、いずれも１日分の子の看護休暇を取得したものとすること。なお、１時間単

位で子の看護休暇を取得させることは、従来通り、労使協定がなくても可能である

こと。

イ 当該労使協定による単位で子の看護休暇を取得することができる労働者の範囲

所定労働時間、始業時間、休憩時間等は、同一の事業所においても採用区分、

職種等によって様々であることから、労使協定により、事業所の実情に応じた時

間数で子の看護休暇が取得できることとしたものであること。

なお、子の看護休暇を法律の範囲内でどのように利用するかは労働者の自由で

あることから、利用目的によって所定労働時間の２分の１以外の時間数で子の看

護休暇を取得できる労働者の範囲を定めることはできないものであること。

ロ 取得の単位となる時間数

時間数は１時間である必要はなく、例えば、所定労働時間が午前は２時間 30

分、午後は５時間 15 分である事業所において、取得の単位となる時間数を２時

間 30 分と５時間 15 分として定めることが可能であること。

ハ 子の看護休暇１日当たりの時間数

子の看護休暇１日当たりの時間数は、則第 34 条第２項第３号において１日の

所定労働時間数を下回らないものとされており、労使協定ではこれに沿って定め

る必要があること。
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３ 子の看護休暇の申出の方法（法第 16 条の２第３項）

(1) 子の看護休暇の申出（以下「看護休暇申出」という。）は、子の看護休暇を取得

する日を明らかにして行わなければならないこととしたほか、その方法を厚生労働

省令で定めることとしたものであること。

厚生労働省令では、看護休暇申出は所定の事項を事業主に申し出ることによって

行わなければならないこと、事業主は看護休暇申出に係る事実を証明することがで

きる書類の提出を労働者に求めることができること等を規定したものであること

（則第 35 条）。

(2) 則第 35 条第１項において申出の方法を書面等の提出に限定していないことから、

労働者は、所定の事項を洩れなく申し出る限り、口頭での子の看護休暇申出も可能

であること。

(3) 看護休暇申出の申出先は、あらかじめ本社人事部長、各支社長、工場長等具体的

に明らかにしておくことが望ましいものであること。

(4) 子の看護休暇の制度が、子が負傷し、又は疾病にかかり、親の世話を必要とする

その日に親である労働者に休暇の権利を保障する制度であることにかんがみれば、

労働者が、休暇取得当日に電話により看護休暇申出をした場合であっても、事業主

はこれを拒むことができないものであること。したがって、申出書の様式等を定め、

当該申出書の提出を求める場合には、これをあらかじめ明らかにするとともに、申

出書の提出は事後でも差し支えないものとすべきものであること。

(5) 則第 35 条第２項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例と

しては、同条第１項第４号の「負傷し、若しくは疾病にかかっている事実」につい

ては医療機関の領収書や、保育所を欠席したことが明らかとなる連絡帳等の写しな

どが、同号の「前条に定める世話を行うこととする事実」については医療機関等の

領収書や健康診断を受けさせることが明らかとなる市町村からの通知等の写しなど

が考えられるものであること。また、看護休暇申出をする労働者に過大な負担を求

めることのないように配慮するものとすること（指針事項）。

なお、事業主が看護休暇申出をした労働者に対して証明書類の提出を求め、その

提出を当該労働者が拒んだ場合にも、看護休暇申出自体の効力には影響がないもの

であること。

４ 子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務（法第 16 条の３）

(1) 第１項は、労働者が、事業主に申し出ることにより、申出に係る日について子の

看護休暇を取得することができるという原則により、事業主が当該労働者の子の看

護休暇の申出を拒むことができないことを明らかにしたものであること。
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(2) 第２項は、第１項の例外として、次の通り労使の書面による協定により一定の範

囲の労働者（①雇入れ後６か月未満の労働者、②その他子の看護休暇を取得するこ

とができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者、③

業務の性質又は業務の実施体制に照らして、１日未満の単位で子の看護休暇を取得

することが困難と認められる業務に従事する労働者）を子の看護休暇を取得するこ

とができない者として定めることができるものとしたものであること。事業主が労

使協定で子の看護休暇を取得することができないものとして定められた労働者から

の看護休暇申出を拒んだ場合は、当該労働者は子の看護休暇を取得することができ

ないこととしたものであること。ただし、１日未満の単位で子の看護休暇を取得す

ることが困難と認められる労働者として定められた労働者は、１日単位では子の看

護休暇を取得できるものであること。

なお、指針第二の二の（一）は、第２項の規定により、労使協定の締結をする場

合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き

続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休

暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すべきものであ

ることを規定したものであること。例えば、勤務開始日に１日、３か月目に１日、

５か月目に１日、７か月目に２日（計５日）といった方法が考えられるものである

こと。

イ 第２項において準用する法第６条第１項第１号の「当該事業主に引き続き雇用

された期間」の解釈及び「六月に満たない」か否かの判断時点については、育

児休業の場合における法第６条第１項第１号の解釈と同様であること(第２の７

(8)(9)参照)。

ロ 厚生労働省令では、子の看護休暇を取得することができないこととすることに

ついて合理的な理由があると認められる労働者の範囲（「則第８条第２号の労働

者」、すなわち、第２の７(12)で示すとおり、１週間の所定労働日数が２日以下

である者）を規定したものであること（則第 36 条）。

ハ 指針第二の二の(三)において、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、

１日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務」に該

当しうる業務の例示を掲げたものであること。これらの業務は例示であり、こ

れら以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらで

あれば困難と認められる業務に該当するものではないこと(指針事項)。

指針において例示されている業務であっても、既に法の内容を満たす１日未満

の単位で子の看護休暇の取得が認められている業務については、取得することが

困難と認められる業務には該当しないものであること。

また、指針において例示されている業務であっても、労使の工夫によりできる
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限り適用対象とすることが望ましいものであること。

(イ) 指針第二の二の(三)のイ関係

「国際路線等」の「等」とは、内国長距離路線をいうものであること。

「客室乗務員等」の「等」とは、操縦士、副操縦士等をいうものであるこ

と。

「業務等」の「等」とは、所定労働時間の大半を移動しながら行う運輸業

務等をいうものであること。

(ロ) 指針第二の二の(三)のロ関係

「長時間の移動を要する遠隔地で行う業務」とは、業務を行う場所までの

往復に多くの時間を要する業務など、休暇を取得した後の勤務時間又は取得す

るまでの勤務時間では処理することが困難であり、事業の運営に支障をきたす

場合もあることが想定されることから、これを例示したものであること。

(ハ) 指針第二の二の(三)のハ関係

「流れ作業方式」とは、生産の設備・手段や材料・部品を生産工程順に配

列し、各作業工程を分業で行い連続的に生産する方式をいうものであること。

「交替制勤務」とは、同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務と

に交替につく勤務の態様をいうものであること。

ニ 法第 16 条の３第２項において準用する法第６条第１項第２号に該当するか否

かの判断時点については、育児休業の場合における法第６条第１項第２号の解

釈と同様であること(第２の７(10)参照)。

(3) 厚生労働省令では更に、法第 16 条の３第２項において準用する第６条第１項た

だし書の書面による協定においては、事業主が同項の規定に基づき労働者からの看

護休暇申出を拒む場合の手続等の事項を定めることができ、このような定めをする

ためには当該協定に規定しなければならないことを明らかにしたものであること

（則第 37 条）。

(4) 事業主は、経営困難、事業繁忙その他どのような理由があっても労働者の適法な

子の看護休暇の申出を拒むことはできないものであること。また、育児休業や介護

休業とは異なり、事業主には子の看護休暇を取得する日を変更する権限は認められ

ていないものであること。

(5) その他「事業所の労働者」の範囲、「過半数を代表する」か否かの判断時点、

「代表する者」の選出方法、「書面による協定」の記載事項、「協定」の締結単位

・有効期間については、育児休業の場合と同様であること（第２の７(3)から(7)ま

で参照）。

５ 看護休暇申出を拒まれた労働者の子の看護休暇（法第 16 条の３第２項において準
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用する法第６条第２項）

(1) 事業主が、法第 16 条の３第２項において準用する法第６条第１項ただし書の規

定により、労使協定で子の看護休暇を取得することができないものとして定められ

た労働者からの看護休暇申出を拒んだ場合は、当該労働者は子の看護休暇を取得す

ることができないこととしたものであること。

(2) 看護休暇申出を拒まれた労働者であっても、その後労使協定で子の看護休暇を取

得することができない者として定められた労働者に該当しなくなれば、申し出て子

の看護休暇を取得することができるものであること。

６ 不利益取扱いの禁止（法第 16 条の４において準用する法第 10 条）

(1) 子の看護休暇の権利行使を保障するため、労働者が看護休暇申出をし、又は子の

看護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取

扱いをすることが禁止されることを明示したものであること。

(2) 「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合における効果

及び指針事項に係る解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の

23(2)から(5)参照）。

第５ 介護休暇（法第５章）

１ 介護休暇の申出（法第 16 条の５第１項）

(1) 労働者（日々雇用される者を除く。）が事業主に対して「申出」という行為をす

ることによって、要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める

世話を行うための休暇（介護休暇）を取得することができることとしたものである

こと。その際、要介護状態にある対象家族が増えることによる休暇ニーズと事業主

の負担を勘案し、１の年度において、１労働日を単位として、労働者１人につき要

介護状態にある対象家族が１人であれば５日間、２人以上であれば 10 日間の介護

休暇を最低基準として保障したものであること。また、要介護状態にある対象家族

が２人以上いる場合には、当該家族１人につき５日間までしか取得できないもので

はなく、同一の者について 10 日間取得することも可能であること。

なお、期間を定めて雇用される者については、育児休業及び介護休業と異なり、

別途の要件を課していないものであること。

(2) 「要介護状態」とは、法第２条第３号に定めるところによるものであること。

（３） 「対象家族」とは、法第２条第４号に定めるところによるものであること。

(4) 「その事業主」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の１

(3)(4)参照）。

(5) 申出の効果については、育児休業の場合と同様であること（第２の１(5)参照）。



72

(6) 「一の年度において」、「限度として」、「労働日」及び「休暇」についての考

え方は、子の看護休暇の場合と同様であること（第４の１(5)(6)(9)参照）。

(7) 「厚生労働省令で定める世話」とは、「対象家族の介護」及び「対象家族の通院

等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行そ

の他の対象家族に必要な世話」をいうものであること（則第 38 条参照）。

(8) 指針第二の二の（一）は、事業所にあらかじめ介護休暇の制度を導入し、かつ、

就業規則の整備等必要な措置を講ずることを事業主に求めたものであること。これ

は、法律上、介護休暇の制度が事業所内制度として設けられることが労働者の権利

行使に当たって必須のものであるとはいえないが、法律上介護休暇が労働者の権利

として認められており、労働者がこれを容易に取得できるようにするためにも、介

護休暇の制度があらかじめ事業所内制度として設けられた上で、就業規則等に記載

され、労働者に制度の存在が明らかになっていることが必要であることを明示した

ものであること。

(９） 指針第二の二の（四）は、時間単位での休暇取得のニーズがあることを踏まえ、

こうした制度の弾力的な利用について明示したものであること。

２ 介護休暇の１日未満単位での取得の考え方（法第 16 条の５第２項）

(1) 介護休暇の柔軟な取得を可能とするため、１日の所定労働時間が短い労働者とし

て厚生労働省令で定めるもの以外の労働者が、厚生労働省令で定める１日未満の単

位で介護休暇を取得することができることとしたものであること。個々の労働者が

１日未満単位により取得するか日単位により取得するかは、労働者の意思によるも

のであること。

(2) 「一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの」とは、１

日の所定労働時間が４時間以下の労働者をいうこと(則第 39 条)。

この場合、所定労働時間が日によって変わる労働者については、「一日の所定

労働時間が四時間以下」とは介護休暇を取得しようとする日の所定労働時間が４時

間以下であることをいい、雇用期間を平均した場合の１日の所定労働時間をいうも

のではないこと。

(3) 「厚生労働省令で定める１日未満の単位」とは、半日とし、半日とは、所定労働

時間数の２分の１をいうものであること。この場合、１日の所定労働時間数に１時

間に満たない端数がある場合には、端数を切り上げた時間の２分の１をいうもので

あること。日によって所定労働時間数が異なる場合には１年間における１日平均所

定労働時間数となり、１年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には

所定労働時間数が決まっている期間における１日平均所定労働時間数となるもので

あること。
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(4) あらかじめ次の事項を労使協定で定めた場合には、１日の所定労働時間の２分の

１以外の時間数を半日として介護休暇を取得することも可能であること。例えば、

所定労働時間数が８時間で、就業時間が午前３時間、午後５時間の事業所において、

午後休に相当する５時間を半日として取得させるには労使協定が必要であること。

この場合、労使協定で定められた時間数が半日となるため、例えば午前休に相当す

る３時間を２回取得した場合や、午後休に相当する５時間を２回取得した場合は、

いずれも１日分の介護休暇を取得したものとすること。なお、１時間単位で介護休

暇を取得させることは、従来通り、労使協定がなくても可能であること。

イ 当該労使協定による単位で介護休暇を取得することができる労働者の範囲

所定労働時間、始業時間、休憩時間等は、同一の事業所においても採用区分、

職種等によって様々であることから、労使協定により、事業所の実情に応じた時

間数で介護休暇が取得できることとしたものであること。

なお、介護休暇を法律の範囲内でどのように利用するかは労働者の自由である

ことから、利用目的によって所定労働時間の２分の１以外の時間数で介護休暇を

取得できる労働者の範囲を定めることはできないものであること。

ロ 取得の単位となる時間数

時間数は１時間である必要はなく、例えば、所定労働時間が午前は２時間 30

分、午後は５時間 15 分である事業所において、取得の単位となる時間数を２時

間 30 分と５時間 15 分として定めることが可能であること。

ハ 介護休暇１日当たりの時間数

介護休暇１日当たりの時間数は、則第 40 条第２項第３号において１日の所定

労働時間数を下回らないものとされており、労使協定ではこれに沿って定める必

要があること。

３ 介護休暇の申出の方法（法第 16 条の５第３項）

(1) 介護休暇の申出（以下「介護休暇申出」という。）は、当該申出に係る対象家族

が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして行わなければな

らないこととしたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたものであるこ

と。

厚生労働省令では、介護休暇申出は所定の事項を事業主に申し出ることによって

行わなければならないこと、事業主は介護休暇申出に係る事実を証明することがで

きる書類の提出を労働者に求めることができること等を規定したものであること

（則第 41 条）。

(2) 則第 41 条第１項において申出の方法を書面等の提出に限定していないことから、

労働者は、所定の事項を洩れなく申し出る限り、口頭での介護休暇申出も可能であ
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ること。

(3) 介護休暇申出の申出先は、あらかじめ本社人事部長、各支社長、工場長等具体的

に明らかにしておくことが望ましいものであること。

(4) 介護休暇の制度が、要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定

める世話を必要とするその日に労働者に休暇の権利を保障する制度であることにか

んがみれば、労働者が、休暇取得当日に電話により介護休暇申出をした場合であっ

ても、事業主はこれを拒むことができないものであること。したがって、申出書の

様式等を定め、当該申出書の提出を求める場合には、これをあらかじめ明らかにす

るとともに、申出書の提出は事後でも差し支えないものとすべきものであること。

(5) 則第 41 条第２項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例は、

介護休業の場合と同様であること（第３の３(5)参照）。ただし、法第 16 条の５第

１項の厚生労働省令で定める世話を行うこととする事実については、証明すること

ができる書類の提出を求めることができる対象に含まれていないことに留意するこ

と。また、介護休暇申出をする労働者に過大な負担を求めることのないように配慮

するものとすること（指針事項）。

なお、事業主が介護休暇申出をした労働者に対して証明書類の提出を求め、その

提出を当該労働者が拒んだ場合にも、介護休暇申出自体の効力には影響がないもの

であること。

４ 介護休暇の申出があった場合における事業主の義務（法第 16 条の６）

(1) 第１項は、労働者が、要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で

定める世話を行うために事業主に申し出ることにより、申出に係る日について介護

休暇を取得することができるという原則により、事業主が当該労働者の介護休暇の

申出を拒むことができないことを明らかにしたものであること。

(2) 第２項は、第１項の例外として、次の通り労使の書面による協定により一定の範

囲の労働者（①雇入れ後６か月未満の労働者、②その他介護休暇を取得することが

できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者、③業務

の性質又は業務の実施体制に照らして、１日未満の単位で介護休暇を取得すること

が困難と認められる業務に従事する労働者）を介護休暇を取得することができない

者として定めることができるものとしたものであること。事業主が労使協定で介護

休暇を取得することができないものとして定められた労働者からの介護休暇申出を

拒んだ場合は、当該労働者は介護休暇を取得することができないこととしたもので

あること。ただし、１日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる

労働者として定められた労働者は、１日単位では介護休暇を取得できるものである

こと。
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なお、指針第二の二の（一）は、第２項の規定により、労使協定の締結をする場

合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き

続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、介護休暇の

取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すべきものであるこ

とを規定したものであること。例えば、勤務開始日に１日、３か月目に１日、５か

月目に１日、７か月目に２日（計５日）といった方法が考えられるものであること。

イ 第２項において準用する法第６条第１項第１号の「当該事業主に引き続き雇用

された期間」の解釈及び「六月に満たない」か否かの判断時点については、育

児休業の場合における法第６条第１項第１号の解釈と同様であること(第２の７

(8)(9)参照)。

ロ 厚生労働省令では、介護休暇を取得することができないこととすることについ

て合理的な理由があると認められる労働者の範囲（「則第８条第２号の労働者」、

すなわち、第２の７(12)で示すとおり、１週間の所定労働日数が２日以下である

者）を規定したものであること（則第 42 条）。

ハ 指針第二の二の(三)において、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、

１日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務」に該当し

うる業務の例示を掲げたものであること。これらの業務は例示であり、これら

以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらであれ

ば困難と認められる業務に該当するものではないこと(指針事項)。

指針において例示されている業務であっても、既に法の内容を満たす１日未満

の単位で介護休暇の取得が認められている業務については、取得することが困難

と認められる業務には該当しないものであること。

また、指針において例示されている業務であっても、労使の工夫によりできる

限り適用対象とすることが望ましいものであること。

(イ) 指針第二の二の(三)のイ関係

「国際路線等」の「等」とは、内国長距離路線をいうものであること。

「客室乗務員等」の「等」とは、操縦士、副操縦士等をいうものであるこ

と。

「業務等」の「等」とは、所定労働時間の大半を移動しながら行う運輸業

務等をいうものであること。

(ロ) 指針第二の二の(三)のロ関係

「長時間の移動を要する遠隔地で行う業務」とは、業務を行う場所までの

往復に多くの時間を要する業務など、休暇を取得した後の勤務時間又は取得す

るまでの勤務時間では処理することが困難であり、事業の運営に支障をきたす
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場合もあることが想定されることから、これを例示したものであること。

(ハ) 指針第二の二の(三)のハ関係

「流れ作業方式」とは、生産の設備・手段や材料・部品を生産工程順に配

列し、各作業工程を分業で行い連続的に生産する方式をいうものであること。

「交替制勤務」とは、同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務と

に交替につく勤務の態様をいうものであること。

ニ 法第 16 条の３第２項において準用する法第６条第１項第２号に該当するか否

かの判断時点については、育児休業の場合における法第６条第１項第２号の解

釈と同様であること(第２の７(10)参照)。

(3) 厚生労働省令では更に、法第 16 条の６第２項において準用する第６条第１項た

だし書の書面による協定においては、事業主が同項の規定に基づき労働者からの介

護休暇申出を拒む場合の手続等の事項を定めることができ、このような定めをする

ためには当該協定に規定しなければならないことを明らかにしたものであること

（則第 43 条）。

(4) 事業主は、経営困難、事業繁忙その他どのような理由があっても労働者の適法な

介護休暇の申出を拒むことはできないものであること。また、育児休業や介護休業

とは異なり、事業主には介護休暇を取得する日を変更する権限は認められていない

ものであること。

(5) その他「事業所の労働者」の範囲、「過半数を代表する」か否かの判断時点、

「代表する者」の選出方法、「書面による協定」の記載事項、「協定」の締結単位

・有効期間については、育児休業の場合と同様であること（第２の７(3)から(7)ま

で参照）。

５ 介護休暇申出を拒まれた労働者の介護休暇（法第 16 条の６第２項において準用す

る法第６条第２項）

(1) 事業主が、法第 16 条の６第２項において準用する法第６条第１項ただし書の規

定により、労使協定で介護休暇を取得することができないものとして定められた労

働者からの介護休暇申出を拒んだ場合は、当該労働者は介護休暇を取得することが

できないこととしたものであること。

(2) 介護休暇申出を拒まれた労働者であっても、その後労使協定で介護休暇を取得す

ることができない者として定められた労働者に該当しなくなれば、申し出て介護休

暇を取得することができるものであること。

６ 不利益取扱いの禁止（法第 16 条の７において準用する法第 10 条）

(1) 介護休暇の権利行使を保障するため、労働者が介護休暇申出をし、又は介護休暇
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を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをす

ることが禁止されることを明示したものであること。

(2) 「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合における効果

及び指針事項に係る解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の

23(2)から(5)参照）。

第６ 所定外労働の制限（法第６章）

１ 子の養育を行う労働者の所定外労働の制限の請求（法第 16 条の８第１項）

(1) 働きながら子の養育を行うための時間を確保できるようにするため、３歳に満た

ない子を養育する一定の範囲の労働者（日々雇用される者を除く。）が、その子を

養育するために請求した場合においては、事業主は、所定労働時間を超えて労働さ

せてはならないこととしたものであること。

例外として、労使の書面による協定により一定の範囲の労働者（①雇入れ後１年

未満の労働者、②その他請求をできないこととすることについて合理的な理由があ

ると認められる労働者）を所定外労働の制限をできない者として定めることができ

るものとしたものであること。

また、ただし書は、その例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主

は請求を拒めることとしたものであること。

なお、期間を定めて雇用される者については、育児休業及び介護休業と異なり、

別途の要件を課していないものであること。

(2) 「事業主」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の１

(3)(4)参照）。

(3) 「三歳に満たない」の解釈については、育児休業の場合に準じるものであること。

（第２の１(2)参照）。

(4) 「労働者」のうち、労働基準法第 41 条に規定する者（①労働基準法別表第１第

６号（林業を除く。）又は第７号に掲げる事業に従事する者、②監督若しくは管理

の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者、③監視又は断続的労働に従事する

者）については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、所定外

労働の制限の対象外であること。

このうち、労働基準法第 41 条第２号に定める管理監督者については、同法の解

釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者

の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであることとされている

こと。したがって、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号

の管理監督者に当たらない場合には、所定外労働の制限の対象となること。

(5) 「所定労働時間」とは、就業規則等において労働者が労働契約上労働すべき時間
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として定められた時間の意であり、労働基準法の規定による法定労働時間とは異な

るものであること。

(6) 「所定労働時間を超えて労働させてはならない」とは、所定労働時間を超えた時

間については、労働者の労務提供義務が消滅することをいうものであること。した

がって、所定労働時間を超えて事業主が労働者に対して労働命令をすることはでき

ず、仮にこれをしたとしても、当該労働者にはその命令に従う義務はないこととな

るものであること。

(7) 「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、当該労働者の所属する

事業所を基準として、当該労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配

置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきものであること。

事業主は、労働者が所定外労働の制限を請求した場合においては、当該労働者が

請求どおりに所定外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当

の努力をすべきものであり、単に所定外労働が事業の運営上必要であるとの理由だ

けでは拒むことは許されないものであること。

例えば、事業主が通常の配慮をすれば代行者を配置する等により事業を運営する

ことが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、そのための配慮を

しなかった場合は、所定外労働が必要な配置人員を欠くこと等をもって「事業の正

常な運営を妨げる場合」に該当するとはいえないものであること。一方、事業主が

通常の配慮をしたとしても代行者を配置する等により事業を運営することが客観的

に可能な状況になかったと認められる場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」

に該当するものであること。また、所定外労働をさせざるを得ない繁忙期において、

同一時期に多数の専門性の高い職種の労働者が請求した場合であって、通常考えら

れる相当の努力をしたとしてもなお事業運営に必要な業務体制を維持することが著

しく困難な場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するものであるこ

と。

(8) 第１号の「当該事業主に引き続き雇用された期間」の解釈及び「一年に満たな

い」か否かの判断時点については、育児休業の場合と同様であること（第２の７

(8)(9)参照）。

(9) 第２号に該当するか否かの判断時点は請求時点であり、制限開始予定日において

請求時点と状況が異なることが明らかなときは、制限開始予定日における状況に基

づき、請求時点で判断すべきものであること。

(10) 則第 44 条の「一週間の所定労働日数が二日以下の労働者」に該当するか否かの

判断時点については、原則として請求時点までの１月間の状況等を踏まえて判断す

るものであること。
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２ 子の養育を行う労働者の所定外労働の制限の請求の方法（法第 16 条の８第２項）

(1) 子の養育を行う労働者の所定外労働の制限の請求は、連続した一の期間について

しなければならないものであり、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わな

ければならないこととしたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたもの

であること。

厚生労働省令では、請求は所定の事項を事業主に通知することによって行わなけ

ればならないこと、事業主は通知事項に係る事項を証明することができる書類の提

出を労働者に求めることができること等を規定したものであること（則第 45 条）。

(2) 「その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期

間」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の５(2)参照）。

(3) 事業主は、当該労働者について、所定労働時間を超えて労働させないよう個別的

な労働時間管理を行う必要があること。

(4) 「制限開始予定日の一月前」とは、制限開始予定日の属する月の前月の応当日を

いい、前月に応当日がない場合はその月の末日をいうものであること（民法第 143

条第２項）。例えば、制限開始予定日が３月１日である場合には２月１日がその日

に当たり、制限開始予定日が３月 31 日である場合には２月 28 日がその日に当たる

ものであること。

制限開始予定日の１月前の日よりも後に行われる請求は、本法上事業主がこれに

応ずる義務はないものであるが、各事業所において、当該請求を認める制度を設け

ることは可能であること。

(5) 「第十七条第二項前段に規定する制限期間」とは、時間外労働の制限に関する制

限期間をいうものであること。

(6) 「重複」とは、法第 16 条の８第２項の制限期間と法第 17 条第２項の制限期間と

が一部又は全部において重なることをいうものであること。この場合、いずれかの

制限期間が実際に始まっている必要はないものであること。なお、労働者は重複す

る請求をすることができないものであり、当該請求がなされた場合であっても事業

主はこれに応じる義務はないものであること。

(7) 則第 45 条第１項の通知の様式、通知先及び特定の方法での通知を求める場合、

同項第１号の「請求の年月日」の通知すべき日並びに同項第５号の「養子縁組の効

力が生じた日」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の５

(4)(5)(6)(8)(9)参照）。

(8) 則第 45 条第４項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例は、

育児休業の場合と同様であること。（第２の５(16)イからハまで参照。）

(9) 則第 45 条第５項の「速やかに」の解釈については、育児休業の場合と同様であ

ること（第２の５(17)参照）。
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３ 子の養育を行う労働者の所定外労働の制限の請求がされなかったものとみなす事由

（法第 16 条の８第３項）

(1) 請求後、厚生労働省令で定める事由（子の死亡、子が養子である場合の離縁又は

養子縁組の取消し等。則第 46 条参照。）が生じたときは、請求がされなかったも

のとみなされることとし、労働者にこのような事由が生じた場合の通知義務を課し

たものであること。

(2) 則第 46 条各号に規定する事由が生じたときの効果、法第 16 条の８第３項後段の

「遅滞なく」及び「通知」の解釈、則第 46 条第２号で定める事由が生じた旨を労

働者が通知する場合の方法については、育児休業の場合と同様であること（第２の

16(2)から(5)まで参照）。

(3) 則第 46 条第３号の「同居しないこととなったこと」とは、永続的なものを想定

しているが、転勤等の事情による場合も、制限期間の末日までの間同居しない状態

が続くときは含むものであること。

(4) 則第 46 条第４号の「民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事

審判事件が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又

は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置

が解除されたとき。」の解釈については育児休業の場合と同様であること（第２の

16(7)参照）。

(5) 則第 46 条第５号の「当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る

子を養育することができない状態」とは、身体障害者福祉法第４条の身体障害者で

あること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより

自ら子を養育することが困難な状態のほか、制限期間の末日までの間通院、加療の

みならず入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態をいうものであり、この

ような状態であることが確定しない間は、当該請求はされなかったものとみなされ

ないものであること。

４ 制限期間の終了（法第 16 条の８第４項）

(1) 制限期間中にその請求に係る子が死亡するなど厚生労働省令で規定する事由（則

第 46 条参照。）が生じた場合、子が３歳に達した場合又は請求をした労働者本人

について産前産後休業、育児休業若しくは介護休業が始まった場合には、制限期間

は終了することとしたものであること。

(2) 所定外労働をさせるか否かについては、就業規則等の範囲内において事業主の裁

量にゆだねられるため、労働者はどの時点においても請求の撤回を申し出ることは

できるものであること。ただし、事業主は、労働者から撤回の申出があったからと
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いって、直ちに当該労働者に対し、他の労働者と同水準の所定外労働をさせなけれ

ばならなくなるものではないこと。

５ 制限期間の終了に関する労働者の通知義務（法第 16 条の８第５項）

(1) 法第 16 条の８第３項後段と同様、当該労働者に法第 16 条の８第４項第１号に規

定する事由が生じた場合の事業主に対する通知義務を課したものであること。

(2) 「通知」の解釈については、育児休業の場合と同様であること(第２の 19(2)参

照)。

６ 家族の介護を行う労働者の所定外労働の制限の請求（法第 16 条の９第１項におい

て準用する法第 16 条の８第１項）

(1) 働きながら家族の介護を行うための時間を確保できるようにするため、要介護状

態にある対象家族を介護する一定の範囲の労働者（①雇入れ後１年未満の労働者、

②その他請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる

労働者、のいずれにも該当しない労働者。ただし、日々雇用される者を除く。）が、

その対象家族を介護するために請求した場合においては、３歳に達するまでの子を

養育する一定の範囲の労働者が請求した場合と同様に、事業主は、所定労働時間を

超えて労働させてはならないこととしたものであること。

また、ただし書は、その例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主

は請求を拒めることとしたものであること。

なお、期間を定めて雇用される者については、育児休業及び介護休業と異なり、

別途の要件を課していないものであること。

(2) 労働者のうち、労働基準法第 41 条に規定する者（①労働基準法別表第１第６号

（林業を除く。）又は第７号に掲げる事業に従事する者、②監督若しくは管理の地

位にある者又は機密の事務を取り扱う者、③監視又は断続的労働に従事する者）に

ついては、子の養育を行う労働者の所定外労働の制限の場合と同様であること（１

(4)参照）。

(3) 法第 16 条の９第１項において準用する法第 16 条の８第１項の「事業主」、「所

定労働時間」及び「所定労働時間を超えて労働させてはならない」の解釈並びに

「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断方法、同項第１号の「当該事業主に引き

続き雇用された期間」の解釈及び「一年に満たない」か否かの判断時点並びに同項

第２号に該当するか否かの判断時点については、子の養育を行う労働者の所定外労

働の制限の場合と同様であること（１(2)(5)(6)(7)(8)(9)参照）。

(4) 則第 56 条において準用する則第 52 条の「一週間の所定労働日数が二日以下の労

働者」に該当するか否かの判断時点については、子の養育を行う労働者の所定外労
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働の制限の場合と同様であること（１(10)参照）。

７ 家族の介護を行う労働者の所定外労働の制限の請求の方法（法第 16 条の９第１項

において準用する法第 16 条の８第２項）

(1) 家族の介護を行う労働者の所定外労働の制限の請求は、子の養育を行う労働者の

所定外労働の制限の請求と同様に、連続した一の期間についてしなければならない

ものであり、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わなければならないこと

としたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたものであること。

厚生労働省令では、請求は所定の事項を事業主に通知することによって行わなけ

ればならないこと、事業主は通知事項に係る事項を証明することができる書類の提

出を労働者に求めることができること等を規定したものであること（則第 57 条）。

(2) 「その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の

期間」及び「制限開始予定日の一月前」の解釈については、子の養育を行う労働者

の所定外労働の制限の場合と同様であること（２(2)(4)参照）。

(3) 則第 57 条第１項の通知の様式、通知先及び特定の方法での通知を求める場合、

同項第１号の「請求の年月日」の通知すべき日並びに同項第５号の「対象家族が要

介護状態にある事実」の解釈については、介護休業の場合と同様であること（第３

の３(2)(3)参照）。

(4) 則第 57 条第４項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例と

して、対象家族と労働者との続柄及び要介護状態の事実については、介護休業の場

合と同様であること(第３の３(5)イ及びロ参照)。

また、上記の証明書等に代わってそれぞれの事実が証明できる他の書類を提出す

ることを妨げるものではなく、当該労働者の同僚等第三者の申立書の提出なども含

め様々な方法が可能であること、さらに、証明方法について、請求をする労働者に

過大な負担をかけることのないようにすべきものであること、介護に関しては、特

に情勢が様々に変化することがあるので、臨機応変かつ柔軟な対応が望まれること、

「要介護状態の事実」の証明手段などは、介護休業の場合と同様であること（第３

の３(5)参照）。

８ 家族の介護を行う労働者の所定外労働の制限の請求がされなかったものとみなす事

由（法第 16 条の９第１項において準用する法第 16 条の８第３項）

(1) 請求後、厚生労働省令で定める事由（則第 58 条で、対象家族の死亡、対象家族

と労働者との親族関係の消滅等を規定した。）が生じたときは、請求がされなかっ

たものとみなされることとし、労働者にこのような事由が生じた場合の通知義務を

課したものであること。
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(2) 則第 58 条各号に規定する事由が生じたときの効果、法第 16 条の９第１項におい

て準用する法第 16 条の８第３項後段の「遅滞なく」及び「通知」の解釈、則第 58

条第２号で定める事由が生じた旨を労働者が通知する場合の方法、同条第２号の

「親族関係の消滅」の解釈については、介護休業の場合と同様であること（第３の

13(2)(3)(4)参照）。

(3) 則第 58 条第３号の「当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る

対象家族を介護することができない状態」の解釈については、子の養育を行う労働

者の所定労働の制限の場合と同様であること（３(5)参照）。

９ 制限期間の終了（法第 16 条の９第１項において準用する法第 16 条の８第４項）

(1) 制限期間中にその請求に係る対象家族が死亡するなど厚生労働省令で規定する事

由（則第 59 条で、則第 58 条を準用する旨を規定した。）が生じた場合又は請求を

した労働者本人について産前産後休業、育児休業若しくは介護休業が始まった場合

には、制限期間は終了することとしたものであること。

(2) 制限期間の終了に関し、以下の点に留意すること。

イ いわゆる内縁関係の解消は、則第 59 条において準用する則第 58 条第２号の

「親族関係の消滅」に当たらないものであること。

ロ 対象家族の症状の緩和等による要介護状態からの離脱の場合の考え方について

は、介護休業の場合と同様であること（第３の 15(2)ロ参照）。

ハ 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等への入院・入所の場合の考え方につ

いては、介護休業の場合と同様であること(第３の 15(2)ハ参照)。

10 制限期間の終了に関する労働者の通知義務（法第 16 条の９第２項において準用す

る法第 16 条の８第３項後段）

(1) 法第 16 条の９第１項において準用する法第 16 条の８第３項後段と同様、当該労

働者に法第 16 条の９第１項において準用する法第 16 条の８第４項第１号に規定す

る事由が生じた場合の事業主に対する通知義務を課したものであること。

(2) 「通知」の解釈については、介護休業の場合と同様であること(第３の 16(2)参

照)。

11 不利益取扱いの禁止（法第 16 条の 10）

(1) 所定外労働の制限の権利行使を保障するため、労働者が所定外労働の制限の請求

をし、又は当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働

させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを

理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止され
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ることを明示したものであること。

(2) 「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合における効果

及び指針事項に係る解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の

23 (2)から(5)参照）。

12 指針事項

(1) 指針第二の三の(一)は、事業所にあらかじめ所定外労働の制限の制度を導入し、

かつ、就業規則の整備等必要な措置を講ずることを事業主に求めたものであること。

これは、法律上、所定外労働の制限の制度が事業所内制度として設けられることが

労働者の権利行使に当たって必須のものであるとはいえないが、法律上所定外労働

の制限が労働者の権利として認められており、労働者がこれを容易に受けられるよ

うにするためにも、所定外労働の制限の制度があらかじめ事業所内制度として設け

られた上で、就業規則等に記載され、労働者に制度の存在が明らかになっているこ

とが必要であることを明示したものであること。

(2) 指針第二の三の(二)の「制度の弾力的な利用」とは、労働者が一時的に子の養育

や家族の介護をする必要がなくなった期間について、話合いにより、その事業主の

下で所定労働時間を超えて労働すること等労働者の様々な状況に対応するための運

用をいうものであること。

第７ 時間外労働の制限（法第７章）

１ 子の養育を行う労働者の時間外労働の制限の請求（法第 17 条第１項）

(1) 働きながら子の養育を行うための時間を確保できるようにするため、小学校就学

の始期に達するまでの子を養育する一定の範囲の労働者（①雇入れ後１年未満の労

働者、②その他請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認め

られる労働者、のいずれにも該当しない労働者。ただし、日々雇用される者を除

く。）が、その子を養育するために請求した場合においては、事業主は、制限時間

（１月について 24 時間、１年について 150 時間をいう。以下同じ。）を超えて労

働基準法第 36 条第１項に規定する労働時間（以下単に「労働時間」という。）を

延長してはならないこととしたものであること。

また、ただし書は、その例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主

は請求を拒めることとしたものであること。

なお、期間を定めて雇用される者については、育児休業及び介護休業と異なり、

別途の要件を課していないものであること。

(2) 「事業主」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の１

(3)(4)参照）。
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(3) 「同項に規定する労働時間」とは、労働基準法第 36 条第１項において規定する

次に掲げる労働時間をいうものであること。

イ 労働基準法第 32 条の規定による１週間につき 40 時間、１日につき８時間とい

う法定労働時間（ただし、同法第 40 条に基づき、労働基準法施行規則（昭和 22

年厚生省令第 23 号）第 25 条の２において、特例の定めあり。）

ロ 労働基準法第 32 条の２の規定による１か月単位の変形労働時間制における労

働時間

ハ 労働基準法第 32 条の３の規定によるいわゆるフレックスタイム制における労

働時間

ニ 労働基準法第 32 条の４の規定による１年単位の変形労働時間制における労働

時間

ホ 労働基準法第 32 条の５の規定による１週間単位の非定型的変形労働時間制に

おける労働時間

(4) 「小学校就学の始期に達するまで」の解釈については、子の看護休暇の場合と同

様であること（第４の１(2)参照）。

(5) 「労働者」のうち、労働基準法第 41 条に規定する者（①労働基準法別表第１第

６号（林業を除く。）又は第７号に掲げる事業に従事する者、②監督若しくは管理

の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者、③監視又は断続的労働に従事する

者）については、そもそも労働基準法上の労働時間に関する規定の適用がないため、

対象にはなり得ないものであること。

このうち、労働基準法第 41 条第２号に定める管理監督者については、同法の解

釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者

の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであることとされている

こと。したがって、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号

の管理監督者に当たらない場合には、時間外労働の制限の対象となること。

(6) 「制限時間・・・を超えて労働時間を延長してはならない」とは、事業主が労働

基準法第 36 条第１項本文の規定により労働時間を延長させることができる場合で

あっても、制限時間を超えた時間については、労働者の労務提供義務が消滅するこ

とをいうものであること。したがって、時間外労働協定で定めた時間外労働の上限

時間如何に関わらず、制限時間を超えて事業主が労働者に対して時間外労働命令を

することはできず、仮にこれをしたとしても、当該労働者にはその命令に従う義務

はないこととなるものであること。なお、適法に労働時間を延長させるためには、

別途、労働基準法第 36 条による所定の手続が必要であることはいうまでもないこ

と。

(7) 「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断方法については、所定外労働の制限の
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場合と同様であること（第６の１（７）参照）。

(8) 第１号の「当該事業主に引き続き雇用された期間」の解釈及び「一年に満たな

い」か否かの判断時点については、育児休業の場合と同様であること（第２の７

(8)(9)参照）。

(9) 第２号に該当するか否かの判断時点は請求時点であり、制限開始予定日において

請求時点と状況が異なることが明らかなときは、制限開始予定日における状況に基

づき、請求時点で判断すべきものであること。

(10) 則第 52 条の「一週間の所定労働日数が二日以下の労働者」に該当するか否かの判

断時点については、原則として請求時点までの１月間の状況等を踏まえて判断する

ものであること。

２ 子の養育を行う労働者の時間外労働の制限の請求の方法（法第 17 条第２項）

(1) 子の養育を行う労働者の時間外労働の制限の請求は、連続した一の期間について

しなければならないものであり、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わな

ければならないこととしたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたもの

であること。

厚生労働省令では、請求は所定の事項を事業主に通知することによって行わなけ

ればならないこと、事業主は通知事項に係る事項を証明することができる書類の提

出を労働者に求めることができること等を規定したものであること（則第 53 条）。

(2) 時間外労働協定の有効期間が終了した場合であっても、次なる時間外労働協定が

締結され届け出られた場合には、再び時間外労働をさせることができることになる

ことから、労働者の請求する制限期間における「末日」を請求時に存在する時間外

労働協定の有効期間を超えて設定することは可能であること。

(3) 「その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の

期間」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の５(2)参照）。

労働者の請求した制限期間が１年に満たない場合には、事業主は当該期間におい

て 150 時間を超えて労働時間を延長してはならないものであること。また、制限期

間においては、制限期間の始期から１か月ごとに区切った期間ごとに 24 時間を超

えて労働時間を延長してはならないこととなるが、労働者の請求した制限期間が１

年に満たないことにより制限期間中の最後の区切りの期間が１か月に満たないこと

となった場合には、事業主は当該期間において 24 時間を超えて労働時間を延長し

てはならないものであること。

具体的には、例えば、平成 29 年７月 10 日から平成 30 年３月 31 日までの期間に

おいて時間外労働の制限の請求を行った場合には、まず、当該期間全体について

150 時間を超えて労働時間を延長してはならないという制限がかかり、当該期間内
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の１か月ごとに区分した期間ごとに 24 時間を超えて労働時間を延長してはならな

いという制限がかかることになるが、最後の区切りの期間である平成 30 年３月 10

日から平成 30 年３月 31 日までの期間については、１か月に満たないものの、当該

期間について 24 時間を超えて労働時間を延長してはならないという制限がかかる

ものであること。

また、制限期間においては、原則として、１か月について 24 時間及び１年につ

いて 150 時間の両方の制限がかかるものであるが、制限期間が６か月以下の場合に

は、24 時間×α月＜150 時間となるため、１年について 150 時間の制限の意味はな

く、実質的に１か月 24 時間を超えて労働時間を延長してはならないという制限の

みがかかるものであること。

(4) 事業主は、当該労働者について、時間外労働協定に基づく労働時間管理に加え、

制限期間において１か月について 24 時間及び１年について 150 時間を超えて時間

外労働をさせないよう個別的な労働時間管理を行う必要があること。

(5) 「制限開始予定日の一月前」とは、所定外労働の制限の場合と同様であること。

（第６の２（４）参照。）

(6) 「第十六条の八第二項前段に規定する制限期間」とは、所定外労働の制限に関す

る制限期間をいうものであること。

(7) 「重複」とは、法第 17 条第２項の制限期間と法第 16 の８第２項の制限期間とが

一部又は全部において重なることをいうものであること。この場合、いずれかの制

限期間が実際に始まっている必要はないものであること。なお、労働者は重複する

請求をすることができないものであり、当該請求がなされた場合であっても事業主

はこれに応じる義務はないものであること。

(8) 則第 53 条第１項の通知の様式、通知先及び特定の方法での通知を求める場合、

同項第１号の「請求の年月日」の通知すべき日並びに同項第５号の「養子縁組の効

力が生じた日」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の５

(4)(5)(6)(8)(9)参照）。

(9) 則第 53 条第４項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例は、

育児休業の場合と同様であること。（第２の５（16）イからニまで参照。）

(10) 則第 53 条第５項の「速やかに」の解釈については、育児休業の場合と同様であ

ること（第２の５(17)参照）。

３ 子の養育を行う労働者の時間外労働の制限の請求がされなかったものとみなす事由

（法第 17 条第３項）

(1) 請求後、厚生労働省令で定める事由（則第 54 条で、子の死亡、子が養子である

場合の離縁又は養子縁組の取消し等を規定した。）が生じたときは、請求がされな
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かったものとみなされることとし、労働者にこのような事由が生じた場合の通知義

務を課したものであること。

(2) 則第 54 条各号に規定する事由が生じたときの効果、法第 17 条第３項後段の「遅

滞なく」及び「通知」の解釈、則第 54 条第２号で定める事由が生じた旨を労働者

が通知する場合の方法については、育児休業の場合と同様であること（第２の

16(2)から(5)まで参照）。

(3) 則第 54 条第３号の「同居しないこととなったこと」とは、永続的なものを想定

しているが、転勤等の事情による場合も、制限期間の末日までの間同居しない状態

が続くときは含むものであること。

(4) 則第 54 条第４号の「民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事

審判事件が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又

は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置

が解除されたとき。」の解釈については育児休業の場合と同様であること（第２の

16(7)参照）。

(5) 則第 54 条第５号の「当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る

子を養育することができない状態」とは、身体障害者福祉法第４条の身体障害者で

あること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより

自ら子を養育することが困難な状態のほか、制限期間の末日までの間通院、加療の

みならず入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態をいうものであり、この

ような状態であることが確定しない間は、当該請求はされなかったものとみなされ

ないものであること。

４ 制限期間の終了（法第 17 条第４項）

(1) 制限期間中にその請求に係る子が死亡するなど厚生労働省令で規定する事由（則

第 55 条で、則第 54 条を準用する旨を規定した。）が生じた場合、子が小学校就学

の始期に達した場合又は請求をした労働者本人について産前産後休業、育児休業若

しくは介護休業が始まった場合には、制限期間は終了することとしたものであるこ

と。

(2) 時間外労働をさせるか否かについては、就業規則等の範囲内において事業主の裁

量にゆだねられるため、労働者はどの時点においても請求の撤回を申し出ることは

できるものであること。ただし、事業主は、労働者から撤回の申出があったからと

いって、直ちに当該労働者に対し、他の労働者と同水準の時間外労働をさせなけれ

ばならなくなるものではないこと。
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５ 制限期間の終了に関する労働者の通知義務（法第 17 条第５項）

(1) 法第 17 条第３項後段と同様、当該労働者に法第 17 条第４項第１号に規定する事

由が生じた場合の事業主に対する通知義務を課したものであること。

(2) 「通知」の解釈については、育児休業の場合と同様であること(第２の 19(2)参

照)。

６ 家族の介護を行う労働者の時間外労働の制限の請求（法第 18 条第１項において準

用する法第 17 条第１項）

(1) 働きながら家族の介護を行うための時間を確保できるようにするため、要介護状

態にある対象家族を介護する一定の範囲の労働者（①雇入れ後１年未満の労働者、

②その他請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる

労働者、のいずれにも該当しない労働者。ただし、日々雇用される者を除く。）が、

その対象家族を介護するために請求した場合においては、小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育する一定の範囲の労働者が請求した場合と同様に、事業主は、制

限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととしたものであること。

また、ただし書は、その例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主

は請求を拒めることとしたものであること。

なお、期間を定めて雇用される者については、育児休業及び介護休業と異なり、

別途の要件を課していないものであること。

(2) 対象となる「労働者」の範囲については、子の養育を行う労働者の時間外労働の

制限の場合と同様であること（１(5)参照）。

(3) 法第 18 条第１項において準用する法第 17 条第１項の「事業主」、「同項に規定

する労働時間」及び「制限時間・・・を超えて労働時間を延長してはならない」の

解釈並びに「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断方法、同項第１号の「当該事

業主に引き続き雇用された期間」の解釈及び「一年に満たない」か否かの判断時点

並びに同項第２号に該当するか否かの判断時点については、子の養育を行う労働者

の時間外労働の制限の場合と同様であること（１(2)(3)(6)(7)(8)(9)参照）。

(4) 則第 56 条において準用する則第 52 条第１号の「一週間の所定労働日数が二日以

下の労働者」に該当するか否かの判断時点については、子の養育を行う労働者の時

間外労働の制限の場合と同様であること（１(10)参照）。

７ 家族の介護を行う労働者の時間外労働の制限の請求の方法（法第 18 条第１項にお

いて準用する法第 17 条第２項）

(1) 家族の介護を行う労働者の時間外労働の制限の請求は、子の養育を行う労働者の

時間外労働の制限の請求と同様に、連続した一の期間についてしなければならない
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ものであり、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わなければならないこと

としたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたものであること。

厚生労働省令では、請求は所定の事項を事業主に通知することによって行わなけ

ればならないこと、事業主は通知事項に係る事項を証明することができる書類の提

出を労働者に求めることができること等を規定したものであること（則第 57 条）。

(2) 「時間外労働協定の有効期間」との関係、「その期間中は制限時間を超えて労働

時間を延長してはならないこととなる一の期間」及び「制限開始予定日の一月前」

の解釈については、子の養育を行う労働者の時間外労働の制限の場合と同様である

こと（２(2)(3)(5)参照）。

(3) 則第 57 条第１項の通知の様式、通知先及び特定の方法での通知を求める場合、

同項第１号の「請求の年月日」の通知すべき日並びに同項第４号の「対象家族が要

介護状態にある事実」の解釈については、介護休業の場合と同様であること（第３

の３(2)(3)参照）。

(4) 則第 57 条第４項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例と

して、対象家族と労働者との続柄及び要介護状態の事実については、介護休業の場

合と同様であること(第３の３(5)イ及びロ参照)。

また、上記の証明書等に代わってそれぞれの事実が証明できる他の書類を提出す

ることを妨げるものではなく、当該労働者の同僚等第三者の申立書の提出なども含

め様々な方法が可能であること、さらに、証明方法について、請求をする労働者に

過大な負担をかけることのないようにすべきものであること、介護に関しては、特

に情勢が様々に変化することがあるので、臨機応変かつ柔軟な対応が望まれること、

「要介護状態の事実」の証明手段などは、介護休業の場合と同様であること（第３

の３(5)参照）。

８ 家族の介護を行う労働者の時間外労働の制限の請求がされなかったものとみなす事

由（法第 18 条第１項において準用する法第 17 条第３項）

(1) 請求後、厚生労働省令で定める事由（則第 58 条で、対象家族の死亡、対象家族

と労働者との親族関係の消滅等を規定した。）が生じたときは、請求がされなかっ

たものとみなされることとし、労働者にこのような事由が生じた場合の通知義務を

課したものであること。

(2) 則第 58 条各号に規定する事由が生じたときの効果、法第 18 条第１項において準

用する法第 17 条第３項後段の「遅滞なく」及び「通知」の解釈、則第 58 条第２号

で定める事由が生じた旨を労働者が通知する場合の方法、同条第２号の「親族関係

の消滅」の解釈については、介護休業の場合と同様であること（第３の

13(2)(3)(4)参照）。
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(3) 則第 58 条第３号の「当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る

対象家族を介護することができない状態」の解釈については、子の養育を行う労働

者の時間外労働の制限の場合と同様であること（３(5)参照）。

９ 制限期間の終了（法第 18 条第１項において準用する法第 17 条第４項）

(1) 制限期間中にその請求に係る対象家族が死亡するなど厚生労働省令で規定する事

由（則第 59 条で、則第 58 条を準用する旨を規定した。）が生じた場合又は請求を

した労働者本人について産前産後休業、育児休業若しくは介護休業が始まった場合

には、制限期間は終了することとしたものであること。

(2) 制限期間の終了に関し、以下の点に留意すること。

イ いわゆる内縁関係の解消は、則第 59 条において準用する則第 58 条第２号の

「親族関係の消滅」に当たらないものであること。

ロ 対象家族の症状の緩和等による要介護状態からの離脱の場合の考え方について

は、介護休業の場合と同様であること（第３の 15(2)ロ参照）。

ハ 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等への入院・入所の場合の考え方につ

いては、介護休業の場合と同様であること(第３の 15(2)ハ参照)。

10 制限期間の終了に関する労働者の通知義務（法第 18 条第２項において準用する法

第 17 条第３項後段）

(1) 法第 18 条第１項において準用する法第 17 条第３項後段と同様、当該労働者に法

第 18 条第１項において準用する法第 17 条第４項第１号に規定する事由が生じた場

合の事業主に対する通知義務を課したものであること。

(2) 「通知」の解釈については、介護休業の場合と同様であること(第３の 16(2)参

照)。

11 不利益取扱いの禁止（法第 18 条の２）

(1) 時間外労働の制限の権利行使を保障するため、労働者が時間外労働の制限の請求

をし、又は当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働させ

てはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由とし

て、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止されることを

明示したものであること。

(2) 「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合における効果

及び指針事項に係る解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の

23(2)から(5)参照）。
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12 指針事項

指針第二の四は、事業所にあらかじめ時間外労働の制限の制度を導入し、かつ、

就業規則の整備等必要な措置を講ずることを事業主に求めたものであること。これは、

法律上、時間外労働の制限の制度が事業所内制度として設けられることが労働者の権

利行使に当たって必須のものであるとはいえないが、法律上時間外労働の制限が労働

者の権利として認められており、労働者がこれを容易に受けられるようにするために

も、時間外労働の制限の制度があらかじめ事業所内制度として設けられた上で、就業

規則等に記載され、労働者に制度の存在が明らかになっていることが必要であること

を明示したものであること。

第８ 深夜業の制限（法第８章）

１ 子の養育を行う労働者の深夜業の制限の請求（法第 19 条第１項）

(1) 深夜に子を保育する者がいなくなる場合に対応するため、小学校就学の始期に達

するまでの子を養育する一定の範囲の労働者（①雇入れ後１年未満の労働者、②深

夜において常態として子を保育することができる同居の家族その他の者がいる労働

者、③その他請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認めら

れる労働者、のいずれにも該当しない労働者。ただし、日々雇用される者を除

く。）が、その子を養育するために請求した場合においては、事業主は、午後 10

時から午前５時までの間（以下「深夜」という。）において労働させてはならない

こととしたものであること。

また、ただし書は、その例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主

は請求を拒めることとしたものであること。

なお、期間を定めて雇用される者については、育児休業及び介護休業と異なり、

別途の要件を課していないものであること。

(2) 労働基準法第 66 条第３項に規定する妊産婦の深夜業の制限は、母性保護の見地

から設けられたものであり、妊産婦の深夜業の制限と法第 19 条に規定する深夜業

の制限は、その趣旨、目的が異なるものであることから、両者の要件に該当する労

働者は、任意に選択して請求することができるものであること。

(3) 「事業主」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の１

(3)(4)参照）。

(4) 「小学校就学の始期に達するまで」の解釈については、子の看護休暇の場合と同

様であること（第４の１(2)参照）。

(5) 「午後十時から午前五時までの間・・・において労働させてはならない」とは、

午後 10 時から午前５時までの間においては、所定労働時間内であるか否かに関わ

らず、労働者の労務提供義務が消滅することをいうものであること。
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(6) 「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断方法については、所定外労働の制限の

場合と同様であること（第６の１(7)参照）。

(7) 第１号の「当該事業主に引き続き雇用された期間」の解釈及び「一年に満たな

い」か否かの判断時点については、育児休業の場合と同様であること（第２の７

(8)(9)参照）。

(8) 第２号の「保育」とは、保護し育てるとの意であり、「養育」とは異なり、親以

外の者による対応も含むものであること。

(9) 第２号の「同居の家族」には、１月未満の期間のみ同居が見込まれる家族を含ま

ないものであること。

(10) 第２号及び第３号に該当するか否かの判断時点は請求時点であり、制限開始予定

日において請求時点と状況が異なることが明らかなときは、制限開始予定日におけ

る状況に基づき、請求時点で判断すべきものであること。

(11) 則第 60 条において「十六歳以上」としているのは、保育することができるとみ

なすには保育する者が一定の年齢に達していることが必要であると考えられること

から、義務教育修了年齢を参考として「十六歳以上」としたものであること。

(12) 則第 60 条第１号の「就業」とは、原則として所定労働時間内の就業をいうもの

であるが、制限期間について所定労働時間を超える就業が深夜に及ぶことが明らか

な場合には、当該就業は「就業」に含まれるものであること。

また、宿泊を伴う出張の場合は、「就業」に含まれるものであること。

(13) 則第 60 条第１号の「深夜における就業日数が一月について三日以下の者」に該

当するか否かは、原則として請求時点までの１月間の状況等を踏まえて判断するも

のであること。

また、「深夜における就業日数」の計算において、継続勤務が２暦日にわたる場

合には、当該勤務は始業時刻の属する日の勤務として、当該「１日」の就業とする

ものであること。

(14) 則第 60 条第２号の「子を保育することが困難な状態」とは、身体障害者福祉法

第４条の身体障害者であること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神

障害があることにより自ら子を保育することが困難な状態のほか、老齢により身体

機能が相当程度低下し子を保育することが困難な状態をいうものであること。

(15) 則第 60 条第３号の「六週間（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）以内に出

産予定であるか又は産後八週間を経過しない」の解釈については、育児休業の場合

と同様であること（第２の３(12)参照）。

(16) 則第 61 条第１号の「一週間の所定労働日数が二日以下の労働者」に該当するか

否かの判断時点は、子の養育を行う労働者の時間外労働の制限の場合と同様である

こと（第７の１(10)参照）。
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(17) 則第 61 条第２号の「所定労働時間」とは、就業規則等において労働者が労働契

約上労働すべき時間として定められた時間の意であり、労働基準法の規定による法

定労働時間とは異なるものであること。

(18) 則第 61 条第２号の「全部が深夜にある」とは、所定労働時間のすべてが午後 10

時から午前５時までの間にあるとの意であること。したがって、例えば、交替制勤

務の場合や、所定労働時間の一部に午後 10 時から午前５時までの間以外の時間帯

が含まれている場合は、「全部が深夜にある」には該当しないものであること。

２ 子の養育を行う労働者の深夜業の制限の請求の方法（法第 19 条第２項）

(1) 子の養育を行う労働者の深夜業の制限の請求は、連続した一の期間についてしな

ければならないものであり、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わなけれ

ばならないこととしたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたものであ

ること。

厚生労働省令では、請求は所定の事項を事業主に通知することによって行わなけ

ればならないこと、事業主は通知事項に係る事項を証明することができる書類の提

出を労働者に求めることができること等を規定したものであること（則第 62 条）。

(2) 「その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間」の解釈

については、育児休業の場合と同様であること。（第２の５(2)参照）。

(3) 「制限開始予定日の一月前」の解釈については、子の養育を行う労働者の時間外

労働の制限の場合と同様であること（第７の２(5)参照）。

(4) 則第 62 条第１項の通知の様式、通知先及び特定の方法での通知を求める場合、

同項第１号の「請求の年月日」の通知すべき日並びに同項第５号の「養子縁組の効

力が生じた日」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の５

(4)(5)(6)(8)(9)まで参照）。

(5) 則第 62 条第１項第６号の「第六十条の者がいない事実」とは、その旨を記載す

れば足りるものであり、その事実を証明する書類の添付は、則第 62 条第２項によ

り事業主からの請求がない限り、当然には要求されないものであること。

(6) 則第 62 条第４項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例は、

それぞれの証明すべき事実に応じ以下のとおりであること。

イ 妊娠の事実、出生の事実及び養子縁組の事実 第２の５(16)イ、ロ、ニ参照

ロ 子の 16 歳以上の同居の家族がいない事実 住民票記載事項の証明書、出張命

令書の写し

ハ 家族が深夜において就業している事実 労働契約又は就業規則の写し

ニ 家族が子を保育することが困難な状態の事実 第２の５(16）チ参照

ホ 家族が６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産予定である
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か又は産後８週間を経過していない事実 第２の５(16)ル参照

また、上記の証明書等に代わってそれぞれの事実が証明できる他の書類を提出す

ことを妨げるものではなく、当該労働者の同僚等第三者の申立書の提出なども含め

様々な方法が可能であること、さらに、証明方法について、請求をする労働者に過

大な負担をかけることのないようにすべきものであることなどは、育児休業の場合

と同様であること（第２の５(16)参照）。

(7) 則第 62 条第５項の「速やかに」の解釈については、育児休業の場合と同様であ

ること（第２の５(17)参照）。

３ 子の養育を行う労働者の深夜業の制限の請求がされなかったものとみなす事由（法

第 19 条第３項）

(1) 請求後、厚生労働省令で定める事由（則第 63 条で、子の死亡、子が養子である

場合の離縁又は養子縁組の取消等を規定した。）が生じたときは、請求がされなか

ったものとみなされることとし、労働者にこのような事由が生じた場合の通知義務

を課したものであること。

(2) 則第 63 条各号に規定する事由が生じたときの効果、法第 19 条第３項後段の「遅

滞なく」及び「通知」の解釈、則第 63 条第２号で定める事由が生じた旨を労働者

が通知する場合の方法については、育児休業の場合と同様であること（第２の

16(2)から(5)まで参照）。

(3) 則第 63 条第３号の「同居しないこととなったこと」及び則第 63 条第５号の「当

該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができな

い状態」の解釈については、子の養育を行う労働者の時間外労働の制限の場合と同

様であること（第７の３(3)(5)参照）。

また、則第 63 条第４号の「民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係

る家事審判事件が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除

く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定に

よる措置が解除されたとき。」の解釈については育児休業の場合と同様であること

（第２の 16(7)参照）。

４ 制限期間の終了（法第 19 条第４項）

(1) 制限期間中にその請求に係る子が死亡するなど厚生労働省令で規定する事由（則

第 64 条で、則第 63 条を準用する旨を規定した。）が生じた場合、子が小学校就学

の始期に達した場合又は請求をした労働者本人について産前産後休業、育児休業若

しくは介護休業が始まった場合には、制限期間は終了することとしたものであるこ

と。
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(2) 制限期間の終了に関し、以下の点に留意すること。

イ 請求に係る子の同居の家族が生じた場合を当然終了事由とすることについては、

事業主にとって要員管理が不安定なものとなるため、当然終了事由とはしていな

いところであること。

ロ 制限期間中の深夜における就労については、イの場合を含め、制限期間中の労

働者が一時的に子の養育をする必要がなくなった期間について、話合いにより、

その事業主の下で深夜において就労することは妨げないものであること。その場

合、当該労使で深夜業の制限を終了させる特段の合意のない限り、一旦深夜業に

復帰することをもって当然に深夜業の制限が終了するものではなく、一時的中断

とみることが適当であって、当初の制限期間の範囲内で深夜業の制限を再開する

ことができるものであること。

５ 制限期間の終了に関する労働者の通知義務（法第 19 条第５項）

(1) 法第 19 条第３項後段と同様、当該労働者に法第 19 条第４項第１号に規定する事

由が生じた場合の事業主に対する通知義務を課したものであること。

(2) 「通知」の解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の 19(2)参

照）。

６ 家族の介護を行う労働者の深夜業の制限の請求（法第 20 条第１項において準用す

る法第 19 条第１項）

(1) 深夜に家族を介護する者がいなくなる場合に対応するため、要介護状態にある対

象家族を介護する一定の範囲の労働者（①雇入れ後１年未満の労働者、②深夜にお

いて常態として対象家族を介護することができる同居の家族その他の者がいる労働

者、③その他請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認めら

れる労働者、のいずれにも該当しない労働者。ただし、日々雇用される者を除

く。）が、その対象家族を介護するために請求した場合においては、小学校就学の

始期に達するまでの子を養育する一定の範囲の労働者が請求した場合と同様に、事

業主は、深夜において労働させてはならないこととしたものであること。

また、ただし書は、その例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主

は請求を拒めることとしたものであること。

なお、期間を定めて雇用される者については、育児休業及び介護休業と異なり、

別途の要件を課していないものであること。

(2) 労働基準法第 66 条第３項に規定する妊産婦の深夜業の制限との関係については、

子の養育を行う労働者の深夜業の制限の場合と同様であること（１(2)参照）。

(3) 法第 20 条第１項において準用する法第 19 条第１項の「事業主」及び「午後十時
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から午前五時までの間・・・において労働させてはならない」の解釈並びに「事業

の正常な運営を妨げる場合」の判断方法、同項第１号の「当該事業主に引き続き雇

用された期間」の解釈及び「一年に満たない」か否かの判断時点、同項第２号の

「同居の家族」の解釈並びに同項第２号及び第３号に該当するか否かの判断時点に

ついては、子の養育を行う労働者の深夜業の制限の場合と同様であること（１

(3)(5)(6)(7)(9)(10)参照）。

(4) 則第 65 条において準用する則第 60 条の「十六歳以上」の趣旨、同項第１号の

「就業」の解釈、「深夜における就業日数が一月について三日以下の者」に該当す

るか否かの判断時点及び「深夜における就業日数」の計算、同項第２号の「対象家

族を介護することが困難な状態」の解釈、同項第３号の「六週間（多胎妊娠の場合

にあっては、十四週間）以内に出産予定であるか又は産後八週間を経過しない」の

解釈、則第 66 条において準用する則第 61 条第１号の「一週間の所定労働日数が二

日以下の労働者」に該当するか否かの判断時点並びに同条第２号の「所定労働時

間」及び「全部が深夜にある」の解釈については、子の養育を行う労働者の深夜業

の制限の場合と同様であること（１(11)から(18)まで参照）。

７ 家族の介護を行う労働者の深夜業の制限の請求の方法（法第 20 条第１項において

準用する法第 19 条第２項）

(1) 家族の介護を行う労働者の深夜業の制限の請求は、子の養育を行う労働者の深夜

業の制限の請求と同様に、連続した一の期間についてしなければならないものであ

り、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わなければならないこととしたほ

か、その方法を厚生労働省令で定めることとしたものであること。

厚生労働省令では、請求は所定の事項を事業主に通知することによって行わなけ

ればならないこと、事業主は通知事項に係る事項を証明することができる書類の提

出を労働者に求めることができること等を規定したものであること（則第 67 条）。

(2) 「その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間」及び

「制限開始予定日の一月前」の解釈については、子の養育を行う労働者の深夜業の

制限の場合と同様であること（２(2)(3)参照）。

(3) 則第 67 条第１項の通知の様式、通知先及び特定の方法での通知を求める場合、

同項第１号の「請求の年月日」の通知すべき日並びに同項第４号の「対象家族が要

介護状態にある事実」の解釈については、介護休業の場合と同様であること（第３

の３(2)(3)参照）。

(4) 則第 67 条第１項第６号の「第六十五条において準用する第六十条の者がいない

事実」の解釈については、子の養育を行う労働者の深夜業の制限の場合と同様であ

ること（２(5)参照）。
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(5) 則第 67 条第４項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例は、

それぞれの証明すべき事実に応じ以下のとおりであること。

イ 対象家族と労働者との続柄、要介護状態の事実 第３の３(5)イ及びロ参照

ロ 対象家族の 16 歳以上の同居の家族がいない事実、家族が深夜において就業し

ている事実、家族が対象家族を介護することが困難な状態の事実、家族が６週間

（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産予定であるか又は産後８週

間を経過していない事実 ２(6)ロからホまで参照

また、上記の証明書等に代わってそれぞれの事実が証明できる他の書類を提出

することを妨げるものではなく、当該労働者の同僚等第三者の申立書の提出など

も含め様々な方法が可能であること、さらに、証明方法について、請求をする労

働者に過大な負担をかけることのないようにすべきものであること、介護に関し

ては、特に情勢が様々に変化することがあるので、臨機応変かつ柔軟な対応が望

まれること、「要介護状態の事実」の証明手段などは、介護休業の場合と同様で

あること（第３の３(5)参照）。

８ 家族の介護を行う労働者の深夜業の制限の請求がされなかったものとみなす事由

（法第 20 条第１項において準用する法第 19 条第３項）

(1) 請求後、厚生労働省令で定める事由（則第 68 条で、対象家族の死亡、対象家族

と労働者との親族関係の消滅等を規定した。）が生じたときは、請求がされなかっ

たものとみなされることとし、労働者にこのような事由が生じた場合の通知義務を

課したものであること。

(2) 則第 68 条各号に規定する事由が生じたときの効果、法第 20 条第１項において準

用する法第 19 条第３項後段の「遅滞なく」及び「通知」の解釈、則第 68 条第２号

で定める事由が生じた旨を労働者が通知する場合の方法、同条第２号の「親族関係

の消滅」の解釈については、介護休業の場合と同様であること（第３の 13(2)から

(4)参照）。

(3) 則第 68 条第３号の「当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る

対象家族を介護することができない状態」の解釈については、子の養育を行う労働

者の深夜業の制限の場合と同様であること（３(3)参照）。

９ 制限期間の終了（法第 20 条第１項において準用する法第 19 条第４項）

(1) 制限期間中にその請求に係る対象家族が死亡するなど厚生労働省令で規定する事

由（則第 69 条で、則第 68 条を準用する旨を規定した。）が生じた場合又は請求を

した労働者本人について産前産後休業、育児休業若しくは介護休業が始まった場合

には、制限期間は終了することとしたものであること。
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(2) 制限期間の終了に関し、以下の点に留意すること。

イ いわゆる内縁関係の解消は、則第 69 条において準用する則第 68 条第２号の

「親族関係の消滅」に当たらないものであること（第３の 13(4)参照）。

ロ 対象家族の症状の緩和等による要介護状態からの離脱の場合の考え方について

は、介護休業の場合と同様であること（第３の 15(2)ロ参照）。

ハ 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等への入院・入所の場合の考え方につ

いては、介護休業の場合と同様であること（第３の 15(2)ハ参照）。

ニ 請求に係る対象家族の同居の家族が生じた場合及び制限期間中の深夜における

就労の考え方については、子の養育を行う労働者の深夜業の制限の場合と同様で

あること（４(2)参照）。

10 制限期間の終了に関する労働者の通知義務（法第 20 条第２項において準用する法

第 19 条第３項後段）

(1) 法第 20 条第１項において準用する法第 19 条第３項後段と同様、当該労働者に法

第 20 条第１項において準用する法第 19 条第４項第１号に規定する事由が生じた場

合の事業主に対する通知義務を課したものであること。

(2) 「通知」の解釈については、介護休業の場合と同様であること（第３の 16(2)参

照）。

11 不利益取扱いの禁止（法第 20 条の２）

(1) 深夜業の制限の権利行使を保障するため、労働者が深夜業の制限の請求をし、又

は当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない

場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に

対して解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止されることを明示したものであ

ること。

(2) 「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合における効果

及び指針事項に係る解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の

23(2)から(5)参照）。

12 指針事項

(1) 指針第二の五の(一)は、事業所にあらかじめ深夜業の制限の制度を導入し、かつ、

就業規則の整備等必要な措置を講ずることを事業主に求めたものであること。これ

は、法律上、深夜業の制限の制度が事業所内制度として設けられることが労働者の

権利行使に当たって必須のものであるとはいえないが、法律上深夜業の制限が労働

者の権利として認められており、労働者がこれを容易に受けられるようにするため
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にも、深夜業の制限の制度があらかじめ事業所内制度として設けられた上で、就業

規則等に記載され、労働者に制度の存在が明らかになっていることが必要であるこ

とを明示したものであること。

(2) 指針第二の五の(二)の「労働者の深夜業の制限期間中における待遇（昼間勤務へ

の転換の有無を含む。）に関する事項」とは、昼間勤務への転換の有無を含め深夜

業の制限を受ける労働者の配置、労働時間、賃金等に関する事項の意であること。

「定め」に当たっては、労使の話合いの上、その合意に基づき行われることが望

ましいものであること。

また、「定めるとともに、これを労働者に周知させる」ことと労働基準法第 89

条との関係については、事業主が講ずべき措置の場合と同様であること（第９の１

(2)参照）。

(3) 指針第二の五の(三)の「制度の弾力的な利用」とは、週の特定の曜日や、深夜の

特定の時間について深夜業の制限を受けること等の意であること。

第９ 事業主が講ずべき措置（法第９章）

１ 育児休業等に関する定めの周知（法第 21 条第１項）

(1) 労働者が育児休業又は介護休業（以下「育児休業等」という。）をするか否かは

労働者の選択に委ねられているが、その選択を適切に行うことができるようにし、

かつ、後に紛争が起こることを未然に防止するため、育児休業等の期間中の待遇、

育児休業等の後の賃金、配置等の労働条件及び厚生労働省令で定める必要な事項

（則第 70 条で、①法第９条第２項第１号又は法第 15 条第３項第１号に掲げる事情

が生じたことにより育児休業等の期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に

関すること及び②労働者が介護休業の期間について負担すべき社会保険料を事業主

に支払う方法に関することを規定した。）をあらかじめ定め、周知することを事業

主の努力義務としたものであること。また、対象となる労働者、特に、男性労働者

が育児休業等を取得しやすい職場環境とするため、労働者一般への周知に加え、労

働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護して

いることを知ったときに、当該労働者に対して個別に、育児休業等に関する事項を

知らせることを事業主の努力義務としたものであること。

「定め」に当たっては、労使の話合いの上、その合意に基づき行われることが望

ましいものであること。

(2) 労働基準法第 89 条との関係については、以下の点に留意すること。

イ 常時 10 人以上の労働者を使用する事業所の事業主は、法第 21 条第１項各号に

規定する事項のうち、労働基準法第 89 条第１号から第３号までの規定において

就業規則を作成しなければならない事項とされているものについては、同条の規
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定により当該事項を定め、同法第 106 条第１項の規定によりそれを周知する義務

を負っており、その部分に関しては法第 21 条第１項は入念規定であること。

また、法第 21 条第１項各号に規定する事項のうち、労働基準法第 89 条第３号

の２から第 10 号までの規定において定めをする場合には就業規則を作成しなけ

ればならない事項とされているものについては、同法第 106 条第１項の規定によ

り、その事項を定めた場合には、当該事業主は、それを周知する義務を負ってお

り、その部分に関しては法第 21 条第１項は入念規定であること。

これら以外の事項については、法第 21 条第１項により創設的に、定め、周知

する努力義務を当該事業主に課したものであること。

ロ 常時 10 人以上の労働者を使用しない事業所の事業主に対しては、法第 21 条第

１項各号に規定するすべての事項について、同項により創設的に、定め、周知す

る努力義務を課したものであること。

(3) 第１号の「労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項」とは、

労働者が育児休業等をしている期間中の賃金その他の経済的給付、教育訓練、福利

厚生施設の利用等の意であること。

(4) 第２号の「育児休業及び介護休業後における賃金」とは、育児休業等の終了後の

賃金の額及びその算定の方法等の意であること。なお、ここでいう「賃金」とは、

労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいうものであり、退職金

を含むものであること。

(5) 第２号の「配置」とは、労働者を一定の職務（ポスト）に就けること又は就けて

いる状態をいい、従事すべき職務の内容及び就業の場所を主要な要素とするもので

あること。また、「配置」には、いわゆる出向及び労働者派遣法第２条第１号の労

働者派遣も含まれるものであること。

(6) 第２号の「その他の労働条件に関する事項」とは、昇進、昇格、年次有給休暇等

に関する事項の意であること。

(7) 則第 70 条第１号の「労務の提供の開始時期」の取扱いについては、育児休業等

の期間が終了した労働者にとっても即日出勤が難しい状況にあることが予想される

ことから、当事者間の合意による期間中であれば無給の休業としての取扱いをする

ことも許されるものと解されること。

(8) 則第 70 条第２号の「社会保険料」には、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）、

厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）、労働保険の保険料の徴収等に関する

法律（昭和 44 年法律第 84 号）及び介護保険法（平成９年法律第 123 号）の規定に

より被保険者として負担する保険料のほか、私立学校教職員共済法（昭和 28 年法

律第 245 号）及び国家公務員共済組合法（昭和 33 年法律第 128 号）の規定により

加入者及び組合員として負担する掛金が含まれるものであること。
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(9) 則第 70 条第２号の「支払う方法に関すること」とは、事業主がその労働者負担

分及び事業主負担分を一括して国庫等へ納入することを義務付けられている社会保

険料について、当該労働者負担分を立替払をする事業主が当該労働者に対して求償

する方法を定めるものであり、支払の時期、直接払又は振込の別等を含むものであ

ること。

(10) 指針第二の六（一）の「一括して定め」とは、育児休業及び介護休業について一

括して定めることのみの意ではなく、育児休業について一括して定め、かつ、介護

休業について一括して定めることも含むものであること。

（11）指針第二の六（二）は、労働者に両立支援制度を個別に周知する際には、労働

者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に当該労働者若しくはその

配偶者が妊娠若しくは出産したこと又は当該労働者が対象家族を介護していること

を知らせることを前提としたものであること。そのためには、労働者が自発的に知

らせやすい職場環境が重要であることから、法第 25 条に定める措置を事業主が講

じている必要があることを改めて確認するものであること。

（12）指針第二の六（三）は、労働者に両立支援制度を個別に周知する際に、あわせ

て知らせることが望ましい両立支援制度を例示したものであり、具体的には、以下

のものがあること。イ及びロはあくまでも例示であってこれに限られるものではな

いこと。

イ 法第５条第２項の規定による育児休業の再度取得の特例（パパ休暇）

ロ 法第９条の２の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特

例（パパ・ママ育休プラス）

２ 育児休業等に関する取扱いの明示（法第 21 条第２項）

(1) 法第 21 条第１項に規定する定めに基づく措置については、個々の労働者ごとに

育児休業等の期間等に応じ結果として行われる取扱いが異なることがあり得るので、

個々の労働者が具体的に自分がどのような取扱いを受けるのかについて知り得る状

態を確保すべきものであることから、労働者に対してその取扱いを具体的に明示す

ることを事業主の努力義務とすることとし、当該取扱いの明示をするに当たっての

方法を厚生労働省令で定めることとしたものであること。

厚生労働省令では、当該取扱いの明示は、労働者からの育児休業等の申出があっ

た後速やかに、当該労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによっ

て行うものとすることを規定したものであること（則第 71 条）。

(2) 「当該労働者に係る取扱い」とは、法第 21 条第１項各号に規定する事項につい

ての定めを、育児休業等の期間等に応じ具体的に個々の労働者に適用した結果行わ

れる当該労働者についての取扱いの意であること。
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(3) 則第 71 条の「速やかに」とは、原則として労働者が育児休業申出をした時点か

らおおむね２週間以内に、介護休業申出をした時点からおおむね１週間以内に、と

の意であるが、育児休業申出の日から育児休業開始予定日までの期間が２週間に満

たない場合又は介護休業申出の日から介護休業開始予定日までの期間が１週間に満

たない場合にあっては、育児休業開始予定日又は介護休業開始予定日までにとの意

であること。

３ 雇用管理等に関する措置（法第 22 条）

(1) 労働者の育児休業等の申出及び育児休業等の休業後の再就業を円滑にするため、

事業主に対し、育児休業等をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置

等の雇用管理、育児休業等により休業中の労働者の職業能力の開発及び向上等につ

いて、必要な措置を講ずる努力義務を事業主に課したものであること。

(2) 「事業所における労働者の配置」とは、配置転換の対象となる労働者、労働者派

遣により受け入れられる労働者等を含めたその事業所の労働者全体の配置の意であ

り、育児休業等をすることができない労働者の配置も含まれるものであること。

特に、育児休業等をする労働者の業務を処理するために臨時に採用した労働者

（以下「代替要員」という。）の雇用管理については、養育していた子又は介護し

ていた対象家族の死亡等により休業が終了した場合の取扱いに関し次の点に留意し、

代替要員に予期せぬ不利益を与えないよう、あらかじめ雇用契約の内容を明確にし

ておく必要があること。

イ 代替要員の雇用期間が確定日付で定められているような場合、休業取得者が職

場復帰したとしても、当該代替要員の雇用期間の終了前に当該代替要員の雇用契

約を終了させることはできないものであること。

ロ 代替要員の雇用契約において、雇用期間が確定日付で定められ、かつ、休業取

得者が職場復帰した場合には雇用契約を終了させる旨の留保条件が付されている

場合、代替要員の雇用期間の終了前に当該代替要員の雇用契約を終了させること

は可能であると考えられること。この場合においても、労働基準法第 20 条の解

雇予告の規定は適用されるものであること。

ハ 代替要員の雇用契約が、休業取得者が職場復帰した場合を除いて短期間の契約

を一定の回数まで更新することとする内容である場合にあっては、特定の雇用契

約期間中において当該休業取得者が職場復帰した場合、当該雇用期間の満了をも

って雇用契約を更新しないこととすることは可能であること。

(3) 「その他の雇用管理」とは、他の労働者に対する業務の再配分、人事ローテーシ

ョン等による配置転換、派遣労働者の受入れ及び新たな採用等のうちの適切な措置

をとることによって、当該育児休業等をする労働者が行っていた業務を円滑に処理
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する方策等の意であること。

(4) 「労働者の職業能力の開発及び向上等」の「等」には、育児休業等をする労働者

の能力の維持や職場適応性の減退の防止、あるいは当該労働者が育児休業等の休業

前に就いていた又は育児休業等の休業後に就くことが予想される業務に関する情報

の提供等が含まれるものであること。

(5) 指針第二の七の(一)の「原職相当職」の範囲は、個々の企業又は事業所における

組織の状況、業務配分、その他の雇用管理の状況によって様々であるが、一般的に、

①休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと、②休業前と休業後とで

職務内容が異なっていないこと及び③休業前と休業後とで勤務する事業所が同一で

あることのいずれにも該当する場合には、「原職相当職」と評価されるものである

こと。

(6) 指針第二の八の(二)の「計画的に措置が講じられること」とは、労働者の状況に

的確に対応するため、

イ 育児休業をする労働者の発生を一定期間ごとに事前に予測し、その人数、属性

等に応じた能力開発等の方法を検討の上、個々の労働者の適性、能力等に配慮し

た能力開発の機会が提供されるようプログラムを用意しておくこと

ロ 労働者数の多い事業所においては、介護休業をする労働者の発生する数を事前

に予測し、その人数に応じた能力開発等の方法を検討の上、様々な状況に対応で

きるよう、多様な類型のプログラムを用意するとともに、弾力的な運用が可能と

なるようにしておくこと

ハ 労働者数の少ない事業所においては、急に介護休業をする労働者が発生する場

合に備えて、他の類似の事業所における好事例を参考の上、当該事業所に適合し

たプログラムを用意すること

等の意であること。

４ ３歳に満たない子を養育する労働者に関する所定労働時間の短縮措置（法第 23 条

第１項）

(1) 育児休業から復帰し、又は育児休業をせずに、雇用を継続する労働者にとっては、

ある程度心身が発達する３歳に達するまでの時期は子の養育に特に手がかかる時期

であり、とりわけ保育所に子どもを預ける場合における送り迎えなど、子育ての時

間を確保することが雇用を継続するために重要であることから、３歳に満たない子

を養育する労働者であって育児休業をしていないもの（１日の所定労働時間が短い

労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。）に関して、所定労働時間を短縮

することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置

（以下「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。）を講ずる義務を事業主
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に課したものであること。

また、ただし書は、その例外として、労使の書面による協定により一定の範囲の

労働者（①雇入れ後１年未満の労働者、②その他所定労働時間の短縮措置を講じな

いこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者、③①及び②の

ほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短

縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者）を育児のための所

定労働時間の短縮措置を講じないものとして定めることができるとしたものである

こと。

なお、育児のための所定労働時間の短縮措置の利用と、法第 16 条の８第１項の

所定外労働の制限の請求とを同時に行うことは可能であること。

(2) 育児のための所定労働時間の短縮措置の適用対象者の考え方は、以下のとおりで

あること。

イ 「労働者」とは、基本的には法第２条第１号の「労働者」と同義であること。

すなわち、日々雇用される者を除くほかは、期間を定めて雇用される者であって

も、別途の要件を課すことなく、制度の対象としているものであること。

ロ 「育児休業をしていないもの」とは、現に育児休業をしている者は排除される

が、育児休業をしたことがある者であっても現に育児休業をしていない者につい

ては対象に含まれるのであること。したがって、育児休業をした後に当該育児休

業に係る子について本条に基づく育児のための所定労働時間の短縮措置を受ける

ことは可能であること。

ハ 「一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの」とは、

１日の所定労働時間が６時間以下の労働者をいうこと（則第 72 条）。

この場合、労働基準法第 32 条の２及び第 32 条の４に規定する変形労働時間制

の適用される労働者については、「一日の所定労働時間が６時間以下」とはすべ

ての労働日の所定労働時間が６時間以下であることをいい、対象期間を平均した

場合の一日の所定労働時間をいうものではないこと。

ニ 「事業所の労働者」の範囲、「過半数を代表する」か否かの判断時点、「代表

する者」の選出方法、「書面による協定」の記載事項、「協定」の締結単位・有

効期間、「当該事業主に引き続き雇用された期間」の解釈、「一年に満たない」

か否かの判断時点及び第２号に該当するか否かの判断時点については、育児休業

の場合と同様であること（第２の７(3)から(10)まで参照。）。

ホ 第２号の「厚生労働省令で定めるもの」とは、１週間の所定労働日数が２日以

下の労働者をいうものであること（則第 73 条）。

ヘ 第３号の「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働

時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、①業務の性質に照
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らして当該措置を講ずることが困難と認められる業務、②業務の実施体制に照ら

して当該措置を講ずることが困難と認められる業務、③業務の性質及び業務の実

施体制に照らして当該措置を講ずることが困難と認められる業務、をいうもので

あること。

「認められる」とは、客観的にみて認められることをいうものであること。

また、指針第二の九の（三）において、「業務の性質又は業務の実施体制に照

らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる

業務」に該当しうる業務の例示を掲げたものであること。これらの業務は例示で

あり、これら以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、こ

れらであれば困難と認められる業務に該当するものではないこと（指針事項）。

指針において例示されている業務であっても、既に法の内容を満たす育児のた

めの所定労働時間の短縮措置がとられている業務については、措置を講ずること

が困難と認められる業務には該当しないものであること。

また、指針において例示されている業務であっても、現に育児のための所定労

働時間の短縮措置を講じている事業主もみられることから、労使の工夫によりで

きる限り適用対象とすることが望ましいものであること。

（ｲ） 指針第二の九の（三）のイ関係

「国際路線等」の「等」とは、内国長距離路線をいうものであること。

「客室乗務員等」の「等」とは、操縦士、副操縦士等をいうものであること。

（ﾛ） 指針第二の九の（三）のロ関係

「労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著し

く少ない業務」とは、短縮時間分を他の労働者で代替できず、事業の運営に支

障をきたす場合もあることが想定されることから、これを例示したものである

こと。この場合、「従事しうる労働者」とは、実際に当該業務に従事している

労働者だけでなく、当該事業所に雇用されている他の労働者のうち潜在的に当

該業務に従事しうる労働者を含む趣旨であること。

（ﾊ） 指針第二の九の（三）のハ関係

「流れ作業方式」とは、生産の設備・手段や材料・部品を生産工程順に配列

し、各作業工程を分業で行い連続的に生産する方式をいうものであること。

「交替制勤務」とは、同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに

交替につく勤務の態様をいうものであること。

「厳密に分担」とは、特定の企業や地域等について担当者が決まっており、

担当者以外の者が当該企業や地域等を分担することが原則としてないことをい

うものであること。なお、「厳密に分担」に該当する場合であっても、他の労

働者による代替が困難でない場合には指針第二の九の（三）のハの（ハ）の業
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務には該当しないことは言うまでもないこと。

ト 「労働者」のうち、労働基準法第 41 条に規定する者については、労働時間等

に関する規定が適用除外されていることから、育児のための所定労働時間の短縮

措置の義務の対象外であること。

このうち、労働基準法第 41 条第２号に定める管理監督者については、同法の

解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあ

る者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであることとされ

ていること。したがって、職場で「管理職」として取り扱われている者であって

も、同号の管理監督者に当たらない場合には、育児のための所定労働時間の短縮

措置の義務の対象となること。

また、同号の管理監督者であっても、法第 23 条第１項の措置とは別に、同項

の育児のための所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であ

り、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からはむしろ望ましいものであ

ること。

(3) 「労働者の申出に基づき」とは、育児のための所定労働時間を短縮する措置を受

けるか否かを労働者の申出によらしめるとの意であり、短縮する時間数等まで自由

に労働者の申出によらしめるものではないこと。

(4) 育児のための所定労働時間の短縮措置の考え方は、以下のとおりであること。

イ 事業主が措置を講ずべき育児のための所定労働時間の短縮措置については、厚

生労働省令により、１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を含むも

のとしなければならないとしたこと（則第 74 条）。

「原則として６時間」とは、育児のための所定労働時間の短縮措置は、１日の

所定労働時間を６時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が７時間

45 分である事業所において短縮後の所定労働時間を５時間 45 分とする場合など

を勘案し、短縮後の所定労働時間について、１日５時間 45 分から６時間までを

許容する趣旨であること。

なお、例えば、１日の所定労働時間を７時間とする措置や、隔日勤務等の所定

労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、１日の所定労働時

間を６時間とする措置とあわせて措置することは可能であること。この場合、育

児のための所定労働時間の短縮措置の対象となる労働者が、１日の所定労働時間

を６時間とする措置を実質的に選択できる状態となっていることが必要であるこ

と。また、このような措置を講じた場合には、当該措置の全体が育児のための所

定労働時間の短縮措置となること。

ハ 本項に関する労働者の権利は、事業主が育児のための所定労働時間の短縮措置

を講じ、当該措置が労働契約の内容となってはじめて発生するものであり、本項
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から直接発生するものでないこと。

ニ 育児のための所定労働時間の短縮措置の適用を受けるための手続については、

一義的には事業主が定めうるものであるが、適用を受けようとする労働者にとっ

て過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業申出の場合の手

続も参考にしながら適切に定めることが求められるものであること。例えば、当

該措置の適用を受けることを抑制し、ひいては法が当該措置を講ずることを事業

主に義務付けた趣旨を実質的に失わせるものと認められるような手続を定めるこ

とは、許容されるものではないこと。

ホ 労働基準法第 67 条に規定する育児時間は、１歳未満の子を育てている女性労

働者が請求した場合、授乳に要する時間を通常の休憩時間とは別に確保すること

等のために設けられたものであり、育児時間と本項に規定する所定労働時間の短

縮措置は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきもので

あること。

５ ３歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置（法第 23 条第２項）

(1) 法第 23 条第１項第３号の規定により育児のための所定労働時間の短縮措置の対象

とならない労働者は、本来、当該措置の対象となりうるところ、業務の性質や業務

の実施体制を勘案して当該措置の対象外とされたものであることから、こうした労

働者について、当該措置以外の労働者が就業しつつ子を養育することを容易にする

ための措置を講じることを事業主に義務付けたものであること。

（２） 事業主は、育児休業に関する制度に準ずる措置又は(6)のイからハまでに掲げる

措置のいずれか１つを講ずれば足りるものであり、労働者の求めの都度これに応じ

た措置を講ずることまで義務付けられているわけではないが、可能な限り労働者の

選択肢を広げるよう工夫することが望まれること。

（３） 本項に関する労働者の権利は、事業主が措置を講じ、当該措置が労働契約の内

容となってはじめて発生するものであり、本項から直接発生するものでないこと。

（４） 「労働者」、「労働者の申出に基づく」の解釈は、育児のための所定労働時間

の短縮措置の場合と同様であること（４(2)イ、(3)参照）。

（５） 「育児休業に関する制度に準ずる措置」とは、育児休業（第１の２(1)）とは対

象となる子の年齢が異なるものであり、法第５条から第 10 条までの規定に基づく

育児休業の制度と全く同じ制度である必要はないが、本人の申出に基づくものであ

ること及び男女が対象となることなど、考え方は共通すべきものであること。例え

ば、労働者に分割取得を認めるなど、請求手続や取得回数などにおいて労働者に有

利な制度設計にすることについては妨げないこと。

なお、法第５条第１項に規定する要件に準じた要件を満たさない期間を定めて雇



109

用される者を対象から除外することを排除するものではないこと。

（６） 「労働基準法第三十二条の三の規定により労働させることその他の当該労働者

が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置」（以下「始業時刻変

更等の措置」という。）とは、以下に掲げる措置をいうものであること（則第 74

条第２項各号）。

イ 労働基準法第 32 条の３の規定による労働時間の制度（いわゆるフレックスタ

イム制）を設けること（第１号）

ロ 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰

り下げる制度（第２号）

ハ 労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜

の供与を行うこと（第３号）

（７） 始業時刻変更等の措置の適用を申し出ることができない労働者の範囲を定める

労使協定を、法第６条第１項ただし書に規定する労使協定に準じて結ぶことは可能

であること。

（８） 始業時刻変更等の措置については、事業所の労働者の職種等の性質にかんがみ、

いくつかの労働者の集団についてそれぞれ異なる措置を設けることを排除するもの

ではないこと。また、個々の労働者の希望に応じた内容の措置を講ずることまで当

然に事業主に求めているものではないこと。

（９） 始業時刻変更等の措置の適用を受けるための手続については、育児のための所

定労働時間の短縮措置の適用を受けるための手続の場合と同様であること（第４

(4)ニ参照）。

（10）則第 74 条第２項第２号の「始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制

度」とは、保育所への送迎の便宜等を考慮して通常の始業又は終業の時刻を繰り上

げ又は繰り下げる制度である必要があること。

（11) 則第 74 条第２項第３号の「保育施設の設置運営」とは、事業主自身が行う場合

及び他の事業主が行う場合を含み、後者に関しては事業主がそれに要する費用を負

担する等、労働者のための積極的な行為を要するものであること。なお、保育施設

については児童福祉の観点から問題があってはならないものであること。

「その他これに準ずる便宜の供与」には、労働者からの委任を受けてベビーシッ

ターを手配し、当該ベビーシッターに係る費用を負担すること等が含まれること。

６ 指針事項

(1) 指針第二の九の（一）は、労働者が法第 23 条第１項及び第２項の措置の適用を受

けた場合の待遇について、事業主にこれに関する事項を定め、労働者に周知する措

置を講ずるように配慮することを明示したものであること。
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「待遇」とは、措置の適用を受ける労働者の配置、労働時間、賃金等に関する事

項の意であること。

（２） 指針第二の九の（二）は、法第 23 条第１項及び第２項の措置は、労働者が就業

しつつ子を養育することを容易にするための措置として講じられるものであること

から、事業主は、当該措置を講ずるに当たっては、事業所の労働者のニーズを踏ま

えて設定されることが望ましいものであること。このため、例えば、始業から終業

までの間に休憩時間を多くとること等によって所定労働時間を短縮することや、当

該措置の適用後の所定労働時間が深夜となることは、通常望ましくないものである

こと。

（３） 指針第二の九の（三）については、第９の４の（２）のヘを参照すること。

７ 介護のためのの所定労働時間の短縮等の措置（法第 23 条第３項）

(1) 要介護状態にある対象家族を介護する労働者にとっては、３歳に満たない子を養

育する労働者と同様、休業のみならず、所定労働時間の短縮その他の就業しつつ対

象家族を介護することを容易にするための措置（以下「介護のための所定労働時間

の短縮等の措置」という。）も、その雇用の継続のために必要性が高い措置である

と考えられることから、当該措置を講ずる義務を事業主に課し、厚生労働省令にお

いて、事業主が措置を講ずる具体的方法を規定することとしたものであること。な

お、事業主が講ずべき措置は、労働契約関係が存続したまま労働者の労務提供義務

が消滅する介護休業と、労務提供義務が存在することを前提に労働時間の短縮等の

措置を行う介護のための所定労働時間の短縮等の措置とは両立しないため、所定労

働時間の短縮等と介護休業を交互に取得することを想定し、則第 74 条において、

「２回以上利用することができる措置」としたものであること。

また、ただし書は、その例外として、労使の書面による協定により一定の範囲の

労働者（①雇入れ後１年未満の労働者、②その他所定労働時間の短縮措置を講じな

いこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者）を介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定めることができるとしたも

のであること。

厚生労働省令においては、次のいずれかの方法により講じなければならないもの

としたこと（則第 74 条第３項）。

イ 希望する労働者について適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること

（第１号）。

ロ 希望する労働者について適用される労働基準法第 32 条の３の規定による労働

時間の制度（いわゆるフレックスタイム制）を設けること（第２号）。

ハ 希望する労働者について適用される始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下
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げる制度（所定労働時間は変更しないもの）を設けること（第２号）。

ニ 労働者がその就業中に当該労働者に代わって対象家族を介護するサービスを利

用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制

度を設けること（第３号）。

(2) 介護のための所定労働時間の短縮等の措置の適用対象者の考え方は、以下のとお

りであること。

イ 「労働者」とは、基本的には法第２条第１号の「労働者」と同義であること。

すなわち、日々雇用される者を除くほかは、期間を定めて雇用される者であって

も、別途の要件を課すことなく、制度の対象としているものであること。

ロ 「介護休業をしていないもの」とは、現に介護休業をしている者は排除される

が、介護休業をしたことがある者であっても現に介護休業をしていない者につい

ては対象に含まれるものであること。したがって、介護休業をした後に当該介護

休業に係る対象家族について本条に基づく措置を受けることは可能であること。

ハ 「事業所の労働者」の範囲、「過半数を代表する」か否かの判断時点、「代表

する者」の選出方法、「書面による協定」の記載事項、「協定」の締結単位・有

効期間、「当該事業主に引き続き雇用された期間」の解釈、「一年に満たない」

か否かの判断時点及び第２号に該当するか否かの判断時点については、育児休業

の場合と同様であること（第２の７(3)から(10)まで参照）。

ニ 第２号の「厚生労働省令で定めるもの」とは、１週間の所定労働日数が２日以

下の労働者をいうものであること（則第 75 条）。

(3) 「労働者の申出に基づく」とは、３歳に達するまでの子を養育する労働者に関す

る所定労働時間の短縮等の措置等の場合と同様であること（４(3)参照）。

(4) 措置が義務付けられる期間は、原則として、連続する３年の期間以上の期間であ

ること。この期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利

用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算すること。具体的には、労

働者が、平成 29 年３月１日に、平成 29 年４月１日から短時間勤務制度の利用を開

始する旨を事業主に申し出た場合、当該労働者は平成 32 年３月 31 日が満了するま

で当該措置を利用することができること。

なお、事業主にとって措置を講ずべき期間の最低基準が３年であるので、「３年

の期間以上の期間」という規定としたものであること。

(5) 講ずべき措置の考え方は、以下のとおりであること。

イ 「その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護する

ことを容易にするための措置」とは、具体的には、則第 74 条第３項各号に規定

するいずれかの措置で、かつ、２回以上利用できるものである必要があること。

ただし、第３号（費用助成）については、利用回数について特段の基準を設けて
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いないものであること。事業主が、則第 74 条第３項各号の措置以外に任意に他

の措置を設けることは可能であるが、その場合であっても則第 74 条第３項各号

に規定するいずれかの措置は行う必要があるものであること。

「２回以上利用することができる措置」とした趣旨は、労働契約関係が存続し

たまま労働者の労務提供義務が消滅する介護休業と、労務提供義務が存在するこ

とを前提に労働時間の短縮等の措置を行う介護のための所定労働時間の短縮等の

措置とは両立しないため、例えば短時間勤務制度を利用してから 10 か月後に２

か月間の介護休業をしたために、当該短時間勤務の措置が終了した場合に、残り

の２年間について短時間勤務制度を利用することができなくなることを防ぐ趣旨

であること。

ロ 本条に関する労働者の権利については、３歳に達するまでの子を養育する労働

者に関する育児のための所定労働時間の短縮等の措置等の場合と同様であること

（４(4)ハ参照）。

ハ 則第 74 条第３項各号に規定する措置については、事業所の労働者の職種等に

かんがみ、いくつかの労働者の集団についてそれぞれ異なる措置を設けることを

排除するものではないこと。

ニ 則第 74 条第３項各号の「制度を設ける」とは、個々の労働者の希望に応じた

内容の措置を講ずることまで当然に事業主に求めているものではないこと。

なお、これらの制度の適用を受けるための手続については、適用を受けようと

する労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、介護休

業申出の場合の手続も参考にしながら適切に定めることが望ましいものであるこ

と。

ホ 則第 74 条第３項各号のいずれかに規定する制度がない事業所についてはいず

れかの制度を構築することが必要であるが、既にいずれかの措置が本条の対象と

なる労働者に適用されている場合においては、当該制度を維持することで足りる

ものであること。

(6) 則第 74 条第３項第１号の「所定労働時間の短縮の制度」は、次のいずれかの内

容を含むものであること。

イ 一日の所定労働時間を短縮する制度

ロ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度

ハ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度（隔日勤務であるとか、特定の曜日の

みの勤務等の制度をいう。）

ニ 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

(7) 所定労働時間の短縮の制度を設けるに当たっては、以下の点に留意すること。

イ 要介護状態にある対象家族を介護する場合は、指針第二の十の内容にも照らし、
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その事業所における通常の所定労働時間が８時間の場合は２時間以上、７時間の

場合は１時間以上の短縮となるような所定労働時間の短縮の制度を設けることが

望ましいと考えられること。したがって、法第 23 条第３項の措置として所定労

働時間の短縮の制度を設ける場合においては、所定労働時間が１日６時間以下の

労働者については、当該制度を適用する必要はなく、また、法第 23 条第３項の

措置としての他の制度等を適用することも基本的には必要ないものであること。

ロ 所定労働時間の短縮の制度の適用を受ける労働者の賃金については、通常の所

定労働時間勤務した場合の賃金との整合性を考慮しつつ、労使の話合いの上、適

正に定められるべきものであること。

(8) 則第 74 条第３項第２号の「始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制

度」とは、所定労働時間の短縮の制度を設ける場合との均衡等を考慮して通常の始

業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があること。

(9) 則第 74 条第３項第３号の「介護するサービス」とは、介護サービス事業者、公

的介護保険外のサービスを提供する事業者、障害福祉サービス事業者等が提供する

サービスであって、要介護状態にある家族の介護に資するサービスをいい、介護情

報の提供等そのサービスを利用することによっても当然には当該労働者がその対象

家族を介護する必要性がなくならないものは含まれないものであること。

なお、費用助成の内容としては、労働者の所定労働日１日当たり２時間について、

介護保険の利用限度額を超えるサービスとして、例えば訪問介護サービス等を利用

する場合や、公的介護保険の給付の対象とならないサービスとして、例えば家政婦

（夫）による生活援助のサービス等を利用する場合に、少なくともその料金の５割

に相当する額程度以上の助成額となることが望ましいものであること。

助成方法としては、週一括、月一括とするなど適宜の方法によれば足りるもので

あるが、見舞金など現実の介護サービスの利用の有無に関わりなく少額の一時金を

支給する制度は、則第 74 条第３項第３号の制度に該当しないものであること。

(10) 則第 74 条第３項第３号の「これに準ずる制度」には、事業主が介護サービス事

業者とあらかじめ契約しておいて労働者の求めに応じて介護サービスを手配しその

費用を負担する制度、介護サービスを提供する施設の設置運営の制度などがこれに

当たるものであること。介護サービスを提供する施設の設置運営については、事業

主自身が行う場合及び他の事業主が行う場合を含み、後者に関しては事業主がそれ

に要する費用を負担する等、労働者のための積極的な行為を要するものであること。

なお、介護サービスを提供する施設については要介護状態にある者の福祉の観点

から問題があってはならないものであること。
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８ 不利益取扱いの禁止（法第 23 条の２）

(1) 法第 23 条に規定する事業主の措置の適用を受けることを保障するため、労働者

が同条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられ

たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることが

禁止されることを明示したものであること。

(2) 「解雇その他不利益な取扱い」に該当する法律行為が行われた場合における効果

及び指針事項に係る解釈については、育児休業の場合と同様であること（第２の

23(2)から(5)参照）。

９ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置（法第 24 条

第１項）

(1) 子が小学校就学の始期に達するまでの時期は、子の養育についてかなり親自身が

時間と労力を費やす必要のある時期であると考えられることから、そのような時期

に子を養育する労働者の雇用の継続のため、法に定める制度又は措置に準じて、必

要な措置を講ずるよう事業主に努力義務を課したものであること。

(2) 「労働者」の解釈については、３歳に達するまでの子を養育する労働者に関する

所定労働時間の短縮措置の場合と同様であること（４(2)イ参照）。

(3) 「小学校就学の始期に達するまで」の解釈については、子の看護休暇の場合と同

様であること（第４の１(2)参照）。

(4) 「労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇

（以下「育児目的休暇」という。）」の内容は以下のとおりであること。

イ 指針第二の十二の（一）は育児目的休暇の例を挙げたものであること。これら

の例は、企業の規模や職場の状況に応じ、適切と考える措置を事業主が講じら

れるよう具体例を示してあるものであり、これらに限られるものではないこと。

ロ 「休暇」の解釈については、子の看護休暇の場合と同様であること（第４の１

(9)参照）。

ハ 指針第二の十二の（一）ロの行事には両親学級、遠足等様々なものが想定され、

各企業の実情に応じた整備が望ましいこと。

また、「いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として措置す

る」場合は、育児を目的とするものであることが明らかにされている必要があ

ることに留意すること。

(5) 「・・・に準じて、それぞれ必要な措置」とは、法に定める制度又は措置と全く

同じ措置である必要はないが、本人の申出に基づくものであること及び男女が対象

となることなど、考え方は共通すべきものであること。例えば、労働者に分割取得

や複数回の適用を認めるなど、請求手続や取得回数などにおいて労働者に有利な制
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度設計にすることについては妨げないこと。

また、「必要な措置を講ずる」とは、育児休業に関する制度や育児のための所定

労働時間の短縮措置等に準じた必要な措置を定め、その労働者が希望した場合に適

用を受けることができるようにするとの意であること。

(6) 「育児休業をしていないもの」とは、育児のための所定労働時間の短縮措置の場

合と同様であること（４（２）ロ参照）。

(7) これらの措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべきもので

あること（指針第二の十二の（二））。

10 家族を介護する労働者に関する措置（法第 24 条第２項）

(1) 家族の介護を必要とする期間、回数等は様々であることから、家族を介護する労

働者の雇用の継続のため、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に係る介護

休業の制度、介護休暇の制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じ、

その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう事業主に努

力義務を課したものであること。

(2) 「労働者」の解釈については、介護休業をしない場合の介護のための所定労働時

間の短縮等の措置の場合と同様であること（７(2)イ参照）。

(3) 「その介護を必要とする期間、回数等に配慮した」とは、当該労働者による介護

を必要とする期間、回数、家族の範囲、家族の状態など様々な事項に配慮する必要

があることをいうものであること。

具体的には、指針で定めているものであること（(5)参照）。

(4) 「・・・に準じて必要な措置」とは、法第 11 条から第 16 条までの規定に基づく

介護休業の制度、法第 16 条の５から第 16 条の７までの規定に基づく介護休暇の制

度又は法第 23 条第３項に基づく介護のための所定労働時間の短縮等の措置と全く

同じ制度である必要はないが、本人の申出に基づくものであること及び男女が対象

となることなど、考え方は共通すべきものであること。例えば、介護休業の期間を

93 日を超えて認めるなど、請求手続や取得回数などにおいて労働者に有利な制度

設計にすることについては妨げないこと。

また、「必要な措置を講ずる」とは、介護休業の制度や介護休暇の制度、介護の

ための所定労働時間の短縮等の措置に準じた必要な措置を定め、その労働者が希望

した場合に適用を受けることができるようにするとの意であること。

(5) 指針第二の十三の(二)により、次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う

負担との調和を勘案し、必要な措置が講じられることが望ましいものであることに

配慮することが事業主に求められるものであること。

イ 当該労働者が介護する家族の発症からその症状が安定期になるまでの期間又は
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介護に係る施設・在宅サービスを利用することができるまでの期間が 93 日を超

える場合があること（指針第二の十三の(二)のイ）。

ロ 対象家族についての介護休業日数が 93 日に達した後にも、同一の対象家族に

ついて再び当該労働者による介護を必要とする状態となる場合があること（指針

第二の十三の(二)のロ）。

ハ 対象家族以外の家族についても、他に近親の家族がいない場合等当該労働者が

介護をする必要性が高い場合があること（指針第二の十三の(二)のハ）。

ニ 要介護状態にない家族を介護する労働者であっても、その家族の介護のため就

業が困難となる場合があること（指針第二の十三の(二)のニ）。

ホ 当該労働者が家族を介護する必要性の程度が変化することに対応し、介護休業

のさらなる分割等、制度の弾力的な利用が可能となることが望まれる場合がある

こと（指針第二の十三の(二)のホ）。

11 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置

（法第 25 条）

(1) 事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いについては、法第

10 条、第 16 条、第 16 条の４、第 16 条の７、第 16 条の 10、第 18 条の２、第

20 条の２及び第 23 条の２により禁止されているところであるが、近年、事業主

による不利益取扱いのみならず、上司又は同僚による育児休業等に関する言動

により当該労働者の就業環境が害されること（以下「職場における育児休業等

に関するハラスメント」という。）も見られるようになってきところである。

こうしたことから、法第 25 条は、職場における育児休業等に関するハラスメ

ントを防止するため、その雇用する労働者からの相談に応じ、適切に対応するた

めに必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義

務付けることとしたものであること。

(2) 指針は、事業主が防止のため適切な雇用管理上の措置を講ずることができる

ようにするため、防止の対象とするべき職場における育児休業等に関するハラス

メントの内容及び事業主が雇用管理上措置すべき事項を定めたものであること。

イ 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容

指針第二の十四の（一）のイ 「職場における育児休業等に関するハラスメン

トの内容」においては、事業主が、雇用管理上防止すべき対象としての職場にお

ける育児休業等に関するハラスメントの内容を明らかにするために、その概念の

内容を示すとともに、典型例を挙げたものであること。

また、実際上、職場における育児休業等に関するハラスメントの状況は多様で

あり、その判断に当たっては、個別の状況を斟酌する必要があることに留意する
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こと。

なお、法及び指針は、あくまで職場における育児休業等に関するハラスメント

が発生しないよう防止することを目的とするものであり、個々のケースが厳密に

職場における育児休業等に関するハラスメントに該当するか否かを問題とするも

のではないので、この点に注意すること。

① 職場

指針第二の十四の（一）のロは「職場」の内容と例示を示したものである

こと。「職場」には、業務を遂行する場所であれば、通常就業している場所以

外の場所であっても、出張先、業務で使用する車中及び取引先との打ち合わせ

場所等も含まれるものであること。

なお、勤務時間外の「懇親の場」等であっても、実質上職務の延長と考え

られるものは職場に該当するが、その判断に当たっては、職務との関連性、参

加者、参加が強制的か任意か等を考慮して個別に行うものであること。

② その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害

されるもの

指針第二の十四の（一）のニは「その雇用する労働者に対する制度の利用

に関する言動により就業環境が害されるもの」の内容を示したものであること。

なお、指針に掲げる「その雇用する労働者に対する制度の利用に関する言動に

より就業環境が害されるもの」の典型的な例は限定列挙ではないこと。

「その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境

が害されるもの」については、労働者が指針第二の十四の（一）のニの（ｲ）

に規定する制度等の利用の申出等をしようとしたこと、制度等の利用の申出等

をしたこと又は制度等の利用をしたことと、行為との間に因果関係あるものを

指すこと。

「解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの」とは、労働者への直接的な

言動である場合に該当すると考えられること。なお、解雇その他不利益な取扱

いを示唆するものについては、上司でなければ該当しないと考えられるが、１

回の言動でも該当すると考えられること。

「制度等の利用の申出等又は制度等の利用を阻害するもの」とは、単に言

動があるのみでは該当せず、客観的にみて、一般的な労働者であれば、制度等

の利用をあきらめざるを得ない状況になるような言動を指すものであること。

これは、労働者への直接的な言動である場合に該当すると考えられること。ま

た、上司の言動については、１回でも該当すると考えられる一方、同僚の言動

については、繰り返し又は継続的なもの（意に反することを言動を行う者に明

示しているにもかかわらず、さらに行われる言動を含む。）が該当すると考え



118

られること。

「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すこと」とし

て、労働者のキャリア等を考慮して、早期の職場復帰を助言するような場合等

が考えられること。ただし、このような場合であっても職場復帰の時期は労働

者の選択に任せられるべきものであること。また、早期の職場復帰を強要し、

育児休業の取得を阻害するような場合は、法第 25 条に違反するものであるこ

と。

なお、労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、上司が個人的に請求

等を取り下げるよう言う場合については、職場における育児休業等に関するハ

ラスメントに該当し、指針に基づく対応が求められる。一方、単に上司が個人

的に申出等を取り下げるよう言うのではなく、事業主として申出等を取り下げ

させる（制度等の利用を認めない）場合については、そもそも制度等の利用が

できる旨を規定した各法（例えば育児休業の利用であれば法第６条第１項）に

違反することとなること。

「制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの」とは、単に言動

があるのみでは該当せず、客観的にみて、一般的な労働者であれば、「能力の

発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過でき

ない程度の支障が生じるようなもの」を指すものであること。これは、労働者

への直接的な言動である場合に該当すると考えられること。また、上司と同僚

のいずれの場合であっても繰り返し又は継続的なもの（意に反することを言動

を行う者に明示しているにもかかわらず、さらに行われる言動を含む。）が該

当すると考えられること。

ロ 雇用管理上講ずべき事項

指針第二の十四の（二）は、事業主が雇用管理上講ずべき措置として 13 項目

挙げていること。

また、措置の方法については、企業の規模や職場の状況に応じ、適切と考える

措置を事業主が選択できるよう具体例を示してあるものであり、限定列挙ではな

いこと。

① 「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」

指針第二の十四の（二）のイは、職場における育児休業等に関するハラス

メントを防止するためには、まず事業主の方針として職場における育児休業等

に関するハラスメントを許さないことを明確にするとともに、これを労働者に

周知・啓発しなければならないことを明らかにしたものであること。

「その発生の原因や背景」とは、例えば、制度等の利用に不寛容な職場風

土が挙げられるものであり、具体的には、育児休業等に関する否定的な言動
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（他の労働者の制度等の利用の否定につながる言動（当該労働者に直接行わな

い言動も含む。）をいい、単なる自らの意思の表明を除く。以下同じ。）も考

えられること、また、制度等の利用ができることを職場において十分に周知で

きていないことが考えられることを明らかにしたものであり、事業主に対して

留意すべき事項を示したものであること。

（イ）①並びに（ロ）①及び②の「その他の職場における服務規律等を定

めた文書」として、従業員心得や必携、行動マニュアル等、就業規則の本則で

はないが就業規則の一部を成すものが考えられるが、これらにおいて懲戒規定

を定める場合には、就業規則の本則にその旨の委任規定を定めておくことが労

働基準法上必要となるものであること。

（イ）③の「研修、講習等」を実施する場合には、調査を行う等職場の実

態を踏まえて実施する、管理職層を中心に職階別に分けて実施する等の方法が

効果的と考えられること。

② 「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」

指針第二の十四の（二）のロは、職場における育児休業等に関するハラス

メントの未然防止及び再発防止の観点から相談（苦情を含む。以下同じ。）へ

の対応のための窓口を明確にするとともに、相談の対応に当たっては、その内

容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制を整備しなければな

らないことを明らかにしたものであること。

指針第二の十四の（二）のロの（イ）の「窓口をあらかじめ定める」とは、

窓口を形式的に設けるだけでは足らず、実質的な対応が可能な窓口が設けられ

ていることをいうものであること。この際、労働者が利用しやすい体制を整備

しておくこと、労働者に対して周知されていることが必要であり、例えば、労

働者に対して窓口の部署又は担当者を周知していることなどが考えられること。

指針第二の十四の（二）のロの（ロ）の「その内容や状況に応じ適切に対

応する」とは、具体的には、相談者や行為者に対して、一律に何らかの対応を

するのではなく、労働者が受けている言動等の性格・態様によって、状況を注

意深く見守る程度のものから、上司、同僚等を通じ、行為者に対し間接的に注

意を促すもの、直接注意を促すもの等事案に即した対応を行うことを意味する

ものであること。

なお、対応に当たっては、公正な立場に立って、真摯に対応すべきことは

言うまでもないこと。

指針第二の十四の（二）のロの（ロ）の「広く相談に対応し」とは、職場

における育児休業等に関するハラスメントを未然に防止する観点から、相談の

対象として、職場における育児休業等に関するハラスメントそのものでなくと
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もその発生のおそれがある場合や育児休業等に関するハラスメントに該当する

か否か微妙な場合も幅広く含めることを意味するものであること。例えば、指

針第二の十四の（二）のロの（ロ）で掲げる、放置すれば相談者が業務に専念

できないなど就業環境を害するおそれがある場合又は育児休業等に関する否定

的な言動が原因や背景となって育児休業等に関するハラスメントが生じるおそ

れがある場合のほか、休憩時間等において育児休業等に関するハラスメントが

生じた場合、育児休業等に関するハラスメントが取引先等から行われる場合等

も幅広く相談の対象とすることが必要であること。

指針第二の十四の（二）のロの（ロ）②の「留意点」には、相談者が相談

窓口の担当者の言動等によってさらに被害を受けること等を防止するために必

要な事項も含まれるものであること。

指針第二の十四の（二）のロの（ハ）については、近年、様々なハラスメ

ントが複合的に生じているとの指摘もあり、労働者にとっては１つの窓口で相

談できる方が利便性が高く、また解決にもつながりやすいと考えられることか

ら、相談について一元的に受け付けることのできる体制を整備することが望ま

しいことを示したものであること。

③ 「職場における育児休業等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切

な対応」

指針第二の十四の（二）のハは、職場における育児休業等に関するハラス

メントが発生した場合は、その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する

とともに、当該事案に適正に対処しなければならないことを明らかにしたもの

であること。

指針第二の十四の（二）のハの（ロ）の「被害を受けた労働者に対する配

慮のための措置を適正に行うこと」には、職場における育児休業等に関するハ

ラスメントを受けた労働者の継続就業が困難にならないよう環境を整備するこ

とや、労働者が職場における育児休業等に関するハラスメントにより休業を余

儀なくされた場合等であって当該労働者が希望するときには、本人の状態に応

じ、原職又は原職相当職への復帰ができるよう積極的な支援を行うことなども

含まれること。

指針第二の十四の（二）のハの（ロ）① の「事業場内産業保健スタッフ

等」とは、事業場内産業保健スタッフ及び事業場内の心の健康づくり専門スタ

ッフ、人事労務管理スタッフ等をいうものであること。

④ 「育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消する為の

措置」

指針第二の十四の（二）のニの（イ）は、育児休業等した労働者の業務の
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分担等を行う他の労働者の業務負担が過大となり、育児休業等に関する否定的

な言動が行われる場合があるため、それらを解消する為の措置について定めた

ものであること。なお、「業務体制の整備など」には、代替要員の確保などに

ついても含まれるものであること。

指針第二の十四の（二）のニの（ロ）は、職場における育児休業等に関す

るハラスメントの原因や背景には、制度等の利用ができることを労働者自身が

認識できていない場合があることや、制度等の利用に際しては利用前と同様の

業務遂行が難しくなることもあり、周囲の労働者とのコミュニケーションがよ

り一層重要となることについて労働者自身が意識を持っていない場合があるこ

とから、周知・啓発等について望ましい旨定めたものであること。

ハ 併せて講ずべき措置

指針第二の十四の（二）のホは、事業主が(1)から(4)までの措置を講ずるに際

して併せて講ずべき措置を明らかにしたものであること。

指針第二の十四の（二）のホの（イ）は、労働者の個人情報については、「個

人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）」及び「雇用管理に関する

個人情報保護に関するガイドライン（平成 24 年厚生労働省告示第 357 号）」に

基づき、適切に取り扱うことが必要であるが、職場における育児休業等に関する

ハラスメントの事案に係る個人情報は、特に個人のプライバシーを保護する必要

がある事項であることから、事業主は、その保護のために必要な措置を講じると

ともに、その旨を労働者に周知することにより、労働者が安心して相談できるよ

うにしたものであること。

指針第二の十四の（二）のホの（ロ）は、実質的な相談ができるようにし、ま

た、事実関係の確認をすることができるようにするためには、相談者や事実関係

の確認に協力した者が不利益な取扱いを受けないことが必要であることから、こ

れらを理由とする不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、さらにその旨を

労働者に周知・啓発することとしたものであること。

また、上記については、事業主の方針の周知・啓発の際や相談窓口の設置にあ

わせて、周知することが望ましいものであること。

12 労働者の配置に関する配慮（法第 26 条）

(1) 子の養育や家族の介護を行っている労働者にとって、住居の移転等を伴う就業の

場所の変更が、雇用の継続を困難にしたり、職業生活と家庭生活との両立に関する

負担を著しく大きくする場合があることから、労働者の配置の変更で就業の場所の

変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業し

つつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、当
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該労働者の子の養育又は家族の介護の状況について配慮することを事業主に義務づ

けるものであること。

(2) 「配置の変更で就業の場所の変更を伴うもの」とは、例えば、ある地方の事業所

から別の事業所への配置転換など、場所的に離れた就業の場所への配置の変更をい

うものであり、同一事業所内で別の業務に配置換えすることは含まれないものであ

ること。

(3) 「子」及び「養育」の解釈は、育児休業の場合と同様であること（第１の２(1)

ハニ参照）。なお、「子」に「小学校就学の始期に達するまで」といった限定が付

いていない以上、小学生や中学生の子も含まれるのは当然であること。

(4) 子の養育又は家族の介護を行うことが「困難となることとなる」とは、転勤命令

の検討をする際等において、配置の変更後に労働者が行う子の養育や家族の介護に

係る状況、具体的には、配置の変更後における通勤の負担、当該労働者の配偶者等

の家族の状況、配置の変更後の就業の場所近辺における育児サービスの状況等の諸

般の事情を総合的に勘案し、個別具体的に判断すべきものであること。

(5) 「配慮」とは、労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものの対象となる

労働者について子の養育又は家族の介護を行うことが困難とならないよう意を用い

ることをいい、配置の変更をしないといった配置そのものについての結果や労働者

の育児や介護の負担を軽減するための積極的な措置を講ずることを事業主に求める

ものではないこと。

(6) 指針第二の十五は、「配慮」の内容として、当該労働者の子の養育又は家族の介

護の状況を把握すること、労働者本人の意向をしんしゃくすること、配置の変更で

就業の場所の変更を伴うものをした場合の子の養育又は家族の介護の代替手段の有

無の確認を行うことを例示しているものであること。

13 再雇用特別措置等（法第 27 条）

(1) 妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者（以下「育児等退職

者」という。）が、それらの理由がなくなったときに再び雇用されることを希望す

る場合、同一企業において再び雇用されることが、かつての経験を生かすことがで

き、労働者にとっても企業にとっても好ましいことから、事業主は、再雇用特別措

置（育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに再び

雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、

労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。）その他これに準

ずる措置を実施するように努めなければならないこととしたものであること。

なお、このような再雇用特別措置等も、「職業生活の全期間を通じて・・・充実

した職業生活を営む・・・ことができるようにすること」（法第３条第１項）に含
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まれるものであること（第１の３(1)参照）。

(2) 「その他これに準ずる措置」とは、資本、資金、人事、取引等の状況からみて密

接な関係にある事業主の事業所を退職した育児等退職者についても再雇用の対象と

するなど、措置の対象を拡げる内容のものをいうものであること。

14 指針（法第 28 条）

法に定める事項に関し、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働

者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置

について、それらが事業主により適切かつ有効に実施されるようにすることを目的と

して、厚生労働大臣が指針を定め、公表することとしたものであること。

15 職業家庭両立推進者（法第 29 条）

(1) 法に基づき事業主が講ずべき措置等を円滑に実施するとともに、職場における固

定的な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正を図るには、各企業に

おいて仕事と家庭の両立のための取組に係る実施体制を明確化することが必要であ

ることから、事業主に対し、

① 法第 21 条から第 27 条までに定める措置の適切かつ有効な実施を図るための業

務

② 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭

生活との両立が図られるようにするため講ずべきその他の措置の適切かつ有効な

実施を図るための業務

を担当する者（以下「職業家庭両立推進者」という。）を選任する努力義務を課し、

企業における職業生活と家庭生活との両立支援の取組に係る実施体制を整備させる

こととしたものであること。

(2) 「第 21 条から第 27 条までに定める措置の適切かつ有効な実施を図るための業

務」とは、育児休業等に関する就業規則等の作成、周知等（法第 21 条）、配置そ

の他の雇用管理、育児休業等をしている労働者の職業能力の開発等に関する措置の

企画立案、周知等の運用（法第 22 条）、所定労働時間の短縮等の措置の企画立案、

周知等の運用（法第 23 条及び第 24 条）、就業の場所の変更を伴う配置の変更をし

ようとする際の労働者に対する各種配慮の実施（法第 26 条）及び再雇用特別措置

の企画立案、周知等の運用（法第 27 条）に係る業務をいうものであること。

(3) 「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭

生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な

実施を図るための業務」とは、(1)①の業務以外の職場において職業生活と家庭生

活との両立や男性の育児等への参画が重要であることについて広報活動などの職場
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の雰囲気作りを行うことを始めとする労働者の職業生活と家庭生活との両立が図ら

れるようにするために必要な一切の業務をいうものであること。

(4) 職業家庭両立推進者は、(1)①及び②の業務を遂行するために必要な知識及び経

験を有していると認められる者のうちから選任することとしたこと（則第 77 条）。

具体的には、上記の業務を自己の判断に基づき責任をもって行える地位にある者

を、１企業につき１人、自主的に選任させることとすること。

第 10 国等による援助（法第 10 章第１節）

子の養育又は家族の介護に関して、労働者の職業生活と家庭生活との両立を図るため

には、法第２章から第９章までに規定する育児休業及び介護休業の制度、子の看護休

暇の制度、時間外労働の制限の制度、深夜業の制限の制度、所定労働時間の短縮措置

等、介護休暇の制度、所定外労働の制限の制度等、事業主に対する努力義務を含めた

義務付けの制度のみによっては十分とはいえず、国及び地方公共団体による事業主、

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者（以下「対象労働者」と

いう。）、育児等退職者その他に対する強力な援助が必要であり、そのため、法第 10

章においては、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を図るための環境整備の

事業を体系的・総合的に構築することが重要であるとの考えに基づき、国又は地方公

共団体が、以下の支援措置を行うこととしたものであること。

１ 事業主等に対する援助（法第 30 条）

(1) 国は、事業主等に対する援助として、対象労働者及び育児等退職者（以下「対象

労働者等」という。）の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進

を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者の雇用さ

れる事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助

言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができることとしたものであるこ

と。

(2) 「その他の関係者」には、対象労働者等の福祉の増進を目的とする事業を行う団

体を含むものであること。

(3) 「その他の措置」には、再雇用特別措置に準ずる措置を含むものであること。

(4) 「相談及び助言」には、都道府県労働局で行うものを含むものであること。

(5) 「給付金」とは、雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）第 115 条第

１号および第 138 条第３号の育児・介護雇用安定等助成金をいうものであること。

(6) 「その他の必要な援助」には、都道府県労働局において行う両立推進者講習会及

び両立推進者研修会のほか、情報提供が含まれるものであること。
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２ 対象労働者等に対する相談、講習等（法第 31 条）

(1) 国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資する

ため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとしたこと。

また、地方公共団体は、国が講ずる措置に準じた措置を講ずるように努めなけれ

ばならないこととしたこと。

(2) 第１項の「職業生活と家庭生活との両立の促進等に資する」の「等」には、休養

及びレクリエーションを含むものであること。

(3) 第１項の「指導、相談、講習その他の措置」には、都道府県労働局で行うものを

含むものであること。

「その他の措置」には情報提供が含まれるものであること。

(4) 国は、対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進等に資するため、全国共通して

行う必要がある事業を行うものであるのに対して、地方公共団体は、住民福祉の一

環として、地域の実情に応じた事業を行うものであること。例えば、地方公共団体

が必要に応じ設置するように努めることとされている法第 34 条の勤労者家庭支援

施設、勤労福祉会館等労働福祉施設、公民館等における相談、講習があるものであ

ること。

３ 再就職の援助（法第 32 条）

(1) 育児等退職者にとって、再び雇用の機会が与えられるようになることは極めて重

要な問題であるため、国は、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるよう

にするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的

に関連して実施されるよう配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図る

ため必要な援助を行うものとしたものであること。

４ 職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置（法第 33 条）

(1) 我が国の企業においては、男女の固定的な性別役割分担意識や職場優先の企業風

土から、育児休業の取得や子育てをしながら働き続けることに対して、事業主だけ

でなく上司、同僚も含めた職場の理解が不足しており、このことも仕事と子育ての

両立の負担感を重くしているという状況にかんがみ、国は、対象労働者等の職業生

活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図る

ため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他

国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずることとしたこ

と。

(2) 「対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行そ

の他の諸要因」としては、男は仕事、女は家事・育児という固定的な性別役割分担



126

意識や家庭責任のほとんどすべてを配偶者に任せる働き方を求めるような職場優先

の企業風土が含まれるものであること。

(3) 「広報活動その他の措置」の内容としては、職業生活と家庭生活との両立に関す

る事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために行う、男性の育児休業取得

促進をはじめとする職業生活と家庭生活との両立に関するシンポジウムやセミナー

の開催、職業生活と家庭生活との両立支援に関して他の模範となる取り組みを推進

している企業の表彰、事業主その他の関係者に対する意識啓発等が含まれるもので

あること。

５ 勤労者家庭支援施設（法第 34 条及び第 35 条）

(1) 法第 34 条は、必要に応じ勤労者家庭支援施設を設置する努力義務を地方公共団

体に課するとともに、勤労者家庭支援施設が対象労働者等の福祉に関する事業を総

合的に行うことを目的とする施設であることを明らかにしたものであること。また、

厚生労働大臣はその設置及び運営についての望ましい基準を定めるとともに、国は、

地方公共団体に対し、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導

その他の援助を行うことができるものとしたこと（勤労者家庭支援施設の設置及び

運営についての望ましい基準（平成７年労働省告示第 109 号））。

(2) 法第 35 条は、勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の

業務を担当する「勤労者家庭支援施設指導員」を置くように努めなければならない

こととし、また、その資格については、厚生労働大臣が定めることとしたものであ

ること（勤労者家庭支援施設指導員の資格（平成７年労働省告示第 110 号））。

(3) 働く婦人の家との関係については、以下の点に留意すること。

イ 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（平成７年法律第 107 号。以下

「平成７年改正法」という。）による削除（平成７年 10 月１日）前の旧男女雇

用機会均等法第 30 条及び第 31 条に規定していた「働く婦人の家」は、女性労働

者の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする施設であったが、改正後

は地方公共団体として必要に応じ設置すべき努力義務の対象としては勤労者家庭

支援施設とすることとし、旧男女雇用機会均等法第 30 条及び第 31 条の規定は削

除することとしたものであること（平成７年改正法附則第８条）。

ロ 平成７年改正法の施行の際、現に設置されている働く婦人の家に関しては、削

除された旧男女雇用機会均等法第 30 条及び第 31 条の規定はなお効力を有するも

のとしたこと（平成７年改正法附則第９条第１項）。

ハ 平成７年改正法の施行の際、現に設置されている働く婦人の家に関し、当該働

く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を勤労者家庭支援施

設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣が当該申出を承認
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した場合には、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、勤労者家庭支援施

設になるものとしたこと（平成７年改正法附則第９条第２項及び第３項）。

第 11 紛争の解決（法第 11 章第１節）

１ 苦情の自主的解決（法第 52 条の２）

(1) 事業主の雇用管理に関する労働者の苦情や労使間の紛争は、本来労使間で自主的

に解決することが望ましいことから、事業主は、法第２章から第８章まで、第 23

条、第 23 条の２及び第 26 条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けた

ときは、労使により構成される苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等その自主的

な解決を図るように努めなければならないこととしたものであること。

(2) 事業主による苦情の自主的な解決を図るための方法としては、法第 52 条の２の

苦情処理機関に苦情の処理をゆだねることによるほか、人事担当者による相談や、

職業家庭両立推進者が選任されている事業所においてはこれを活用する等労働者の

苦情を解決するために有効である措置が考えられるところであり、「苦情の処理を

ゆだねる等」の「等」にはこれらの措置が含まれるものであること。その在り方等

はそれぞれの事業所の実情に応じて適切に設定されるものであること。

(3) 苦情処理機関等事業所内における苦情の自主的解決のための仕組みについては、

労働者に対して周知を図ることが望まれるものであること。

(4) 法では、労働者と事業主との間の個別紛争の解決を図るため、本条のほか、法

第 52 条の４において都道府県労働局長による紛争解決の援助を定め、また法第 52

条の５においては紛争調整委員会(以下「委員会」という。)による調停を定めてい

るが、これらはそれぞれ紛争の解決のための独立した手段であり、本条による自主

的解決の努力は、都道府県労働局長の紛争解決の援助や委員会による調停の開始の

要件とされているものではないこと。

２ 紛争の解決の促進に関する特例（法第 52 条の３）

(1) 法第２章から第８章まで、第 23 条、第 23 条の２、第 25 条及び第 26 条に定める

事項に係る事業主の一定の措置についての労働者と事業主との間の個別具体的な私

法上の紛争（以下「育児休業等に係る紛争」という。）については、個別労働関係

紛争の解決の促進に関する法律（平成 13 年法律第 112 号）第４条の規定は適用せ

ず、法第 52 条の４の規定によるものとしたものであること。

(2) 「紛争」とは、育児休業等に係る取扱いに関して労働者と事業主との間で主張が

一致せず、対立している状態をいうものであること。
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３ 紛争の解決の援助（第 52 条の４）

(1) 紛争の解決の援助（第 52 条の４第１項）

育児休業等に係る紛争の迅速かつ円満な解決を図るため、都道府県労働局長は、

当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決について援助を求められた場合には、

当該紛争の当事者に対して、必要な助言、指導又は勧告をすることができることと

したものであること。

イ 「紛争の当事者」とは、現に紛争の状態にある労働者及び事業主をいうもので

あること。したがって、労働組合等の第三者は関係当事者にはなり得ないもので

あること。

ロ 「助言、指導又は勧告」は、紛争の解決を図るため、当該紛争の当事者に対し

て具体的な解決策を提示し、これを自発的に受け入れることを促す手段として定

められたものであり、紛争の当事者にこれに従うことを強制するものではないこ

と。

(2) 紛争の解決の援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止

（法第 52 条の４第２項）

イ 法第 52 条の４第１項の紛争の解決の援助により、紛争の当事者間に生じた個別

具体的な紛争を円滑に解決することの重要性にかんがみれば、事業主に比べ弱い

立場にある労働者を事業主の不利益取扱いから保護する必要があることから、労

働者が紛争の解決の援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを

禁止することとしたものであること。

ロ 「理由として」とは、労働者が紛争の解決の援助を求めたことが、事業主が当

該労働者に対して不利益な取扱いを行うことと因果関係があることをいうもので

あること。

ハ 「不利益な取扱い」となる行為の例については、指針第二の十一（二）及び第

二の十六（二）及び（三）に掲げるものと同様であること。また、個別の取扱い

が不利益な取扱いに該当するか否かについての勘案事項については、指針第二の

十一（三）及び第二の十六（四）に掲げる事項に準じて判断すべきものであるこ

と。

第 12 調停（法第 11 章第２節）

１ 調停の委任(法第 52 条の５)

(1) 調停の委任(法第 52 条の５第１項)

イ 紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)間の紛争について、当事者間の自主

的な解決、都道府県労働局長による紛争解決の援助に加え、公正、中立な第三者機

関の調停による解決を図るため、育児休業等に係る紛争について、関係当事者の双
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方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があ

ると認めるときは、都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせるものとすること

としたものであること。

ロ 「関係当事者」とは、現に紛争の状態にある労働者及び事業主をいうものである

こと。したがって、労働組合等の第三者は関係当事者にはなり得ないものであるこ

と。

ハ 「調停」とは、紛争の当事者の間に第三者が関与し、当事者の互譲によって紛争

の現実的な解決を図ることを基本とするものであり、行為が法律に抵触するか否か

等を判定するものではなく、むしろ行為の結果生じた損害の回復等について現実的

な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより当該紛争を解決しようとするもので

あること。

ニ 次の要件に該当する事案については、「当該紛争の解決のために必要があると認

め」られないものとして、原則として、調停に付すことは適当であるとは認められ

ないものであること。

(イ) 申請が、当該紛争に係る事業主の措置が行われた日(継続する措置の場合に

あってはその終了した日)から１年を経過した紛争に係るものであるとき

(ロ) 申請に係る紛争が既に司法的救済又は他の行政的救済に係属しているとき

(関係当事者双方に、当該手続よりも調停を優先する意向がある場合を除く。)

(ハ) 集団的な労使紛争にからんだものであるとき

ホ 都道府県労働局長が「紛争の解決のために必要がある」か否かを判断するに当た

っては、ニに該当しない場合は、法第 52 条の２による自主的解決の努力の状況も

考慮の上、原則として調停を行う必要があると判断されるものであること。

(2) 調停の申請をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止(法第 52 条

の５第２項)

イ 法第 52 条の５第１項の調停により、関係当事者間に生じた個別具体的な紛争を

円滑に解決することの重要性にかんがみれば、事業主に比べ弱い立場にある労働者

を事業主の不利益取扱いから保護する必要があることから、労働者が調停の申請を

したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止することとしたものである

こと。

ロ 「理由として」及び「不利益な取扱い」の意義については、それぞれ第 11 の３

（２）ロ及びハと同じであること。

２ 調停(法第 52 条の６)

(1) 調停の手続については、法第 52 条の６において準用する男女雇用機会均等法第

19 条、第 20 条第１項及び第 21 条から第 26 条の規定及び則第 78 条の規定において
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準用する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規

則(昭和 61 年労働省令第２号。以下「男女雇用機会均等法施行規則」という。)第３

条から第 12 条の規定に基づき行われるものであること。

(2) 委員会の会長は、調停委員のうちから、法第 52 条の５第１項の規定により委任を

受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「両立支援調停会

議」という。)を主任となって主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を

指名するものであること。また、主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその

指名する調停委員が、その職務を代理するものとなるものであること(則第 78 条にお

いて準用する男女雇用機会均等法施行規則第３条第１項及び第２項)。

(3) 両立支援調停会議は、主任調停委員が招集するものであること。また、両立支援

調停会議は、調停委員２人以上が出席しなければ、開くことができないものであるこ

と。さらに、両立支援調停会議は、公開しないものであること(則第 78 条において準

用する男女雇用機会均等法施行規則第４条第１項から第３項)。

(4) 両立支援調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部（室）におい

て処理するものであること(則第 78 条において準用する男女雇用機会均等法施行規則

第５条)。

(5) 法第 52 条の５第１項の調停の申請をしようとする者は、調停申請書を当該調停に

係る紛争の関係当事者である労働者に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局

長に提出しなければならないものであること(則第 78 条において準用する男女雇用機

会均等法施行規則第６条及び別記様式)。

(6) 都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、そ

の旨を会長及び主任調停委員に通知するものであること。また、都道府県労働局長は、

委員会に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせ

ないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面

によって通知するものであること(則第 78 条において準用する男女雇用機会均等法施

行規則第７条第１項及び第２項)。

(7) 調停は、３人の調停委員が行うこととされており、調停委員は、委員会のうちか

ら、会長があらかじめ指名するものとされていること(法第 52 条の６において準用す

る男女雇用機会均等法第 19 条第１項及び第２項)。

(8) 委員会は、調停のために必要があると認めるときは、関係当事者または関係当事

者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人(以下「関係当事者等」とい

う。)の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとされていること(法第 52 条

の６において準用する男女雇用機会均等法第 20 条第１項)。ただし、この「出頭」は

強制的な権限に基づくものではなく、相手の同意によるものであること。これらの出

頭については、必ず関係当事者等(法人である場合には、委員会が指定する者)により
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行われることが必要であること。

「その他の参考人」とは、関係当事者である労働者が雇用されている事業所に過去

に雇用されていた者、同一の事業所で就業する派遣労働者などを指すものであること。

委員会に「関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」の出頭

を求めることができるとしたのは、育児休業の取得等を理由とする不利益取扱い等を

判断するにあたり、他の労働者の就業の実態を踏まえる必要があることや、調停案の

内容によっては同一の事業所において雇用される他の育児や介護をしながら働く労働

者に対しても影響を及ぼしうることから、これらの者を参考人として意見聴取するこ

とが必要な場合があるためであること。

(9) 委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許可を得て、補佐

人を伴って出頭することができるものであり、補佐人は、主任調停委員の許可を得て

陳述を行うことができるものであること(則第 78 条において準用する男女雇用機会均

等法施行規則第８条第１項及び第２項)。「補佐人」は、関係当事者等が陳述を行う

ことを補佐することができるものであること。なお、補佐人の陳述は、あくまでも関

係当事者等の主張や説明を補足するためのものであり、補佐人が自ら主張を行ったり、

関係当事者等に代わって意思表示を行ったりすることはできないこと。

(10) 委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許可を得て当該事

件について意見を述べることができるほか、他人に代理させることができるものであ

ること(則第 78 条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第８条第３項)。他

人に代理させることについて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、

住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して主任調

停委員に提出しなければならないものであること(則第 78 条において準用する男女雇

用機会均等法施行規則第８条第４項)。

(11) 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事

者等に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができるもので

あること(則第 78 条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第９条)。

(12) 委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行

わせることができるものであること。「調停の手続の一部」とは、現地調査や、提出

された文書等の分析・調査、関係当事者等からの事情聴取等が該当するものであるこ

と。この場合において、則第 78 条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第

４条第１項及び第２項の規定は適用せず、則第 78 条において準用する男女雇用機会

均等法施行規則第８条の規定の適用については、同条中「主任調停委員」とあるのは、

「特定の調停委員」とするものであること。また、委員会は、必要があると認めると

きは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部（室）の職員に委嘱

することができるものであること(則第 78 条において準用する男女雇用機会均等法施
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行規則第 10 条第１項及び第２項)。

(13) 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該

委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体

が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くも

のとすることとされていること(法第 52 条の６において準用する男女雇用機会均等

法第 21 条)。「主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する

者又は関係事業主を代表する者」については、主要な労働者団体又は事業主団体に

対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名

を求めるものとするものであること。(則第 78 条において準用する男女雇用機会均

等法施行規則第 11 条第１項)。関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する

者の指名は、事案ごとに行うものであること。指名を求めるに際しては、管轄区域

内のすべての主要な労働者団体及び事業主団体から指名を求めなければならないも

のではなく、調停のため必要と認められる範囲で、主要な労働者団体又は事業主団

体のうちの一部の団体の指名を求めることで足りるものであること。則第 78 条に

おいて準用する男女雇用機会均等法施行規則第 11 条第１項により委員会の求めが

あった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる

者の氏名及び住所を委員会に通知するものとするものであること(則第 78 条におい

て準用する男女雇用機会均等法施行規則第 11 条第２項)。

(14) 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができ

るものであること(法第 52 条の５において準用する男女雇用機会均等法 22 条)。調

停案の作成は、調停委員の全員一致をもって行うものとするものであること(則第

78 条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第 12 条第１項)。また、「受

諾を勧告する」とは、両関係当事者に調停案の内容を示し、その受諾を勧めるもの

であり、その受諾を義務付けるものではないこと。委員会は、調停案の受諾を勧告

する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする

ものであること(則第 78 条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第 12 条

第２項)。

関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面

を委員会に提出しなければならないものであること(則第 78 条において準用する男

女雇用機会均等法施行規則第 12 条第３項)。しかしながら、この「書面」は、関係

当事者が調停案を受諾した事実を委員会に対して示すものであって、それのみをも

って関係当事者間において民事的効力をもつものではないこと。

(15) 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めると

きは、調停を打ち切ることができ、その場合、その旨を関係当事者に通知しなけれ

ばならないものとされていること(法第 52 条の６において準用する男女雇用機会均
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等法第 23 条)。「調停による解決の見込みがないと認めるとき」とは、調停により

紛争を解決することが期待し難いと認められる場合や調停により紛争を解決するこ

とが適当でないと認められる場合がこれに当たるものであり、具体的には、調停開

始後長期の時間的経過をみている場合、当事者の一方が調停に非協力的で再三にわ

たる要請にもかかわらず出頭しない場合のほか、調停が当該紛争の解決のためでな

く労使紛争を有利に導くために利用される場合等が原則としてこれに含まれるもの

であること。

３ 時効の中断(法第 52 条の６において準用する男女雇用機会均等法第 24 条)

本条は、調停が打ち切られた場合に、当該調停の申請をした者が打ち切りの通知を

受けた日から 30 日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、

調停の申請の時に遡り、時効の中断が生じることを明らかにしたものであること。

「調停の申請の時」とは、申請書が現実に都道府県労働局長に提出された日であっ

て、申請書に記載された申請年月日ではないこと。

また、調停の過程において申請人が調停を求める事項の内容を変更又は追加した場

合にあっては、当該変更又は追加した時が「申請の時」に該当するものと解されるこ

と。

「通知を受けた日から 30 日以内」とは、民法の原則に従い、文書の到達した日の

当日は期間の計算に当たり参入されないため、書面による調停打ち切りの通知が到達

した日の翌日から起算して 30 日以内であること。

「調停の目的となった請求」とは、当該調停手続において調停の対象とされた具体

的な請求(地位確認、損害賠償請求等)を指すこと。本条が適用されるためには、これ

らと訴えに係る請求とが同一性のあるものでなければならないこと。

４ 訴訟手続の中止(法第 52 条の６において準用する男女雇用機会均等法第 25 条)

本条は、当事者が調停による紛争解決が適当であると考えた場合であって、調停の

対象となる紛争のうち民事上の紛争であるものについて訴訟が係属しているとき、当

事者が和解交渉に専念する環境を確保することができるよう、受訴裁判所は、訴訟手

続を中止することができることとするものであること。

具体的には、法第 52 条の５第１項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるもの

について関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次のいずれかに掲げる事由が

あり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、４月以内の期

間を定めて訴訟手続を中止する旨を決定することができるものであること。

(1) 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。

(2) (1)の場合のほか、関係当事者間に調停によって当該紛争の解決を図る旨の合意
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があること。

なお、受訴裁判所は、いつでも訴訟手続を中止する旨の決定を取り消すことができ

るものであること。また、関係当事者の申立てを却下する決定及び訴訟手続を中止す

る旨の決定を取り消す決定に対しては不服を申し立てることができないものであるこ

と。

５ 資料提供の要求等(法第 52 条の６において準用する男女雇用機会均等法第 26 条)

委員会は、当該委員会に継続している事件の解決のために必要があると認めるとき

は、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができるものであ

ること。「関係行政庁」とは、例えば、国の機関の地方支分部局や都道府県等の地方

自治体が考えられるものであること。「その他必要な協力」とは、情報の提供や便宜

の供与等をいうものであること。

第 13 委託募集の特例（法第 12 章）

１ 基本的考え方（法第 53 条第１項）

(1) 委託募集の特例の必要性

育児休業又は介護休業（これらに準ずる休業を含む。）をする労働者の業務を処

理するために必要な労働者（以下「育児・介護休業代替要員」という。）を募集し

やすくすることは、事業主にとって重要であるばかりでなく、労働者にとっても、

育児休業又は介護休業を取得しやすく、職場復帰しやすい職場環境の整備という観

点から、強く望まれることである。

特に、中小企業者にとって、労働者を臨機に募集することは事務負担となるだけ

でなく、知名度等から、実際に必要な時期までに労働者を募集できない場合も生じ

得るところである。

その場合、中小企業者が、その所属する中小企業団体に育児・介護休業代替要員

の募集を委託することが容易であれば、その個別の中小企業者の事務負担を軽減で

きるとともに、中小企業団体の情報を活用することができることとなるが、一方、

職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 36 条第１項により、事業主がその被用者

以外の者に報酬を与えて労働者の募集を委託する場合には、厚生労働大臣の許可を

受けなければならず、同条第３項により、事業主がその被用者以外の者に報酬を与

えることなく労働者の募集を委託する場合には、厚生労働大臣に届け出なければな

らないことになっている。

この場合、個々の育児・介護休業代替要員の募集の必要が生じるたびごとに、個

別中小企業者が許可や届出の手続をしなければならず、また、許可や届出がなされ

るまでは募集活動ができないため、臨時即応性の点で問題があると考えられる。
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そこで、法第 53 条において、一定の基準を満たした中小企業団体に関しては、

事前の厚生労働大臣の認定を受けた後、その構成員たる中小企業者から育児・介護

休業代替要員の募集の委託を受けた場合、当該中小企業団体が、厚生労働大臣に届

出をすることによって当該育児・介護休業代替要員の委託募集ができるようにした

ものであること。

(2) 委託募集の特例の前提

法第 53 条による委託募集を行うに際しては、募集を委託された中小企業団体は、

単に募集を行うだけではなく、募集後雇用された労働者の労働条件について募集時

の労働条件との相違がないか等を常にチェックし、不適切な点があれば是正するよ

うに指導できる立場にあることが前提となるものであること。

このため、中小企業団体は、その構成員たる中小企業者と密接に連携し合いなが

ら当該中小企業者の雇用管理面について適切に指導していくことが可能でなければ

ならず、このような観点から、育児・介護休業代替要員の確保に当たっても、構成

員たる中小企業者において育児休業及び介護休業を取得しやすく、かつ職場に復帰

しやすくするような環境整備の事業を当該中小企業と協同して行う中小企業団体で

あることを前提に、委託募集の手続を緩和したものであること。

２ 具体的内容

(1) 育児・介護休業代替要員の範囲（法第 53 条第１項）

イ これらに準ずる休業

法第 53 条第１項の「これらに準ずる休業」とは、法第 23 条第２項又は第 24

条第１項により講じられた育児休業の制度に準じた育児のための休業の制度及び

同条第２項により講じられた介護休業の制度に準じた介護のための休業の制度を

いうものであること。

ロ 雇用期間

育児・介護休業代替要員は、「当該育児休業又は介護休業をする期間につい

て」のものであるため、育児・介護休業代替要員の雇用期間は、基本的には「当

該育児休業又は介護休業をする期間」と同一又はそれより短期である必要がある

が、訓練期間、引継期間等を考慮して、当該育児休業又は介護休業をする期間の

前後に若干長い雇用期間が設定されることは妨げないものであること。

ハ 職種及び数

育児・介護休業代替要員は、育児休業又は介護休業（これらに準ずる休業を含

む。）をする労働者の業務を処理するためのものであるので、育児休業又は介護

休業をする労働者の職種及び数と育児・介護休業代替要員の職種及び数とは同一

である必要があること。
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(2) 中小企業者の範囲（法第 53 条第２項第１号）

中小企業者の範囲としては、労働力の確保等を図ろうとする中小企業を業種、地

域を問わず広く対象としている中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機

会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成３年法律第 57 号。以

下「中小企業労働力確保法」という。）第２条第１項に規定する中小企業者の範囲

と同一の範囲としたものであること。

(3) 中小企業団体の範囲（法第 53 条第２項第２号）

中小企業団体の範囲は、中小企業者の範囲と同様、中小企業労働力確保法第２条

第２項の事業協同組合等（以下「事業協同組合等」という。）と同じものとしたも

のであること。

事業協同組合等の範囲は、以下のとおりであること。

イ 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

ロ 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

ハ 商工組合及び商工組合連合会

ニ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

ホ 生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円（卸売業を

主たる事業とする事業者については、一億円）以下の金額をその資本の額若しく

は出資の総額とする法人又は常時五十人（卸売業又はサービス業を主たる事業と

する事業者については、百人）以下の従業員を使用する者であるもの

ヘ 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製

造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額と

する法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及

び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分

の二以上が五千万円（酒類卸売業者については、一億円）以下の金額をその資本

の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者については、

百人）以下の従業員を使用する者であるもの

ト その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者である一般社団法人

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号））

(4) 法第 22 条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助

イ 基本前提

１(2)で述べたように、中小企業団体が、構成員たる中小企業者に対して、法

第 22 条に規定する育児休業及び介護休業の申出や育児休業及び介護休業後の就

業が円滑に行われるための雇用管理等の措置その他に関する相談及び援助の事業

（以下「相談援助事業」という。）を行っていることが前提となるものであるこ

と。
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ロ 認定基準の内容

したがって、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律第 53 条第２項第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成

７年労働省告示第 111 号。以下「認定基準告示」という。）による認定中小企業

団体の認定基準において、相談援助事業として実施し、又は実施することを予定

しているものとして、次のものが挙げられていること（認定基準告示第１号）。

(ｲ) 代替要員の確保を容易にするための、好事例の収集及び提供、定年等により

退職した者の名簿の整備及び活用に係る指導等の事業

「好事例の収集及び提供、定年等により退職した者の名簿の整備及び活用に

係る指導」は例示であって、中小企業団体としては、構成員たる中小企業者の

代替要員の確保を容易にするためのこれらと同程度の事業を行っていれば足り

るものであること。

(ﾛ) (ｲ)のほか、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所におけ

る雇用管理その他に係る講習会の開催、相談指導、先進的な事例に関する見学

会の開催等の事業

「講習会の開催、相談指導、先進的な事例に関する見学会の開催」は例示で

あって、中小企業団体としては、構成員たる中小企業者の育児休業又は介護休

業に係る雇用管理等に資する事業を行っていれば足りるものであること。

ただし、第９の３(2)イで述べたように、代替要員の雇用管理に関し、育児

休業又は介護休業が突然終了した場合に、代替要員に予期せぬ不利益を与えな

いよう、予め雇用契約の内容を明確にしておくような指導等は、当然中小企業

団体が行うべき相談援助事業の内容の一つであること。

(5) その他の認定基準

その他の認定基準としては、以下のものがあること。

イ 事務処理の体制の整備（認定基準告示第２号）

上記(4)の事業を行うのに適当と認められる事務処理の体制が整備されている

こと。

「事務処理の体制が整備」とは、中小企業団体の役員又は職員が事務の担当責

任者として決められていることをいうものであること。

ロ 育児休業及び介護休業の制度の整備（認定基準告示第３号）

構成員たる中小企業者が、就業規則、労働協約等により、育児休業及び介護休

業の制度を設けていること。

「就業規則、労働協約等」には、常時 10 人以上の労働者を雇用しない事業所

にあっては、慣行を含むものであること。

ハ 適正な委託募集内容（認定基準告示第４号）
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募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切なもので、かつ、労働者の利益

に反しないことが見込まれること。

これは、

(ｲ) 賃金が、同業種の賃金水準に比較して低くないこと。

(ﾛ) 労働時間、休日その他の労働条件が、法定の労働条件以上であること。

(ﾊ) 募集従事者が、当該中小企業団体の役員又は職員であること。

をいうものとすること。

３ 認定手続（法第 53 条第２項第２号）

(1) 認定申請（則第 61 条）

法第 53 条第２項第２号の規定により認定を受けようとする事業協同組合等は、

様式第１号「認定中小企業団体認定申請書」を作成して、当該申請書１通及びその

写し２通をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労

働大臣に提出するものとすること。

(2) 認定

イ 厚生労働大臣は、事業協同組合等から「認定中小企業団体認定申請書」の提出

を受けたときは、遅滞なく当該事業協同組合等が法令及び認定基準に照らして適

当であるか否か審査し、適当であると判断されるものについて認定をするもので

あること。

ロ 認定期間は、認定日から、認定日の属する年度から起算して５年度目の年度の

末日までとすること。

ハ 厚生労働大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、様式第２号「認定中小企業団

体認定通知書」により、所轄の都道府県労働局長を経て、当該認定に係る事業協

同組合等（以下「認定中小企業団体」という。）に対して通知するものとするこ

と。

（３） 不認定

イ 厚生労働大臣は、中小事業主団体から「認定中小事業主団体認定申請書」の提

出を受けたときは、遅滞なく当該中小事業主団体が法令及び認定基準に照らして

適当であるか否か審査し、適当でないと判断されるものについて不認定とするも

のであること。

ロ 厚生労働大臣は、不認定としたときは、遅滞なく、様式第３号「認定中小事業

主団体不認定通知書」により、所轄の都道府県労働局長を経て、当該認定に係

る中小事業主団体に対して通知するものとすること。
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４ 認定の取消し（法第 53 条第３項）

(1) 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が相談援助事業を行うものとして適当でなく

なったと認めるときは、当該認定を取り消すものとしたものであること。

「適当でなくなった」場合としては、相談援助事業の実施に著しい支障が生じて、

当該事業を実施する見込みがなくなった場合、当該認定中小企業団体が法令及び認

定基準を満たさなくなったと認められる場合があるものであること。

(2) 厚生労働大臣は、認定中小企業団体の認定の取消しをしたときは、遅滞なく、様

式第３号「認定中小企業団体認定取消通知書」により、所轄の都道府県労働局長を

経て、当該認定に係る事業協同組合等に対して通知するものとすること。

(3) 認定中小企業団体の認定の取消しを行った場合における当該取消しの日後には、

法第 53 条第４項の届出による委託募集を行うことはできないものであること。

５ 委託募集の届出（法第 53 条第４項）

(1) 認定中小企業団体が、その構成員たる中小企業者の委託を受けて育児・介護休業

代替要員の募集を行う際には、認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を

管轄する都道府県労働局長に対して、委託募集の届出を行うものであること（則第

80 条）。

ただし、認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域

（以下「自県外地域」という。）を募集地域とする委託募集であって、一中小企業

者が自県外地域において募集しようとする労働者の数の合計が 100 人以上である委

託募集又は一中小企業者が自県外地域において募集しようとする労働者の数の合計

が 100 人未満であっても自県外地域のうち一の都道府県の区域において募集しよう

とする労働者の数の合計が 30 人以上である委託募集については、厚生労働大臣に

対して、認定中小企業団体が委託募集の届出を行うものであること（同条）。

(2) 法第 53 条第４項の委託募集の届出の有効期間は６か月以内とするものであるこ

と。

(3) 認定中小企業団体は、育児・介護休業代替要員の募集を行わせようとする構成員

たる中小企業者についてのみ、委託募集の届出を行うものであること。

(4) 認定中小企業団体は、委託募集届出書（様式第４号）を、都道府県労働局長への

届出にあっては正本１通、副本２通を作成し委託募集を開始する日の７日前までに、

厚生労働大臣への届出にあっては正本１通、副本３通を作成し委託募集を開始する

日の 14 日前までに、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定

所長（以下「所在地公共職業安定所長」という。）に対して提出するものであるこ

と。
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６ 委託募集の届出の受理（法第 53 条第５項）

(1) 所在地公共職業安定所長は委託募集の届出の受付を行い、届出の受付から２日以

内に、副本１通を保管の上都道府県労働局長への届出にあっては正本１通、副本１

通を、厚生労働大臣への届出にあっては正本１通、副本２通をそれぞれ都道府県労

働局長へ送付するものとする。都道府県労働局長は、厚生労働大臣への届出にあっ

ては副本１通を保管の上所在地公共職業安定所長から送付のあった日から２日以内

に、正本１通及び副本１通を厚生労働大臣へ送付するものであること。

(2) 届出書の送付を受けた都道府県労働局長（厚生労働大臣への届出にあっては厚生

労働大臣）は、届出に係る募集の内容が、育児・介護休業代替要員の募集を行わせ

ようとしていることを確認した上で当該届出を受理し、その副本１通に確認の印を

押し、届出の送付を受けてから２日以内に、所在地公共職業安定所長（厚生労働大

臣への届出にあっては都道府県労働局長及び所在地公共職業安定所長）を経由して

届出を行った認定中小企業団体に交付するものであること。

(3) 所在地公共職業安定所長、就業地を管轄する公共職業安定所長（以下「就業地公

共職業安定所長」という。）及びその募集地を管轄する公共職業安定所長（以下

「募集地公共職業安定所長」という。）が異なる場合は、届出を受理した都道府県

労働局長又は厚生労働大臣は、受理した届出書の写しを、就業地公共職業安定所長

及び募集地公共職業安定所長に対して、それらの公共職業安定所を管轄する都道府

県労働局長を経由して送付するものであること。

７ 労働者募集報告（則第 83 条）

委託募集に従事する認定中小企業団体は、毎年度の委託募集の状況を取りまとめ、

様式第５号の労働者募集報告を作成して当該年度の翌年度の四月末日まで（当該年度

の終了前に労働者の募集を終了させる場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌

月末日まで）に委託募集の届出の受付を行った公共職業安定所長に報告するものであ

ること。

８ 報告の徴収（法第 53 条第７項）

厚生労働大臣は、必要と認めるときは、所轄の都道府県労働局長を通じて、法第

53 条第７項の規定に基づき、認定中小企業団体に対し、相談援助事業の実施状況に

ついて随時報告を求めるものであること。

９ 公共職業安定所の援助（法第 54 条）

(1) 公共職業安定所は、委託募集が効果的かつ適切に行われるよう、認定中小企業団

体及び当該募集を委託する中小企業者に対して、求人条件の設定、募集方法等につ
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いて助言、指導を行うなど配意するものであること。

(2) 公共職業安定所は、求職者に対する職業紹介に際して、当該募集に係る求人が育

児・介護休業代替要員の募集を行わせようとしている中小企業者からの求人である

場合にはその旨説明するよう配意するものであること。

10 その他の留意事項

認定中小企業団体は、いかなる場合も、職業紹介に及ぶ行為をすることはできない

ものであること。

第 14 その他の雑則（法第 12 章）

１ 調査等（法第 55 条）

対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に係る施策に関しては、今後

とも必要な調査研究を行っていかなければならない分野が多く残されていることにか

んがみ、厚生労働大臣は、必要な調査研究を実施し、その成果を通じて施策の一層の

推進を図ることとしたものであること。

また、厚生労働大臣は、法の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供そ

の他必要な協力を求め、さらに、都道府県知事から必要な調査報告を求めることがで

きる旨明らかにしたものであること。

２ 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告（法第 56 条）

(1) 本法の目的を達成するための行政機関固有の権限として、厚生労働大臣又は都道

府県労働局長は、法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報

告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとしたものである

こと。

(2) 本条の厚生労働大臣の権限は、労働者からの申立て、第三者からの情報、職権等

その端緒を問わず、必要に応じて行使し得るものであること。

(3) 「この法律の施行に関し必要があると認めるとき」とは、法の規定により具体的

に事業主の責務とされている事項について、当該責務が十分に遂行されていないと

考えられる場合において、当該責務の遂行を促すことが法の目的に照らし必要であ

ると認められるとき等をいうものであること。

(4) 法を施行するために、とり得る措置として、報告の徴収並びに助言、指導及び勧

告を規定したものであり、これらは、事業主がこれに従うことを法的に強制するも

のではないこと。

(5) 則第 85 条の「厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案」とは、

イ 広範囲な都道府県にまたがり、その事案の処理に当たって各方面との調整が必
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要であると考えられる事案

ロ 当該事案の性質上社会的に広汎な影響力を持つと考えられる事案

ハ 都道府県労働局長が勧告を行ったにもかかわらず、是正されない事案

等に該当するものであり、厚生労働大臣が自ら又は都道府県労働局長の上申を受

けてその都度重要であると判断したものをいうこと。

(6) 則第 85 条の「事業所」とは、当該事案に係る事業所であって、本社たる事業所

に限られるものではないこと。

３ 公表（法第 56 条の２）

子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図り、当該労働者の職業生活

と家庭生活の両立に寄与するためには、事業主に一定の措置を義務付けるとともに、

法違反の速やかな是正を求める行政指導の効果を高め、法の実効性を確保することが

必要である。

このような観点から、厚生労働大臣は、第６条第１項（第 12 条第２項、第 16 条の

３第２項及び第 16 条の６第２項において準用する場合を含む。）、第 10 条（第 16

条、第 16 条の４及び第 16 条の７において準用する場合を含む。）第 12 条第１項、

第 16 条の３第１項、第 16 条の６第１項、第 16 条の８第１項（第 16 条の９第１項に

おいて準用する場合を含む。）、第 16 条の 10、第 17 条第１項（第 18 条第１項にお

いて準用する場合を含む。）、第 18 条の２、第 19 条第１項（第 20 条第１項におい

て準用する場合を含む。）、第 20 条の２、第 23 条第１項から第３項まで、第 23 条

の２、第 25 条、第 26 条又は第 52 条の４第２項（第 52 条の５第２項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反している事業主に対し自ら勧告をした場合において、

その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるこ

ととしたものであること。

４ 労働政策審議会への諮問（法第 57 条）

法に定める事項のうち重要なものについての省令の制定又は改正、指針の策定その

他法の施行に関する重要事項の決定については、あらかじめ労働政策審議会の意見を

聴くこととしたものであること。

５ 厚生労働省令への委任（法第 59 条）

法各条で委任したもののほか、法を実施するに当たって必要な手続等について、厚

生労働省令において定めることができることとしたものであること。
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６ 船員に関する特例（法第 60 条）

船員及び船員になろうとする者（以下「船員等」という。）の労働関係については、

国土交通省が所管する別の体系とされており、このため船員等については、本法中

「厚生労働大臣」とあるのを「国土交通大臣」と読み替える等所要の整備を行うもの

であること。

なお、所定外労働の制限、時間外労働の制限、委託募集の特例等に関する規定につ

いては、船員等には適用しないこととしたものであること。

７ 公務員に関する特例（法第 61 条）

(1) 法の規定中、第２章から第９章まで、第 30 条、第 11 章、第 53 条、第 54 条、第

56 条、第 56 条の２、第 60 条、第 62 条から第 64 条まで及び第 66 条の規定につい

ては、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しないこととしたものであるこ

と。

「国家公務員」とは、国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）上の国家公務員

をいうものであり、また、「地方公務員」とは、地方公務員法（昭和 25 年法律第

261 号）上の地方公務員をいうものであること。

(2) 公務員の育児のための休業の制度については、職務に従事しない期間が３年間と

長期にわたる場合があるため、休職類似の身分上の効果を伴うものとして、一般職

国家公務員については、独立行政法人通則法第２条第４号に規定する独立行政法人

（以下「行政執行法人」という。）の職員を含めて国家公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第 109 号）により一律に規律することとし、地方公務員につ

いては各地方公共団体の条例によることなく地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第 110 号）により一律に規律することとされているところであるこ

と。

なお、特別職国家公務員についても、国会職員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第 108 号）、裁判官の育児休業に関する法律（平成３年法律第 111 号）そ

の他の関係法令が制定又は整備されているところであること。

(3) 国家公務員及び地方公務員に対する介護のための休業の制度については、以下の

とおりであること。

イ 国家公務員に対する介護のための休業の制度については、育児のための休業の

制度とは異なり、公務員法制上は「休暇」として取り扱われ、休暇が労働協約の

対象となる行政執行法人の職員を除いた一般職に属する国家公務員に関して、一

般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第 33 号）第 20 条に

おいて「介護休暇」制度が法定されているところであること。

ロ 行政執行法人の職員の勤務条件に関しては、労使交渉で決定することを基本と



144

しつつ、民間の労働条件の最低基準を適用することが通例であるため、介護のた

めの休業に関しても法に規定するものであるが、公務員たる地位の特

殊性等から、行政執行法人の長の承認を前提とした介護のための休業の制度の特

例を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第３項から第５項ま

で）。

ハ 地方公務員の勤務条件に関しては、条例（地方公営企業職員等は労使交渉）で

定めることを基本としつつ、民間の労働条件の最低基準を適用することが通例で

あるため、介護のための休業に関しても法に規定するものであるが、公務員たる

地位の特殊性等から、地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者又はその委

任を受けた者（以下「任命権者等」という。）の承認を前提とした介護のための

休業の制度の特例を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第６

項）。

なお、その内容については、行政執行法人の職員の特例規定を準用するもので

あること。

(4) 公務員法制上、「休業」は休職類似の身分上の効果を伴うものとして、定員管理

上の問題が生じたり、団体交渉事項や条例事項に含まれないなどの特別の効果を有

するものであり、一方「休暇」は団体交渉事項となる勤務条件の一つとして取り扱

われるので、両者の区別は重要な意味を有するものではあるが、公務員に対して民

間法制上の最低基準を適用する場合は、民間における名称を使用するのが前例（公

務員制度上の「休暇」であるにもかかわらず、産前産後休業と呼ぶ例）であるので、

ここでも「介護をするための休業」とすることとしたものであること。

(5) 「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」の範囲と、一般職の職員の勤務

時間、休暇等に関する法律第 20 条第１項の「負傷、疾病又は老齢」の範囲とは同

一であること。

なお、この点については、人事院に確認済みであること。

(6) 国家公務員及び地方公務員に対する負傷し、又は疾病にかかったその子の世話等

を行うための休暇の制度については、以下のとおりであること。

イ 行政執行法人の職員を除いた一般職に属する国家公務員の負傷し、又は疾病に

かかったその子の世話等を行うための休暇の制度については、人事院規則 15－

14（職員の勤務時間、休日及び休暇）において、特別休暇の１つとして規定が設

けられているところであること。

ロ 行政執行法人の職員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え

方により、行政執行法人の長の承認を前提とした、負傷し、又は疾病にかかった

その子の世話等を行うための休暇の制度の特例を法に規定することとしたもので

あること（法第 61 条第７項から第 10 項まで）。
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ハ 地方公務員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え方により、

任命権者等の承認を前提とした、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話等を

行うための休暇の制度の特例を法に規定することとしたものであること（法第

61 条第 11 項）。

なお、その内容については、行政執行法人の職員の特例規定を準用するもので

あること。

(７） 国家公務員及び地方公務員に対する介護のための休暇の制度については、以下

のとおりであること。

イ 行政執行法人の職員を除いた一般職に属する国家公務員の介護のための休暇の

制度については、人事院規則 15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）におい

て、特別休暇の１つとして規定が設けられているところであること。

ロ 行政執行法人の職員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え

方により、行政執行法人の長の承認を前提とした介護のための休暇の制度の特

例を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第 12 項から第 15 項ま

で）。

ハ 地方公務員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え方により、

任命権者等の承認を前提とした介護のための休暇の制度の特例を法に規定するこ

ととしたものであること（法第 61 条第 16 項）。

なお、その内容については、行政執行法人の職員の特例規定を準用するもので

あること。

（８） 国家公務員及び地方公務員に対する所定外労働の制限の制度については、以下

のとおりであること。

イ 行政執行法人の職員を除いた一般職に属する国家公務員の所定外労働の制限の

制度については、人事院規則 10－11（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

並びに深夜勤務及び超過勤務の制限）において規定が設けられているところで

あること。

ロ 行政執行法人の職員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え

方により、行政執行法人の長の承認を前提とした所定外労働の制限の制度の特

例を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第 17 項及び第 18 項）。

ハ 地方公務員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え方により、

任命権者等の承認を前提とした所定外労働の制限の制度の特例を法に規定するこ

ととしたものであること（法第 61 条第 19 項及び第 20 項）。

(9) 国家公務員及び地方公務員に対する時間外労働の制限の制度については、以下の

とおりであること。

イ 行政執行法人の職員を除いた一般職に属する国家公務員の時間外労働の制限の
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制度については、人事院規則 10－11（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

並びに深夜勤務及び超過勤務の制限）において規定が設けられているところであ

ること。

ロ 行政執行法人の職員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え

方により、行政執行法人の長の承認を前提とした時間外労働の制限の制度の特例

を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第 21 項及び第 22 項）

ハ 地方公務員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え方により、

任命権者等の承認を前提とした時間外労働の制限の制度の特例を法に規定する

こととしたものであること（法第 61 条第 23 項及び第 24 項）

(10) 国家公務員及び地方公務員に対する深夜業の制限の制度については、以下のと

おりであること。

イ 行政執行法人の職員を除いた一般職に属する国家公務員の深夜業の制限の制

度については、人事院規則 10－11（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並

びに深夜勤務及び超過勤務の制限）において規定が設けられているところであ

ること。

ロ 行政執行法人の職員については、介護のための休業の制度と同様の考え方に

より、行政執行法人の長の承認を前提とした深夜業の制限の制度の特例を法に

規定することとしたものであること（法第 61 条第 25 項及び第 26 項）。

ハ 地方公務員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え方によ

り、任命権者等の承認を前提とした深夜業の制限の制度の特例を法に規定する

こととしたものであること（法第 61 条第 27 項及び第 28 項）。

(11) 国家公務員及び地方公務員に対する介護のための所定労働時間の短縮の制度に

ついては、以下のとおりであること。

イ 行政執行法人の職員を除いた一般職に属する国家公務員の介護のための所定

労働時間の短縮の制度については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する

法律第 20 条の２において「介護時間」制度が法定されているところであるこ

と。

ロ 行政執行法人の職員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考

え方により、行政執行法人の長の承認を前提とした介護のための所定労働時間

の短縮の制度の特例を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第

29 項から第 31 項まで）。

ハ 地方公務員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え方によ

り、任命権者等の承認を前提とした介護のための所定労働時間の短縮の制度の

特例を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第 32 項）。

なお、その内容については、行政執行法人の職員の特例規定を準用するもの
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であること。

(12) 国家公務員及び地方公務員に対する職場における育児休業等に関するハラスメ

ントを防止するために必要な雇用管理上の措置については、以下のとおりである

こと。

イ 行政執行法人の職員を除いた一般職に属する国家公務員の職場における育児

休業等に関するハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置につい

ては、人事院規則 10－15 において規定が設けられているところであること。

ロ 行政執行法人の職員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考

え方により、行政執行法人の長に、職場における育児休業等に関するハラスメ

ントを防止するため、その雇用する職員からの相談に応じ、適切に対応するた

めに必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付け

ることとした特例を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第 33

項）。

ハ 地方公務員については、介護のための休業の制度の場合と同様の考え方によ

り、任命権者等に、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止する

ため、その雇用する職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制

の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けることとした特

例を法に規定することとしたものであること（法第 61 条第 34 項）。

第 15 罰則（法第 13 章）

１ 罰則（法第 62 条から第 65 条まで)

労働者の募集の特例の公正確保を目的として所要の罰則を規定したものであること。

２ 過料（法第 66 条）

法第 56 条の助言、指導及び勧告を適切に行うためには、その前提として、同条の

報告の徴収を適切に行う必要がある。このため、法第 66 条は法第 56 条の規定による

報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対して、20 万円以下の過料に処することと

したものであること。

なお、過料については、非訟事件手続法（平成 23 年法律第 51 号）第５編の過料事

件の規定により、管轄の地方裁判所において過料の裁判の手続を行うものとなること。

都道府県労働局長は、法第 56 条違反があった場合には、管轄の地方裁判所に対し、

当該事業主について、法第 56 条に違反することから、法第 66 条に基づき過料に処す

べき旨の通知を行うこととなること。
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第 16 改正法附則

１ 施行期日（改正法附則第１条）

改正法の施行期日を定めるものであること。

なお、改正法第７条による改正前の法第 10 章第２節において規定されていた指定

法人に関する規定を削除する改正は、公布日（平成 28 年３月 31 日）から施行されて

いること。その他の改正は、平成 29 年１月１日から施行されること。

２ 罰則に関する経過措置（改正法附則第 13 条）

改正法の施行前にした行為等についての罰則の適用については、なお従前の例によ

るものとしたこと。

具体的には、改正法第７条による改正前の法第 10 章第２節において規定されてい

た指定法人に関する規定を削除したことに伴い、改正前の法第 42 条（報告）及び第

49 条第１項（報告及び検査）違反に対する罰金刑（改正前法第 64 条）並びに改正前

の法第 41 条（福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可）違反に対する過料

（改正前法第 67 条）が対象となること。また、改正前の第 48 条の規定により、給付

金業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法（明治 40 年法律第 45 号）その他

の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされるため、これら

の規定の適用についても、なお従前の例によるべきこと。

３ 検討（改正法附則第 14 条）

政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後の

規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとしたものであること。

第 17 適用期日

１ この通達は、平成 29 年１月１日から適用すること。
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別添１

常時介護を必要とする状態に関する判断基準

「常時介護を必要とする状態」とは、以下の（１）または（２）のいずれかに該

当する場合であること。

（１）介護保険制度の要介護状態区分において要介護２以上であること。

（２）状態①～⑫のうち、２が２つ以上または３が１つ以上該当し、かつ、

その状態が継続すると認められること。

状態

項目

１

（注１）

２

（注２）

３

①座位保持（１０分間一人

で座っていることができ

る）

自分で可 支えてもらえればできる

（注３）

できない

②歩行（立ち止まらず、座

り込まずに５ｍ程度歩く

ことができる）

つかまらないでで

きる

何かにつかまればできる できない

③移乗（ベッドと車いす、

車いすと便座の間を移る

などの乗り移りの動作）

自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

④水分・食事摂取（注４） 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑤排泄 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑥衣類の着脱 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑦意思の伝達 できる ときどきできない できない

⑧外出すると戻れない ない ときどきある ほとんど毎回ある

⑨物を壊したり衣類を破

くことがある

ない ときどきある ほとんど毎日ある

（注５）

⑩周囲の者が何らかの対

応をとらなければならな

いほどの物忘れがある

ない ときどきある ほとんど毎日ある

⑪薬の内服 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑫日常の意思決定（注６） できる 本人に関する重要な意思決

定はできない（注７）

ほとんどできない
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（注１）各項目の１の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手

で支えて自分でできる場合も含む。

（注２）各項目の２の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見

守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声か

け」等のことである。

（注３）「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人

で座っていることができる場合も含む。

（注４）「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する

量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。

（注５） ⑨３の状態（「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」）には

「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。

（注６）「⑫日常の意思決定｣とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定が

できる能力をいう。

（注７）慣れ親しんだ日常生活に関する事項（見たいテレビ番組やその日の献立

等）に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等（ケ

アプランの作成への参加、治療方針への合意等）には、指示や支援を必要

とすることをいう。



別添２

指針第２の１の（２）のロで示された具体例

イ 労働契約の更新回数の上限が明示されており、上限まで更新された場合の

期間の末日が１歳６か月に達する日以前の場合

ロ 労働契約の更新をしない旨が明示されており、申出時点で締結している労

働契約の期間の末日が１歳６か月に達する日以前の場合

【凡例】

現在又は過去の契約

申出時点で更新可能

性ありと判断できる

契約

１年１か月 ３か月１年８か月

１年契約 １年契約１年契約

申出 １歳出生

雇
止
め

更新されない

ことが明らか

雇
入
れ

１年１か月 ３か月１年８か月

更新されない

ことが明らか

雇
止
め

申出 １歳出生

３年契約
雇
入
れ



様式第１号 

認定中小事業主団体承認申請書 

平成  年  月  日 

厚生労働大臣殿 

中小事業主団体の名  称 

所在地 

代表者氏名                  印 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 53 条第 2 項第 2 号の規定により、認定を受けたいので申請します。 

Ⅰ 事業協同組合等（以下「組合等」という。）の概要 

設立年月日 明治・大正・昭和・平成  年  月  日 構成員数          人（うち中小事業主数       人） 

構成中小事業主の

主たる業種 

 常用労働者 

総数 

 

人 

事務局体制 役員      人 

職員      人 

相談援助事業を遂行する者 氏名  役職  連絡先 （   ）   － 

Ⅱ 構成中小事業主の育児休業又は介護休業に係る雇用管理その他の措置の現状について 

 １ 構成中小事業主の育児休業又は介護休業に係る雇用管理その他の措置の現状についてお書きください。 

 

 

 

 

２ 育児休業又は介護休業制度の整備状況について当てはまるものに○印をつけてください。 

(1) 育児休業制度 

 イ 全ての構成中小企業者が整備している。 

 ロ まだ一部の構成中小企業者が整備していない。  

(2) 介護休業制度 

 イ 全ての構成中小企業者が整備している。 

 ロ まだ一部の構成中小企業者が整備していない。  

  

Ⅲ 構成中小事業主の育児休業又は介護休業に係る雇用管理その他の措置に関する相談及び援助について 

  構成中小事業主の育児休業又は介護休業に係る雇用管理その他の措置について、組合等が相談援助事業に取り組んでいる又は取り組むこととし

ている内容についてお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 組合等が構成中小事業主の委託を受けて労働者の募集を行う従事者及び内容を記入して下さい。 

① 募集従事者                   ② 募集内容 

氏 名   賃    金 労働時間及び休日 その他の募集内容 

役職名     

Ⅴ その他次の①から③までの書類を添付して下さい。 

 ① 組合等の定款 

② 組合等の最近 2 年間の事業状況の概要を記載した書類 

③ 組合等の構成中小事業主名簿 



様式第２号 
 

認定中小事業主団体承認通知書 
 

平成  年  月  日 
 

 
            殿 
 

厚 生 労 働 大 臣 
 
 
 
 平成  年  月  日付けで申請のあった件について、育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 53 条第 2 項第 2 号の規

定により認定したので通知します。認定期間は、平成  年  月  日から

平成  年  月  日までとします。 



様式第３号 
 

認定中小事業主団体取消通知書 
 

平成  年  月  日 
 

 
            殿 
 

厚 生 労 働 大 臣 
 
 
 
 平成  年  月  日付けで申請のあった件について、下記の理由により取

消と決定しましたので通知します。 
 

記 
 
取消の理由 
 
 
 

この処分に不服のある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月（た

だし、処分のあった日の翌日から起算して１年）以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることが

できます。 
また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月（た

だし、処分のあった日の翌日から起算して１年）以内に、国を被告として（訴訟において国を代表す

る者は法務大臣となります。）、提起することができます。 
なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には、処

分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の伝達を受けた日の翌日から起算して６か月（た

だし、裁決があった日の翌日から起算して１年）以内に提起することができます。 

また、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや

処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
 



様式第4号

厚生労働大臣 平成　　　　年　　　　月　　　　日
殿

都道府県労働局長 住所
代表者氏名 印

 育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条第4項の規定に基づく委託募集を、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで行いたく、下記内容により届け出ます。

No. 賃金 その他

　年　　年  円　　 　　　： 日曜・土曜　　回 雇用 労災

人 　　月～　月 人 ～　　　　円 ～　 　： その他 健康 厚生

　年　　年  円　　 　　　： 日曜・土曜　　回 雇用 労災

人 　　月～　月 人 ～　　　　円 ～　 　： その他 健康 厚生

　年　　年  円　　 　　　： 日曜・土曜　　回 雇用 労災

人 　　月～　月 人 ～　　　　円 ～　 　： その他 健康 厚生

　年　　年  円　　 　　　： 日曜・土曜　　回 雇用 労災

人 　　月～　月 人 ～　　　　円 ～　 　： その他 健康 厚生

　年　　年  円　　 　　　： 日曜・土曜　　回 雇用 労災

人 　　月～　月 人 ～　　　　円 ～　 　： その他 健康 厚生

　募集地域 募集人員 募集従事者

No.
休業する労働
者の職種

休業期間 人員 氏　　　名 生年月日 職　　名 住　　　所

①
　年　月～　年
月

　　　　　人

②
　年　月～　年
月

　　　　　人

③
　年　月～　年
月

　　　　　人

④
　年　月～　年
月

　　　　　人

⑤
　年　月～　年
月

　　　　　人 　　年　　月　　日

　　認定中小事業主団体の名称

委 託 募 集 届 出 書
届出年月日   

  都道府県
  又は地域

募集を委託する中小事業主名

事業所名 所在地

①

⑤

④

③

②

従業員数
各種保険就業時間・休日

募集職種 雇用期間 募集人員

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

労働条件

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日



委託募集届出書記入要領 
 
１ 届出者に関する事項 
①  「届出年月日」欄は、認定中小事業主団体が、公共職業安定所に届出書を提出する

年月日を記載する。 
②  「認定中小事業主団体の名称、住所、代表者氏名」欄は、届出を行う認定中小企業

団体の名称、住所、代表者氏名を記載し、押印する。 
 
２ 募集を委託する中小企業者に関する事項 
①  「事業所名・所在地」欄は、募集を委託する中小企業者の事業所名・所在地を記載

する。 
②  「従業員数」欄は、届出書を提出する月の前月末現在に在籍する中小企業者の従業

員総数を記載する。 
 
３ 募集内容に関する事項 
①  「募集職種」欄は、募集する職種（例えば自動車組立工、一般事務員、販売店員）

を記載する。 
②  「雇用期間」欄は、雇用する予定の期間を記載する。 
③  「募集人員」欄は、募集人員を記載する。 
④  「賃金」欄は、年齢等に応じた初任給額（税込）を記載する。 
⑤  「就業時間・休日」欄は、所定労働時間、週休制を記載し、該当するものを○で囲

む。 
⑥  「各種保険」欄は、加入している保険をそれぞれ○で囲む。 
⑦  「その他」欄は、賞与の有無、年間平均支給月数、残業の有無・年間へ金時間、交

代制勤務、変形労働時間制等の有無・状況、宿舎の状況等を記載する。 
 
４ 休業する労働者に関する事項 
①  「休業職種」欄は、休業する労働者の職種（例えば、自動車組立工、一般事務員、

販売店員）を記載する。 
②  「休業期間」欄は、休業する労働者の休業予定期間を記載する。 
③  「人員」欄は、休業する労働者の人員を記載する。 
 
５ 募集地域および募集従事者等に対する事項 
①  「募集地域・募集人員」欄は、労働者を募集しようとする都道府県又は地域および

それらに対応する募集人員を記載する。 
②  「募集従事者」欄は、それぞれ募集従事者の氏名、生年月日、認定中小企業団体に

おける役職名、住所を記載する。 



様式第５号 

労 働 者 募 集 報 告 
（平成  年度（ 月～ 月）分） 

 
事 業 所 名 募 集 地 募集人員 本年度の採用人員 備考 

  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
  人 所管内    人  
合     計 人 人  

 
労働者募集状況を上記のとおり報告します。 

平 成  年  月  日 
認定中小事業主団体の名称 
住          所 
代  表  者  氏  名            印  

 
公 共 職 業 安 定 所 長 殿 
 
（記入要領） 
１「事業所名」欄は、認定中小事業主団体に募集の委託を行った中小事業主の事業所名を

記載する。 
２「募集地域」欄は、労働者を募集しようとする地域（委託募集届出書に記載した募集地

域）を記載する。 
３「募集人員」欄は、当該地域における募集人員を記載する。 
４「採用人数」欄は、募集地域を管轄する公共職業安定所管内における委託募集による採

用人員を記載する。 
５「認定中小事業主団体の名称、住所、代表者氏名」欄は、募集を行う認定中小事業主団

体の名称、住所、代表者氏名を記載し押印する。 
（この報告は、委託募集の届出の受付を行った公共職業安定所長に提出すること。） 


